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審査意見への対応を記載した書類（７月） 

（目次） 福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻 

１．＜研究科の設置目的が不明確＞ 

 本研究科の設置目的と意義として，「『地域共生社会の概念を理解し，多角的な方向からその実

現を担うことのできるパイオニア』を養成することを大きな目的」として，「（１）より高度な専

門性を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付かせていく実践力」や「（２）医科学を取り入

れて福祉健康科学を深化させることができる研究力」といった資質・能力を兼ね備えた人材を養

成するとしているが，説明が不十分であり，設置目的と意義が不明確であるため以下の点につい

て適切に改めること。 .................................................................................................................... 5 
（１）「地域共生社会」を「地域包括ケアシステム」の上位概念として説明しているが，単に厚生

労働省の説明を引用するだけで，本学における「地域共生社会」の概念をどのように定義してい

るのか不明確であるため説明すること。その際に，地域・コミュニティにおける位置付けや，地

域・コミュニティとどの様に関係していくのかを明確にしながら説明すること。その際に研究科

だけではなく，各コースそれぞれで「地域共生社会」の概念をどのように理解させるのかについ

て説明すること。 ........................................................................................................................... 5 
（２）本学における福祉健康科学について，本学での定義付けをして一定程度の説明はなされてい

るが，一般的に言う「福祉社会学」や「福祉健康科学」との違いが不明確であるため，関連他領

域との違いも含めて，大学が定義する学問としての「福祉健康科学」の定義について明確にする

こと。 ........................................................................................................................................... 15 
（３）「福祉健康科学」の概念の説明で，「専門職者による包括的な生活支援をより効果的に実施す

る知見と技能を提供する総合的な実践科学」と説明しているが，「専門職者」が何を指している

のか不明確なため，説明すること。 ............................................................................................ 19 
２．＜１専攻として設置する意義が不明確＞ 

 専攻の目的として「医科学を取り入れて福祉健康科学を深化させることができる研究力」を掲

げ，ディプロマ・ポリシーでは「自らの専門領域に加え，医療，福祉心理を俯瞰し，多角的総合

的な支援を実施できる知識と技術を修得している。」こととしているが，３コースの学生が有機

的につながる教育が行われるか不明確である。１専攻として設置する意義を専攻の目的や養成

する人材像，ディプロマ・ポリシーとの関係性も明確にしながら説明すること。その際に，学生

だけではなく教職員も有機的につながりを持ち連携して教育にあたることをＦＤやＳＤの取組

みを明らかにすることで明確にすること。 ................................................................................. 21 
３．＜ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーが不適切＞ 

 ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの記載が，研究科の養成する人材像や教育目

標に照らして適切ではなく，ポリシー間の関係性も不明確である。さらに，３つのコースを一つ

の専攻として設置する意義について不明確なため以下の点を明らかにすることで，明確にする

こと。 ........................................................................................................................................... 31 
（１）教育の目標として，「福祉健康科学を深化させることができる研究力」を身に付けた人材を

養成するとしながら，ディプロマ・ポリシーには盛り込まれていないため，教育目標を踏まえた

内容に改めるとともに説明を追加すること。 ............................................................................. 31 
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（２）研究科として掲げているディプロマ・ポリシーと，各コースの方針や教育課程との一貫性が

薄く，一つの専攻として設置する意義が明確ではないため，一専攻として設置する意義を説明す

ること。その際に，３コースの共通科目となっている「福祉健康科学特論Ⅰ」，「福祉健康科学特

論Ⅱ」を，単に各３コースの基礎理論や最新の動向について学ぶものではなく，「地域共生社会」

や「福祉健康科学」の概念を学びつつ，コミュニティといった視点から各専門的学びが連携する

内容に充実・改善するか，あるいは，各専門的学びを連携させて「地域共生社会」や「福祉健康

科学」の概念を学ぶ科目を新たに配置すること。 ...................................................................... 35 
（３）各コースの教育課程が，従来の各専攻におけるそれぞれの学修課題を学ぶに止まっているよ

うに見受けられるため，新たな教育目標を踏まえて体系的に履修するコースワークとなってい

ることを説明するか，それぞれ学習課題を総括するような科目を配置することで，体系的に履修

するコースワークとすること。 ................................................................................................... 49 
４．＜設置目的と養成する人材像の関係性が不明確＞ 

研究科の方針として，「『地域共生社会』の概念を理解し，多角的な方向性からその実現を担うパ

イオニアの養成を目的とする。」としているが，各コースのディプロマ・ポリシーでは，各専門

分野に特化した内容となっており，「地域共生社会」におけるパイオニアを養成することができ

るのか不明確である。各コースでどの様に「地域共生社会」におけるパイオニアを養成できるの

か明確にすること。その際に，「福祉健康科学特論Ⅰ，Ⅱ」において「地域共生社会」の概念を

修得させるとしているが，各分野の概論を説明し，最終回で「地域共生社会を担うパイオニアと

しての資質能力」について説明するに止まっているため，「地域共生社会を担うパイオニア」と

してどの様な能力が必要で，どの様な教育課程及び科目内容で教授するのかも併せて明確にす

ること。 ....................................................................................................................................... 59 
５．＜科目の内容が不適切＞  

福祉社会科学分野の科目について，科目の内容が学部教育の内容である科目が見受けられるた

め，大学院として適切な科目内容，例えば「研究の論点を解説する」内容や，「社会科学的認識」

を身に付けるような科目内容に改めること。特に「社会福祉の基礎」については，「社会福祉の

支援の実際についてイメージを持つこと」が到達目標では，大学院の教育内容とは言えないため，

科目の到達目標や内容を改めるとともに，科目名称についても「社会福祉原理論」にするなど適

切な科目名に改めること。 .......................................................................................................... 72 
６．＜２校地での教育方法が不明確＞  

２校地での教育方法が不明確であるため，以下の点について明確にすること。 ...................... 75 
（１）学生が使用する研究室等の施設・設備について，本専攻の専用として研究室等が準備されて

いるのか，別校地で教育を行っている学生の待機場所の確保がされているのか等，施設・設備の

状況について明確にすること。その際に，校地校舎の図面の色分けも適切に改めること。 .... 75 
（２）健康医科学コースを担当する教員が，医学部又は福祉健康科学部を担当する教員で構成され

ており，２キャンパスにまたがると思われる。１つのコースの学生が２校地に分かれて教育を受

けるとしても適切に教育が行えることを説明すること。 ........................................................... 77 
（３）他のキャンパスで開講されている科目は，テレビ会議システムを使用して，学生や教員が移

動しないように配慮するとしているが，テレビ会議システムで本専攻の教育目標を達成できる



3 
 

だけの教育内容や教育方法になっていることを明確にすること。その際，学生がどの科目をどこ

でどの様に受講するのかについても，時間割を用いるなどして説明すること。 ...................... 80 
（４）本専攻の専任教員が学部での教育も行う中で，実際にキャンパスを移動することなく教育を

行えるのか不明確なため明らかにすること。その際に，教員の負担が過度ではないことも説明す

ること。 ....................................................................................................................................... 82 
（５）３コース合同で行う科目があり，学生や教員がキャンパス間を移動する必要が出てくること

も想定されるが，学生及び教員がキャンパス間を移動する場合に交通手段等の問題が無いこと

を説明すること。 ......................................................................................................................... 83 
７．＜入学者選抜の方針が不明確＞ 

社会人入試を行うとしているが，社会人の定義，社会人選抜の入試方法について明らかにするこ

と。その際に，アドミッション・ポリシーに沿った入学者選抜となっていることも明確にするこ

と。 ............................................................................................................................................... 85 
８．＜学生負担の説明が不十分＞ 

心理コースの学生について，実習を伴う教育課程となっており，他のコースより負担が大きいと

考えられる。一つの専攻に３コースを設置する計画であるが，他コースと同様の研究指導等が行

える教育課程であり，心理コースの学生に過度な負担が無いことを明確にすること。その際に，

学生が無理なく受講できることを，時間割及び履修スケジュールを示すことで説明すること。さ

らに，資格取得に必要な科目数も具体的に記す等して，適切な科目配置になっていることを説明

すること。 .................................................................................................................................... 88 
９．＜公認心理師受験資格取得に関する教育課程が不明確＞ 

取得可能な資格として，公認心理師をあげているが，アドミッション・ポリシーにおいて学部で

公認心理師取得に必要な科目を取得していることを条件としておらず，本専攻が公認心理師資

格の取得を目的としたコースであるのか不明確であるため，以下の点を含め明らかにすること。

 92 
（１）公認心理師取得を目的とする学生が，公認心理師を取得するために必要な科目をどの様に履

修するのか明確にすること。 ....................................................................................................... 92 
（２）公認心理師資格の取得を目的とした構想であるなら，アドミッション・ポリシーを適切に改

めること。また，資格取得するためには，例えば本専攻に入学する前に学部等で取得が必要な科

目があること等の資格取得要件についても，学生募集の際に周知が適切に行われる旨を説明す

ること。 ....................................................................................................................................... 94 
（３）公認心理師資格の取得を目的としない学生を受け入れる構想であるなら，「前提となる知識

が十分でない学生が履修する場合には，基礎的な知識を学ぶことのできる科目を履修するよう

指導を行う」とあるが，どの様に指導するのかについても明確にすること。 .......................... 96 
１０．＜学生への補助教育の説明が不十分＞ 

自コースの専門以外の科目を履修する場合に，学生間で知識の習得度が違うことが想定される。

教育効果に差が出ないような，本学としての学生への配慮について，例えば教育課程外での補助

教育を充実させる等の大学としての学生への配慮に関する説明を充実させること。 ............... 98 
１１．＜科目選択に関する配慮が不明確＞ 
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「担当教員によるオリエンテーションを行い，科目編成に関する基本的な考え方，科目群の構成，

履修の系統性及び順序性，授業の計画」等について周知することとしているが，科目数が多く，

学生が履修する科目の選択に迷うことが想定される。学生の意向に沿った科目の選択が行える

ように，科目選択の方法に関する配慮についての説明を充実すること。 ............................... 101 
１２．＜シラバスの記載が不明確＞ 

シラバスについて説明が不十分な個所が見受けられるため，以下の点について該当する科目に

ついて適切に説明を充実させること。 ...................................................................................... 103 
（１）１単位８回及び２単位１５回の教育内容にイントロダクションやオリエンテーション，まと

めといった記載に留まっている科目が見受けられるため，教育の内容が単位相当の教育内容で

あることが分かるように記載を充実させること。 .................................................................... 103 
（２）「臨床心理基礎実習」等の実習科目において，実習の内容としては不十分な記載となってい

る科目が見受けられるため，授業の内容の記載を充実させること。 ....................................... 108 
１３．＜教員の負担に関する説明が不十分＞ 

臨床心理学コースの募集人員が１０名に対して，心理学分野の教員は９名の配置であるため，教

員の負担が重くなり適切な研究指導等の体制が保てるか説明が不足しているため，教員の最も

業務負担が多いスケジュールを示し教員の負担が過度ではないことの説明を充実させること。

その際に，心理学分野の教員の具体的な専門分野を示し，一部の教員に過度な負担が無いことの

説明も充実すること。さらに，コース間で教員負担の影響による学生への配慮に差が出ない工夫

についての説明も充実すること。 ............................................................................................. 111 
１４．＜実習演習科目担当教員及び実習指導者の配置方針が不明確＞ 

実習演習科目担当教員及び実習指導者については，公認心理師資格を有する者が行うことが望

ましいが，当該申請時点の教員の資格取得状況と，今後の教員配置及び実習指導者配置の方針に

ついての説明を充実すること。 ................................................................................................. 114 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

１．＜研究科の設置目的が不明確＞ 

 本研究科の設置目的と意義として，「『地域共生社会の概念を理解し，多角的な方向からその実現

を担うことのできるパイオニア』を養成することを大きな目的」として，「（１）より高度な専門性

を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付かせていく実践力」や「（２）医科学を取り入れて福

祉健康科学を深化させることができる研究力」といった資質・能力を兼ね備えた人材を養成すると

しているが，説明が不十分であり，設置目的と意義が不明確であるため以下の点について適切に改

めること。  

（１）「地域共生社会」を「地域包括ケアシステム」の上位概念として説明しているが，単に厚生労

働省の説明を引用するだけで，本学における「地域共生社会」の概念をどのように定義しているの

か不明確であるため説明すること。その際に，地域・コミュニティにおける位置付けや，地域・コ

ミュニティとどの様に関係していくのかを明確にしながら説明すること。その際に研究科だけで

はなく，各コースそれぞれで「地域共生社会」の概念をどのように理解させるのかについて説明す

ること。 

（対応方針） 

・本学における「地域共生社会」の定義に関して説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，「専

門職者の働きかけにより，要支援者を含めたすべての人が互いに関わりを持ちながら共に生きて

いくことのできる地域社会を地域住民との協働によって創造することが重要である」という本学

の考え方をもとに，本学での「地域共生社会」の定義を追記する。 

・審査意見を踏まえ「地域共生社会」を担うパイオニアを養成するという研究科の目的と，「地域・

コミュニティ」との関係について，専門職者による地域への働きかけを重視していることと，大分

県の地域の特色を踏まえて教育研究に取り組むことの意義がより明確になるよう説明する。 

・研究科及び各コースにおける「地域共生社会」の学びについて不明確であったため，審査意見を踏

まえ専攻としての学びとコースとしての学びがより明確になるよう科目配置を改める。さらに，基

礎科目の必修科目である「福祉健康科学特論Ⅰ」，「福祉健康科学特論Ⅱ」については，それぞれ１

単位から２単位へ拡充し内容を充実させるとともに，医療，福祉，心理の視点から家族，地域，コ

ミュニティの特徴とそれらへの働きかけの手法を学ぶ科目として，基礎科目に「地域医療健康増進

科学特論」，「地域福祉特論」，「家族・コミュニティ心理学特論」を配置するよう改め，説明を行う。 

 

（具体的説明） 

【本学における「地域共生社会」の定義】 

 2016 年に厚生労働省は「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて，

地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸

ごと』つながることで，住民一人ひとりの暮らしといきがい，地域をともに創っていく社会」として

「地域共生社会」の実現を目指すと発表した。 

 しかしながら，この考えでは，専門職者の役割が見えにくくなっていることに加え，誰が支援をす

るのか主体が見えにくいものになっている。これに対し，本学では，専門職者が質の高い支援を個人

に提供するとともに，専門職者の働きかけにより，要支援者を含めたすべての人が互いに関わりを持
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ちながら共に生きていくことのできる地域社会を地域住民との協働によって創造することが重要で

あると考え，「地域共生社会」を以下のように定義した。 

本学が定義する「地域共生社会」とは，「多様な問題・困りを抱えるすべての人が，問題・困りの

性質や年齢・世代にかかわらず，医療・福祉・心理の結節に基づく専門的な支援をうけるとともに，

そうした問題・困りを抱える人を含めたすべての人が地域社会の中で互いにつながり，存在価値を

認めあうコミュニティをつくり出していく社会」である。 

 この「地域共生社会」の実現を担うパイオニアを養成することを目的として，これまでの本学福祉

健康科学部での教育研究を高度化し，福祉健康科学研究科の設置を計画するものである。（補足資料

１「福祉健康科学研究科の設置について」） 

 

【地域・コミュニティとの関係】 

 本研究科が考える「地域共生社会」の概念では，専門職者による要支援者への医療，福祉，心理の

結節に基づく支援とともに，専門職者による地域への働きかけを重視している。例えば，地域におけ

る予防教育や健康づくりの活動，地域・コミュニティの抱える課題への支援，地域やコミュニティに

おいて支援を担う人に対するエンパワメントやコンサルテーションといったことは，「地域共生社会」

の実現においてきわめて重要な意味をもつと考えている。 

 また，大分という地域との関連については，以下のように考えている。 

 大分県は我が国の人口，産業規模，経済規模等において我が国における典型的な地域社会のありよ

うを示しているといわれる（1/100 大分県）。高齢化率に関しては「全国の 15 年先」と言われ，過疎

化や限界集落化の進行等，今後日本が直面する地域社会の問題をいわば先取りしているとも言える。

そうした中で，大分県は，全国に先んじて「地域包括ケアシステム」を展開していく体制を整え，ま

た「子育て満足度日本一の実現」「健康寿命日本一の実現」「障がい者雇用率日本一の実現」といった

取組を通じて，福祉や健康の充実に力を入れてきた。 

 福祉健康科学部ではこうした地域の特色を生かして教育を行い，大分県内を中心に医療関係施設

９５カ所，福祉関係施設４７カ所，教育関係施設５カ所等と連携して実習を展開し，講義科目でも，

地域において住民の健康や福祉に携わっているエキスパートや行政の担当者から多くの協力を得て

きたところである。研究面でも，大分県や県内の自治体と連携して「地域包括ケアシステムのための

アセスメント票の開発」等の研究を進めている。 

 このように，大分という地は，地域の特色としてもこれまでの取組としても，「地域共生社会」に

関する教育研究推進にとってふさわしい環境であり，さらに本学との連携実績を踏まえれば，地域の

理解と協力のもとに教育研究を展開し，その成果を地域に還元する土壌があると言うことができる。 

 

【研究科及び各コースにおける「地域共生社会」の学び】 

・研究科（１専攻）としての学び：特にディプロマ・ポリシー１の共通部分との関連 

「基礎科目」として，３コース合同の「福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」（必修）を開講する。これによ

り，「地域共生社会」の考え方を学ぶとともに，自らの専門性と他の専門性がそれぞれ，あるいは結

節しながらどのようにして「地域共生社会」の実現に貢献できるのかを学ぶ。これら２科目について

は，審査意見を踏まえ，各１単位であったものを各２単位へと拡充し，科目内容を充実させた。具体
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的な内容は次のとおり。 

 この２科目では，３コースの学生に対して一体的な教育を行う。具体的には，３コースの学生が関

連するテーマや取組に関してそれぞれの立場から問題の理解や支援のあり方についてディスカッシ

ョンを行い，相互の学び合いを促すことで，「自らの視点やアプローチの独自性を明確にできる」「新

たな要素を組み込むことで，自らの考え方を拡充・変容・再編できる」「他の領域とどのような結節・

連携が可能かを深くかつ具体的に考えることができる」といった学びを進めることが可能となる。加

えて，最終回には，学びの成果とさらに深めるべき課題について明確にすることを目的として，ミニ・

プレゼンテーションを行うが，これについても３コースの学生が入り混じったグループ編成を行う

ことで，他領域との結節を意識した考究が可能となる。 

さらに，これまで発展科目（審査意見を踏まえ，科目区分名称を専門教育科目から発展科目へ変更）

に配置していた「地域医療健康増進科学特論」，「地域福祉特論」，「家族・コミュニティ心理学特論」

も「基礎科目」に位置付け，３科目のうち１科目以上の選択必修と位置付ける。これにより，医療，

福祉，心理の視点から家族・地域・コミュニティの理解と働きかけの手法について学びを深める。 

 

・各コースにおける学び：特にディプロマ・ポリシー１のコース対応部分との関連 

発展科目では，医療，福祉，心理という３領域で科目群を構成し，各コースの知識や技能の高度化

と，地域支援における自らの領域のあり方に対する理解を深めることができるように構成されてい

る。また，発展科目のうち，他領域から指定する科目（各領域の骨格となる理論や技法を学ぶ科目）

のうち１科目ずつ以上をコース必修とし，他領域における知識や支援のあり方などを学ぶ。発展科目

の学びは，ディプロマ・ポリシー１（実践力）の達成と関係が深く，一部ディプロマ・ポリシー２（研

究力）の達成とも関わるものである。 

 

以上のように，専攻としての教育とコースとしての教育を組み合わせることによって，本研究科の

定義する「地域共生社会」を学び，医療，福祉，心理の結節に基づく，個人と地域の両方を視野に入

れた支援実践と研究を進めることのできる資質・能力を涵養する。（補足資料２「授業科目の履修方

法と体系図」） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅰ 設置の趣旨及び必要性（６ページ） 

 

新 旧 

６．「地域共生社会」に関する本学の考え方 

2016 年に厚生労働省は「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」

「受け手」という関係を超えて，地域住民や地域の多様な主体が『我

が事』として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸ご

と』つながることで，住民一人ひとりの暮らしといきがい，地域をと

もに創っていく社会」として「地域共生社会」の実現を目指すと発表

した。しかしながら，この考えでは，専門職者の役割が見えにくくな

っていることに加え，誰が支援をするのか主体が見えにくいものにな

っている。これに対し，本学では，専門職者が質の高い支援を個人に

提供するとともに，専門職者の働きかけにより，要支援者を含めたす

べての人が互いに関わりを持ちながら共に生きていくことのできる地

域社会を地域住民との協働によって創造することが重要であると考

え，「地域共生社会」を以下のように定義した。 

本学が定義する「地域共生社会」とは，「多様な問題・困りを抱える

すべての人が，問題・困りの性質や年齢・世代にかかわらず，医療，福

祉，心理の結節に基づく専門的な支援をうけるとともに，そうした問

題・困りを抱える人を含めたすべての人が地域社会の中で互いにつな

がり，存在価値を認めあうコミュニティをつくり出していく社会」で

ある。 

本学が考える「地域共生社会」の概念では，専門職者による要支援

者への医療，福祉，心理の結節に基づく支援とともに，専門職者によ

る地域・コミュニティへの働きかけを重視している。例えば，地域に

おける予防教育や健康づくりの活動，地域やコミュニティの抱える課

題への支援，地域やコミュニティにおいて支援を担う人に対するエン

パワメントやコンサルテーションといったことは，「地域共生社会」の

実現においてきわめて重要な意味をもつと考えている。 

（略） 

この「地域共生社会」の実現を担うため，これまでの本学福祉健康

科学部での教育研究を高度化し，この発展的なテーマに対応していく

ことのできるパイオニアを養成することを目的として，福祉健康科学

研究科の設置を計画するものである。（資料３「福祉健康科学研究科の

設置について」，資料４「社会情勢の変化と「福祉健康科学」の深化」） 

以下，この文書に示す「地域共生社会」は，本学が定義したものを意

味する。 

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

       ２．大分県の現状（４ページ） 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ３ 基礎科目の特色について（１４～１５ページ） 

新 旧 

福祉健康科学部ではこうした地域の特色を生かして教育を行い，大

分県内を中心に医療関係施設９５カ所，福祉関係施設４７カ所，教育

関係施設５カ所等と連携して実習を展開し，講義科目でも，地域にお

いて住民の健康や福祉に携わっているエキスパートや行政の担当者か

ら多くの協力を得てきたところである。研究面でも，大分県や県内の

自治体と連携して「地域包括ケアシステムのためのアセスメント票の

開発」等の研究を進めている。 

このように，大分という地は，地域の特色としてもこれまでの取組

としても，「地域共生社会」に関する教育研究の推進にとってふさわし

い環境であり，さらに本学との連携実績を踏まえれば，地域の理解と

協力のもとに教育研究を展開し，その成果を地域に還元する土壌があ

ると言うことができる。 

（加える） 

新 旧 

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

ている。この資質・能力は，ディプロマ・ポリ

シー１（実践力）の達成に深く関わるものであ

る。 

まず，３コース合同の必修科目として「福祉

健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。この

２科目では，福祉健康科学の基礎となる概念

と理論の理解に加え，「地域共生社会」の考え

方や，自らの専門性と他の専門性がどのよう

にして「地域共生社会」の実現に貢献できるの

かを学ぶ。 

これらの科目では，各領域を積極的に関連

づけた学びやディスカションを取り入れるこ

とよって，各コースの学生が一体的に学びを

展開し，相互の学び合いを促すこととする。具

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

ている。 

 

 

基礎科目の必修科目として，「福祉健康科学

特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。 

この２科目では，福祉健康科学の基礎とな

る概念と理論の理解に加え，自らの専門以外

の領域における支援と研究に関する動向や最

新の知見に触れることを目的とする。また，医

科学に関する基本的な視点や知識，最新の動

向についてもこの２科目で扱う。 

 

具体的には，まず「福祉健康科学特論Ⅰ」に

おいて医科学の根幹を学び，その後「福祉健康
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ４ 発展科目の特色について（１５～１７ページ） 

体的には，３コースの学生が関連するテーマ

や取組に関してそれぞれの立場から問題の理

解や支援のあり方についてディスカッション

を行うことで，「自らの視点やアプローチの独

自性を明確にできる」「新たな要素を組み込む

ことで，自らの考え方を拡充・変容・再編でき

る」「他の領域とどのような結節・連携が可能

かを深くかつ具体的に考えることができる」

といった学びが可能となる。加えて，最終回に

は，学びの成果とさらに深めるべき課題を明

確にすることを目的として，ミニ・プレゼンテ

ーションを行うが，これについても３コース

の学生の混成によるグループ編成を行うこと

で，他領域との結節を意識した考究が可能と

なる 。 

さらに，「地域医療健康増進科学特論」，「地

域福祉特論」，「家族・コミュニティ心理学特

論」も「基礎科目」に位置付け，３科目のうち

１科目以上の選択必修と位置付ける。これに

より，医療，福祉，心理の切り口から地域への

働きかけを行っていくことについて，学びを

深める。 

科学特論Ⅱ」では，支援や研究に関する最新の

テーマや取組の実例に触れながら，医科学を

活かした研究の発展と支援の高度化について

学びを深める。 

新 旧 

４．発展科目の特色について 

発展科目では，医療，福祉，心理という３領

域で科目群を構成し，各コース独自の知識や

技能の高度化と，地域支援における自らの領

域のあり方に対する理解を深めることができ

るように構成されている。また，発展科目のう

ち，他領域から指定する科目（各領域の骨格と

なる理論と技法を学ぶ科目）のうち１科目ず

つ以上を選択必修とし，他領域における知識

や支援のあり方などを学ぶ。また，発展科目の

学びは，ディプロマ・ポリシー１（実践力）の

３．専門教育科目の特色について 

専門教育科目では，所属するコースの専門

知識や技術に関する学びを深めることができ

るように構成されている。 

各コースの専門教育科目の特色は以下の通り

である。 
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達成と関係が深く，一部ディプロマ・ポリシー

２（研究力）の達成とも関わるものである。 

各科目群の特色は以下の通りである。 

①医療関連科目群 

医療関連科目群では，医科学と理学療法学

を融合することにより，健康医科学の専門的

知識と技術を持つ人材を育成する。そのため

には，正常な人体の構造や機能の理解，基礎

医学を基にした病態の理解，幅広い疾患に関

しての発生機序・病態生理・治療法を学ぶと

ともに，医科学全般にわたって，何がどこま

で分かっているかという最先端の知見を学

び，最新の科学的検証方法を深く理解する必

要がある。そこで，これらのことを担保する

ために，様々な分野の専門家によるオムニバ

スの科目として「健康医科学特論」，「病態医

科学特論」，「病態治療学特論」を設ける。こ

れらの科目は，医科学との深い融合により成

り立つものである。 

 

 さらに，「運動器系機能病態解析学特論」，

「神経系機能病態解析学特論」もオムニバス

科目として設け，運動器系の機能や病態に関

する分子メカニズム，神経系機能の理解と解

析手法や病態の最先端の知識を多角的に教授

する。このことにより，これまでにない広い

視点から理学療法の検証ができ，福祉健康科

学の構築や発展を担うための幅広い知識を養

うとともに，科学に立脚した理学療法を臨床

で実践できる高度専門職業人を育成する。 

 

 

（略） 

 他領域の学生も履修する科目として，医療

領域の骨格を学ぶことのできる「精神医学特

論」「高齢者疾患特論」を設定する（選択必

修科目）。「精神医学特論」に関しては，心の

健康の維持や心理的な疾患の予防や，現在問

①健康医科学コース 

健康医科学コースでは，医科学と理学療法

学を融合することにより，健康医科学の専門

的知識と技術を持つ人材を育成する。そのた

めには，正常な人体の構造や機能の理解，基礎

医学を基にした病態の理解，幅広い疾患に関

しての発生機序・病態生理・治療法を学ぶとと

もに，医科学全般にわたって，何がどこまで分

かっているかという最先端の知見を学び，最

新の科学的検証方法を深く理解する必要があ

る。そこで本コースでは，これらのことを担保

するために，様々な分野の専門家によるオム

ニバスの科目として「健康医科学特論」，「病態

医科学特論」，「病態治療学特論」を設ける。こ

れらの科目は，医科学との深い融合により成

り立つものであり，本コースの大きな特徴の

一つである。 

さらに，「運動器系機能病態解析学特論」，

「神経系機能病態解析学特論」，「地域医療健

康増進科学特論」もオムニバス科目として設

け，運動器系の機能や病態に関する分子メカ

ニズム，神経系機能の理解と解析手法や病態，

地域医療や健康増進の課題や研究方法等の最

先端の知識を多角的に教授する。このことに

より，これまでにない広い視点から理学療法

の検証ができ，福祉健康科学の構築や発展を

担うための幅広い知識を養うとともに，科学

に立脚した理学療法を臨床で実践できる高度

専門職業人を育成する。 

（略） 

（加える） 
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題となっているうつ病と自殺，発達障害など

の内容も含むことから，福祉・心理領域とか

かわりが深い。また，「高齢者疾患特論」に

ついても，高齢者特有の疾患を学ぶため，現

場での支援には有用なものであると考えてい

る。 

 

②福祉関連科目群 

福祉関連科目群では，個別の対人援助場面

（ミクロレベル），地域援助場面（メゾレベ

ル），地方自治体から国レベルにおける制度・

政策立案の場面（マクロレベル）の三つの介入

対象を措定し，それに高齢者，障害者，児童，

生活困窮者といった各分野をクロスオーバー

させることにより，社会福祉事象を多面的か

つ構造的に解明することが出来る実践者，教

育研究に携わる者の養成を行う。 

すなわち，マクロレベル，メゾレベルとして

「福祉政策特論」「社会保障政策特論」を修学

し，さらにミクロレベルとして実践領域とし

ての「高齢者福祉特論」「生活困窮者支援特論」

「障害者福祉特論」「児童・家庭福祉特論」「医

療福祉特論」を学ぶことによって，どのような

支援を，いかなる事象と対象に対して，どのよ

うに実践してゆけばよいのかを学ぶ。 

 

（削除） 

 

 

 

（略） 

他領域の学生も履修する科目として，福祉

領域の骨格を学ぶことのできる「福祉心理学

特論」「社会福祉原理論」を設定する（選択必

修科目）。「福祉心理学特論」に関しては，虐

待，DV，障害者福祉，児童家庭福祉など，福祉

領域における多岐にわたる支援に関して学ぶ

ものであり，他領域とのかかわりも深い。ま

②福祉社会科学コース 

福祉社会科学コースでは，個別の対人援助

場面（ミクロレベル），地域援助場面（メゾレ

ベル），地方自治体から国レベルにおける制

度・政策立案の場面（マクロレベル）の三つの

介入対象を措定し，それに高齢者，障害者，児

童，生活困窮者といった各分野をクロスオー

バーさせることにより，社会福祉事象を多面

的かつ構造的に解明することが出来る実践

者，教育研究に携わる者の養成を行う。 

すなわち，マクロレベル，メゾレベルとして

「福祉政策特論」「地域福祉特論」「社会保障政

策特論」を修学し，さらにミクロレベルとして

実践領域としての「高齢者福祉特論」「生活困

窮者支援特論」「障害者福祉特論」「児童・家庭

福祉特論」「医療福祉特論」を学ぶことによっ

て，どのような支援を，いかなる事象と対象に

対して，どのように実践してゆけばよいのか

を学ぶ。 

また，本コースでは主に社会人の入学を想

定しており，社会福祉に関する専門的な学び

の導入科目として「社会福祉の基礎」を履修す

るよう指導する。 

（略） 

（加える） 
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た，「社会福祉原理論」については，地域の福

祉問題を構造的に理解し，複合的なニーズを

抱える人々の支援に関して学ぶものであり，

本研究科の定義する地域共生社会とも関連が

深いものである。 

③心理関連科目群 

心理関係科目群では，心の健康支援に関わ

る「知」（中核的かつ先進的な心理学理論の理

解），「技」（心理アセスメントや心理療法等の

支援技法の体得），「心」（心理専門職として必

要な心構えや倫理の考究）を一体的・系統的に

修得させることを目的として，また，医療や福

祉との連携を強め，「地域共生社会」の実現を

意図した心理支援のための資質・能力を涵養

することを目的として，心理関係科目群を設

ける。 

 

この科目群では医療，福祉，司法・矯正，産業・

労働，学校教育等の分野における諸問題の理

解と心理支援の実践に必要となる理論や支援

技法を学ぶ。 

（略） 

なお，臨床心理士資格認定協会が定めるカ

リキュラム編成に関する要件に基づき，臨床

心理学コースの学生に限定して開講する科目

では，講義，演習，実習の全科目を通じて，基

礎から応用への移行が進むよう科目編成を行

う。特に，「臨床心理基礎実習」「臨床心理展開

実習」「臨床心理実習Ａ・Ｂ」はいずれも通年

の学内実習であり，個別の指導（スーパービジ

ョン等）や集団での指導（カンファレンス）を

伴わせることによって，支援の経験とその省

察をきめ細かく継続させる。また，「臨床心理

応用実習Ａ・Ｂ」は通年の学外実習であり，医

療等の最前線に出向き，現場での支援実施や

指導を行うことによって学内実習の学びを高

度化させる。 

（削る） 

③臨床心理学コース 

臨床心理学コースでは，心の健康支援に関

わる「知」（中核的かつ先進的な心理学理論の

理解），「技」（心理アセスメントや心理療法等

の支援技法の体得），「心」（心理専門職として

必要な心構えや倫理の考究）を一体的・系統的

に修得させることを目的として，また，医療や

福祉との連携を強め，「地域共生社会」の実現

を意図した心理支援のための資質・能力を涵

養することを目的として，専門教育科目に「実

践心理学」と「臨床心理学」の２つの科目群を

設ける。 

「実践心理学」の科目群では医療，福祉，司法・

矯正，産業・労働，学校教育等の分野における

諸問題の理解と心理支援の実践に必要となる

理論や支援技法を学ぶ。 

（略） 

「臨床心理学」の科目群では，講義，演習，実

習の全科目を通じて，基礎から応用への移行

が進むよう科目編成を行う。特に，「臨床心理

基礎実習」「臨床心理展開実習」「臨床心理実習

Ａ・Ｂ」はいずれも通年の学内実習であり，個

別の指導（スーパービジョン等）や集団での指

導（カンファレンス）を伴わせることによっ

て，支援の経験とその省察をきめ細かく継続

させる。また，「臨床心理応用実習Ａ・Ｂ」は

通年の学外実習であり，医療等の最前線に出

向き，現場での支援実施や指導を行うことに

よって学内実習の学びを高度化させる。 

 

 

なお，「臨床心理学」の科目群の履修は，臨

床心理士資格認定協会が定めるカリキュラム
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他領域の学生も履修する科目として，心理

領域の骨格を学ぶことのできる「生涯発達心

理学特論」「健康心理学特論」を設ける（選択

必修科目）。「生涯発達心理学特論」では一生

涯をとおして，それぞれの発達段階における

課題と支援を学ぶ。「健康心理学特論」は心の

健康やストレスマネジメントなどについて学

び，さらには医療，福祉，心理の専門家がどの

ように協力して支援を展開していくことがで

きるかについても学ぶものであり，他領域と

の関連も深い。 

編成に関する要件に基づき，臨床心理学コー

スの学生に限定する。 

（加える） 

 



15 
 

（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 
（２）本学における福祉健康科学について，本学での定義付けをして一定程度の説明はなされている

が，一般的に言う「福祉社会学」や「福祉健康科学」との違いが不明確であるため，関連他領域と

の違いも含めて，大学が定義する学問としての「福祉健康科学」の定義について明確にすること。 

（対応方針） 

・審査意見を踏まえ，「福祉健康科学」がリハビリテーション，社会福祉学，心理学という複数の学

問体系に立脚しているという点において，他の学問領域，例えば福祉事象を社会学の手法で考察す

る「福祉社会学」と異なる旨の説明を加える。 

・本研究科は，「地域共生社会」の実現を担うパイオニアを養成することを目的としており，福祉健

康科学部での「福祉健康科学」を基盤とした教育研究をより高度化しようとするものである旨の説

明を加える。 

 
（具体的説明） 

【福祉健康科学の定義と福祉社会学との違い】 

わが国は，少子高齢社会に突入し，厚生労働行政は「地域包括ケアシステム」を提唱し，医療，福

祉，予防医学，介護等の対人援助領域の連携を強化することによって，「チームケア」を地域におい

て推進するよう施策を展開し始めた。とりわけ，高齢者に代表される生活困難者への「包括的な生活

支援」を目指すとともに，効果的・効率的な「医療・福祉の生産モデル」を構築するというスキーム

が導入されたことは，注目に値するものである。 

このような社会情勢を受け，大分大学がこれまで学内に蓄積してきた強みである医療，福祉，心理

の知見を活用し，これからの社会に求められる包括的な支援を可能にする教育研究を行うために，

2016 年に理学療法コース，社会福祉実践コース，心理学コースの３コースからなる「福祉健康科学

部」を設置した。 

福祉健康科学とは，本学が 2016 年に福祉健康科学部を設置する際，以下のとおり定義したもので

ある。 

 

「個人の心身に働きかける心理学，リハビリテーション，及び個人を取り巻く環境との関係性に注

目する社会福祉学の学問体系に立脚し，心身の状態と生活環境の相互作用という観点から個人の健

康で自立した生活に関する事実や法則性を明らかにするとともに，専門職者による包括的な生活支

援をより効果的に実施する知見と技能を提供する総合的な実践科学」 

 

 福祉社会学とは，福祉的な事象を社会学の手法を用いて考察しようとするものである。 

 これに対して， 福祉健康科学はリハビリテーション，社会福祉学，心理学という複数の学問体系

に立脚しており，その点で福祉社会学とは性格が異なる。 

 

【本研究科における福祉健康科学の定義】 

 福祉健康科学部設置以降，矢継ぎ早に施策が展開され，2016 年に厚生労働省は「制度・分野ごとの

『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて，地域住民や地域の多様な主体が『我が事』
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として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで，住民一人ひとり

の暮らしといきがい，地域をともに創っていく社会」として「地域共生社会」の実現を目指すと発表

した。 

 しかしながら，この考えでは，専門職者の役割が見えにくくなっていることに加え，誰が支援をす

るのか主体が見えにくいものになっている。これに対し，本学では，専門職者が質の高い支援を個人

に提供するとともに，専門職者の働きかけにより，要支援者を含めたすべての人が互いに関わりを持

ちながら共に生きていくことのできる地域社会を地域住民との協働によって創造することが重要で

あると考え，「地域共生社会」の概念を捉え直したところである。本研究科は，本学の考える「地域

共生社会」の実現を担うパイオニアを養成することを目的として，福祉健康科学部での福祉健康科学

を基盤とした教育研究を高度化しようとするものである。したがって，本研究科は，福祉健康科学部

における「福祉健康科学」の定義を受け継ぎつつも，より「地域共生社会」に力点を置くこととなる。 

また，力点の違いは，定義の中の「専門職者」の捉え方にも現れてくる。福祉健康科学部では，個

人に対する包括的な支援という観点から，「専門職者」を，医療領域では理学療法等のリハビリテー

ションに関わる専門職（理学療法士等），福祉領域では社会福祉専門職（社会福祉士等），心理領域で

は心理専門職と捉えていた。これに対し，本研究科においては，福祉健康科学部の考えを基盤としつ

つも，本学の定める「地域共生社会」の概念に照らしてより幅広く捉えることとする。すなわち，本

研究科は何らかの資格を有する「専門職者」を養成することを第一義としているわけではなく，「地

域共生社会」の実現を担う資質・能力を有する人材を養成しようとするものであるため，「専門職者」

を，医療領域では，理学療法関係に加え，例えば作業療法士，言語聴覚士，保健師などの医療関係者，

福祉領域では，ケアマネジャーとして働く専門職や広く地域の福祉的問題に携わる人，心理領域では，

公認心理師や臨床心理士をはじめとして心理的な問題の支援に携わる人と捉える。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

 ４ 福祉健康科学の定義づけと福祉健康科学部の設置（５ページ） 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅰ 設置の趣旨及び必要性（６ページ） 

新 旧 

福祉健康科学とは，「個人の心身に働きかけ

る心理学，リハビリテーション，及び個人を取

り巻く環境との関係性に注目する社会福祉学

の学問体系に立脚し，心身の状態と生活環境

の相互作用という観点から個人の健康で自立

した生活に関する事実や法則性を明らかにす

るとともに，専門職者による包括的な生活支

援をより効果的に実施する知見と技能を提供

する総合的な実践科学」である。 

このように，福祉健康科学は心理学，リハビ

リテーション，社会福祉学という複数の学問

体系に立脚し，それらの手法を用いて福祉的

な事象を考察することが大きな特徴であり，

例えば，福祉的な事象を社会学の手法を用い

て考察しようとする福祉社会学とは性格が異

なる。 

福祉健康科学とは，「個人の心身に働きかけ

る心理学，リハビリテーション，及び個人を取

り巻く環境との関係性に注目する社会福祉学

の学問体系に立脚し，心身の状態と生活環境

の相互作用という観点から個人の健康で自立

した生活に関する事実や法則性を明らかにす

るとともに，専門職者による包括的な生活支

援をより効果的に実施する知見と技能を提供

する総合的な実践科学」である。 

（加える） 

 

新 旧 

６．「地域共生社会」に関する本学の考え方 

2016 年に厚生労働省は「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」

「受け手」という関係を超えて，地域住民や地域の多様な主体が『我

が事』として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸ご

と』つながることで，住民一人ひとりの暮らしといきがい，地域をと

もに創っていく社会」として「地域共生社会」の実現を目指すと発表

した。しかしながら，この考えでは，専門職者の役割が見えにくくな

っていることに加え，誰が支援をするのか主体が見えにくいものにな

っている。これに対し，本学では，専門職者が質の高い支援を個人に

提供するとともに，専門職者の働きかけにより，要支援者を含めたす

べての人が互いに関わりを持ちながら共に生きていくことのできる地

域社会を地域住民との協働によって創造することが重要であると考

え，「地域共生社会」を以下のように定義した。 

本学が定義する「地域共生社会」とは，「多様な問題・困りを抱える

（加える） 
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すべての人が，問題・困りの性質や年齢・世代にかかわらず，医療，福

祉，心理の結節に基づく専門的な支援をうけるとともに，そうした問

題・困りを抱える人を含めたすべての人が地域社会の中で互いにつな

がり，存在価値を認めあうコミュニティをつくり出していく社会」で

ある。 

本学が考える「地域共生社会」の概念では，専門職者による要支援

者への医療，福祉，心理の結節に基づく支援とともに，専門職者によ

る地域・コミュニティへの働きかけを重視している。例えば，地域に

おける予防教育や健康づくりの活動，地域やコミュニティの抱える課

題への支援，地域やコミュニティにおいて支援を担う人に対するエン

パワメントやコンサルテーションといったことは，「地域共生社会」の

実現においてきわめて重要な意味をもつと考えている。 

なお，福祉健康科学部設置時の「福祉健康科学」の定義では，「専門

職者」を理学療法士，社会福祉士，心理専門職に関する専門資格を有

する者と捉えていたが，本研究科においては，「地域共生社会」の趣旨

に照らして，より幅広く捉えることとする。すなわち，本研究科は何

らかの資格を有する「専門職者」を養成することを第一義としている

わけではなく，「地域共生社会」の実現を担う資質・能力を有する人材

を養成しようとするものであるため，「専門職者」を，医療領域では，

理学療法関係に加え，例えば作業療法士，言語聴覚士，保健師などの

幅広い医療関係者，福祉領域では，ケアマネジャーとして働く専門職

や広く地域の福祉的問題に携わる人，心理領域では，公認心理師や臨

床心理士をはじめとして心理的な問題の支援に携わる人と捉える。 

この「地域共生社会」の実現を担うため，これまでの本学福祉健康

科学部での教育研究を高度化し，この発展的なテーマに対応していく

ことのできるパイオニアを養成することを目的として，福祉健康科学

研究科の設置を計画するものである。（資料３「福祉健康科学研究科の

設置について」，資料４「社会情勢の変化と「福祉健康科学」の深化」） 

以下，この文書に示す「地域共生社会」は，本学が定義したものを意

味する。 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 
（３）「福祉健康科学」の概念の説明で，「専門職者による包括的な生活支援をより効果的に実施する

知見と技能を提供する総合的な実践科学」と説明しているが，「専門職者」が何を指しているのか

不明確なため，説明すること。 

（対応方針） 

・本研究科における「専門職者」の捉え方について不明確であったため，審査意見を踏まえ，本研究

科においては，福祉健康科学部の考え（主に理学療法士，社会福祉士，心理専門職）を基盤としつ

つも，「地域共生社会」の概念に照らしてそれに限定しない旨の説明を加える。 

 
（具体的説明） 

【「専門職者」の範囲】 

 福祉健康科学部を設置する際に「福祉健康科学」の定義の中で示した「専門職者」とは，医療領

域では理学療法等のリハビリテーションに関わる専門職（理学療法士等），福祉領域では社会福祉専

門職（社会福祉士等），心理領域では心理専門職と捉えていた。 

 本研究科においては，福祉健康科学部の考えを基盤としつつも，「地域共生社会」の概念に照らし

てより幅広くとらえることとする。すなわち，本研究科は何らかの資格を有する「専門職者」を養

成することを第一義としているわけではなく，「地域共生社会」の実現を担う資質・能力を有する人

材を養成しようとするものであるため，「専門職者」を医療領域では，理学療法関係に加え，例えば

作業療法士，言語聴覚士，保健師などの医療関係者，福祉領域では，ケアマネジャーとして働く専

門職や広く地域の福祉的問題に携わる人，心理領域では，公認心理師や臨床心理士をはじめとして

心理的な問題の支援に携わる人と捉える。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

 ６ 「地域共生社会」に関する本学の考え方（６ページ） 

 
  

新 旧 

なお，福祉健康科学部設置時の「福祉健康科

学」の定義では，「専門職者」を理学療法士，

社会福祉士，心理専門職に関する専門資格を

有する者と捉えていたが，本研究科において

は，「地域共生社会」の趣旨に照らして，より

幅広く捉えることとする。すなわち，本研究科

は何らかの資格を有する「専門職者」を養成す

ることを第一義としているわけではなく，「地

域共生社会」の実現を担う資質・能力を有する

人材を養成しようとするものであるため，「専

門職者」を，医療領域では，理学療法関係に加

え，例えば作業療法士，言語聴覚士，保健師な

どの幅広い医療関係者，福祉領域では，ケアマ

ネジャーとして働く専門職や広く地域の福祉

的問題に携わる人，心理領域では，公認心理師

や臨床心理士をはじめとして心理的な問題の

支援に携わる人と捉える。 

（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

２．＜１専攻として設置する意義が不明確＞ 

 専攻の目的として「医科学を取り入れて福祉健康科学を深化させることができる研究力」を掲げ，

ディプロマ・ポリシーでは「自らの専門領域に加え，医療，福祉心理を俯瞰し，多角的総合的な支援

を実施できる知識と技術を修得している。」こととしているが，３コースの学生が有機的につながる

教育が行われるか不明確である。１専攻として設置する意義を専攻の目的や養成する人材像，ディプ

ロマ・ポリシーとの関係性も明確にしながら説明すること。その際に，学生だけではなく教職員も有

機的につながりを持ち連携して教育にあたることをＦＤやＳＤの取組みを明らかにすることで明確

にすること。 

（対応方針） 

・審査意見を踏まえ，本研究科の教育目標及びディプロマ・ポリシーは，3コースの学生が有機的に

つながる教育課程により達成しうるものであり，そのために１専攻としたことが明確になるよう，

教育課程編成の考え方についての説明を加えるとともに，補足資料２「授業科目の履修方法と体系

図」を加える。 

・教育目標との関連がより明確となるよう，以下のとおりディプロマ・ポリシーをより詳細に記述し

た（波線部分を変更）。 

ディプロマ・ポリシー１ 

「自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯瞰し，個人と地域を関係づけた多角的・総合

的な支援を実践できる知識と技術を修得している」 

ディプロマ・ポリシー２ 

「自らの専門領域を基盤としつつ，医科学の視点やその研究手法を取り入れ，福祉健康科学を

深化させるための研究を進めるうえで必要となる知識と技術を修得している」 

・FD・SD については，これまでの福祉健康科学部での取組や全学での取組の説明を加えるとともに，

その効果も説明し，その取組を基礎として本研究科においても進めることができる旨の説明を加

える。 

 
（具体的説明） 

【教育の目標及びディプロマ・ポリシーと１専攻とする意義との関連，教育課程への反映】 

・教育目標とディプロマ・ポリシー 

教育目標として『福祉健康科学研究科は，「より高度な専門性を備え，多角的・総合的な支援を地

域に根付かせていく実践力」と「医科学を取り入れて福祉健康科学を深化させることができる研究力」

を兼ね備え，かつそれらの相互作用によって，「地域共生社会」の概念を理解し，多角的な方向から

その実現を担うパイオニアの養成を目的とする。』を示しており，そこに含まれる２つの能力それぞ

れに対してディプロマ・ポリシーを設定している。（補足資料２「授業科目の履修方法と体系図」） 

 
・第一の能力 

 教育の目標における第一の能力「より高度な専門性を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付か

せていく実践力」に対しては，ディプロマ・ポリシー１（実践力）として「自らの専門領域に加え，
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医療，福祉，心理を俯瞰し，個人と地域を関係づけた多角的・総合的な支援を実践できる知識と技術

を修得している」と定めている（波線部分を変更）。このディプロマ・ポリシーは，単にそれぞれの

領域を別々に学ぶことで達成されるものではなく，各領域を積極的に関連づけた学びやディスカシ

ョンを通じてこそ有効に学修されるものと考えている。 

 その基盤となるのが，基礎科目「福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」である。この２科目は，「地域共生社

会」や「福祉健康科学」について理解を深めるとともに，様々な専門性が「地域共生社会」の実現や

「福祉健康科学」の深化にどのように貢献できるのかを実例に触れながら具体的に考えるものであ

る。また，その際，３コースの学生が関連するテーマや取組に関してそれぞれの立場から問題の理解

や支援のあり方についてディスカッションを行うことで，「自らの視点やアプローチの独自性を明確

にできる」「新たな要素を組み込むことで，自らの考え方を拡充・変容・再編できる」「他の領域とど

のような結節・連携が可能かを深くかつ具体的に考えることができる」といった実践に関する学びが

可能となる。加えて，最終回には，学びの成果とさらに深めるべき課題を明確にすることを目的とし

てミニ・プレゼンテーションを行うが，これについても３コースの学生の混成によるグループ編成を

行うことで，他領域との結節を意識した実践を考究することが可能となる。これら２科目については，

審査意見を踏まえ，各１単位から各２単位へ拡充し，科目内容を充実させた。 

 加えて，基礎科目では医療，福祉，心理の視点から家族・地域・コミュニティの理解と働きかけの

手法を学ぶ科目として，基礎科目に「地域医療健康増進科学特論」，「地域福祉特論」，「家族・コミュ

ニティ心理学特論」（３科目から１科目以上の選択必修）を配置するよう改めた。さらに，発展科目

（審査意見を踏まえ，科目区分名称を専門教育科目から発展科目へ変更）における選択必修科目は，

医療，福祉，心理に関する理論と技法の骨格部分を学ぶものである。これらの科目でも，３コースの

学生が合同で学びを進めつつ，ディプロマ・ポリシー１（実践力）に定める資質・能力を培うことを

想定している。 

 
・第二の能力 

 教育の目標における第二の能力「医科学を取り入れて福祉健康科学を深化させることができる研

究力」に対しては，ディプロマ・ポリシー２（研究力）として「自らの専門領域を基盤としつつ，医

科学の視点やその研究手法を取り入れ，福祉健康科学を深化させるための研究を進めるうえで必要

となる知識と技術を修得している」と定めている（波線部分を変更）。この点については，研究展開

科目「福祉健康科学特別演習Ⅰ・Ⅱ」「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」によって進めることとし，ゼ

ミ中心の指導だけで完結するのではなく，３コースの学生・教員が相互に乗り入れ，ディスカッショ

ンや研究指導による横断的な指導を加えていく必要があると考えている。「福祉健康科学」は医療，

福祉，心理を俯瞰した学問であるため，このような体制を通じて「福祉健康科学」の深化に資する研

究力の涵養がより有効に進むものと考えている。 

 
・1 専攻とする意義 

 以上のように，「地域共生社会」の実現を担うパイオニアの養成のためには，前述の「より高度な

専門性を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付かせていく実践力」や「医科学を取り入れて福祉

健康科学を深化させることができる研究力」が必要であり，これらの能力の修得のためには，１専攻
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として行う一体的な教育と各コースにおいてそれぞれの領域を詳しく学ぶ教育を組み合わせること

が必要であると考えている。そのために，本研究科では，まず福祉健康科学専攻を置き，３コースが

合同で「地域共生社会」の概念を学ぶとともに，「地域共生社会」の実現のために各領域が他領域の

結節を踏まえてどのような貢献ができるかに関する学びを深めることによって，「地域共生社会」の

実現を担うパイオニアとしての根幹を養うための基盤とする。加えて，各領域に関する詳細な教育研

究を行うため，「健康医科学コース」，「福祉社会科学コース」，「臨床心理学コース」を設ける。

各コースは，１専攻での学びと関連させながら， それぞれの領域を幅広くかつ深く学ぶための基盤

である。 

 
【FD・SD の実施】 

 福祉健康科学部では，３領域の教職員が一堂に会して学生指導に関する学部独自の FD を継続的に

実施しており，「対応が困難の学生の対応」「教員が連携して学生対応を進めることのイメージづくり」

といった点で成果をあげている。それらの機会を活用することで大学院教育に関しても定期的に FD

を実施し，教職員間のつながりを維持・発展させつつ，教育を進めていくことが可能である。 

 加えて，SD としても全学的に 2016 年度から学生支援研修会を実施している。本研修会の目的は

多様化する学生に適切に対応することであり，主には全学の事務職員を対象としているが，教員の

参加も可能である。本研修会では，保健管理センター教員や，臨床心理学を専門とする教員が講師

を務め，年間で５回程度開催され，学生対応を共に考えることで教職員がつながりを持つ場として

も機能している。 

 また，研究面では，医療，福祉，心理の領域横断的研究の推進のため「福祉健康科学サロン」を毎

年開催している。ここでは，福祉健康科学部教員により実施されている領域横断的研究の成果発表や，

各コース教員の研究発表（パネル展示）を実施している。その結果，いくつかの研究が科学研究費補

助金（基盤研究（B））に採択されるなど，着実な成果を挙げている。 

 なお，本学では多くの FD を実施しており，全教員の 75%の参加を目標としている。これに対し，

2018 年度の全学の実績は 89.95%であり，福祉健康科学部の実績は 96.97%であった。このように福祉

健康科学部では FD に対する意識が高い。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅲ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

 ４ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と修了後の進路（１１～１２ページ） 

新 旧 

４．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

と修了後の進路 

（１）学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

福祉健康科学研究科は，教育目標として

『「より高度な専門性を備え，多角的・総合的

な支援を地域に根付かせていく実践力」と「医

科学を取り入れて福祉健康科学を深化させる

ことができる研究力」を兼ね備え，かつそれら

の相互作用によって，「地域共生社会」の概念

を理解し，多角的な方向からその実現を担う

パイオニアの養成を目的とする』を示し，そこ

に含まれる２つの能力それぞれに対してディ

プロマ・ポリシーを設定する（資料７「福祉健

康科学研究科における３つのポリシーの関連

性」）。 

①ディプロマ・ポリシー１（実践力） 

３コースに共通する方針に各コースの方針

を加えることによって，各コースのディプロ

マ・ポリシー１が完成する。 

 

３コースに共通する方針 

自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯

瞰し，個人と地域を関係づけた多角的・総合的

な支援を実践できる知識と技術を修得してい

る。 

健康医科学コースの方針 

福祉健康科学及び健康医科学を深く理解

し，医療に関する諸問題に対して多角的・総合

的にアプローチできる専門知識と技術を修得

している。 

 

福祉社会科学コースの方針 

福祉健康科学及び福祉社会科学を深く理解

し，福祉に関する諸問題に対して多角的・総合

４．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

（１）研究科の方針 

福祉健康科学研究科は，「より高度な専門性

を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付か

せていく実践力」と「医科学を取り入れて福祉

健康科学を深化させることができる研究力」

を兼ね備え，かつそれらの相互作用によって，

「地域共生社会」の概念を理解し，多角的な方

向からその実現を担うパイオニアの養成を目

的とする。 

そのため，研究科としてこれらの目的を踏

まえ，以下のような資質・能力を有する人材を

養成する。 

 

 

①実践力： 

（加える） 

 

 

 

（加える） 

自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯

瞰し，多角的・総合的な支援を実践できる知識

と技術を修得している。 

 

（加える） 

 

 

 

 

 

（加える） 
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的にアプローチできる専門知識と技術を修得

している。 

 

臨床心理学コースの方針 

福祉健康科学と心理学を深く理解し，心の

健康に関する諸問題に対して多角的・総合的

にアプローチできる専門知識と技術を修得し

ている。 

 

 

 

 

（加える） 

 

②ディプロマ・ポリシー２（研究力） 

３コースに共通する方針に各コースの方針

を加えることによって，各コースのディプロ

マ・ポリシー２が完成する。 

 

３コースに共通する方針 

自らの専門領域を基盤としつつ，医科学の

視点やその研究手法を取り入れ，福祉健康科

学を深化させるための研究を進める上で必要

となる知識と技術を修得している。 

 

健康医科学コースの方針 

健康医科学に関する課題を明らかにし，健

康医科学の発展に向けた研究を進める上で必

要な知識と技術を修得している。 

  

福祉社会科学コースの方針 

現代の福祉課題や地域の福祉ニーズを分析

し，福祉社会科学の発展に向けた研究を進め

る上で必要な知識と技術を修得している。 

 

臨床心理学コースの方針 

心の健康や心理学的支援に関する現代的課

題を発見・分析し，臨床心理学を中心とする心

理学の発展に向けた研究を進める上で必要な

知識と技術を修得している。 

②研究力： 

（加える） 

 

 

 

 

今日求められる支援を開発・提言していくた

めの研究を進める上で必要となる知識と技術

を修得している。 

 

 

（加える） 

 

 

 

 

（加える） 

 

 

 

 

（加える） 

上記の考えに基づき，１専攻としての学び

の上に各コースとしての学びを積み重ねるこ

とによって，ディプロマ・ポリシー１及び２に

示す知識・技術を修得し，学位論文の審査及び

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 １ 教育課程編成の考え方（１３～１４ページ） 

最終試験に合格した者に学位を授与する。そ

のため，コースごとに授与する学位は次の通

りとする。 

・健康医科学コース（授与する学位：修士（健

康医科学）） 

・福祉社会科学コース（授与する学位：修士

（福祉社会科学）） 

・臨床心理学コース（授与する学位：修士（心

理学）） 

新 旧 

１．教育課程編成の考え方 

本研究科の教育目標である「「地域共生社

会」の概念を理解し，多角的な方向からその実

現を担うパイオニアの養成」の達成のために

は，ディプロマ・ポリシー１及び２として示し

た資質・能力の修得が核となる。これらの資

質・能力を修得する過程では，領域ごとの縦割

りの学びではなく，１専攻としての教育とコ

ースとしての教育を組み合わせながら，実践

と研究の両面において，基礎から応用までの

多様な科目を体系的に学ぶことが必要である

と考えている。（資料８「教育目標と各ポリシ

ーとの関連性（概要）」） 

そのための教育課程として，はじめに，基礎

科目を置く。基礎科目は１専攻で実施し，３コ

ースが合同で「福祉健康科学」や「地域共生社

会」の概念，及び医療，福祉，心理の各領域に

おける「地域共生社会」の実現について考えを

深めるとともに，地域・コミュニティを視野に

入れた支援のあり方を学ぶことを目的とす

る。 

その上に，発展科目として，医療，福祉，心

理の各領域に関してより詳しい内容を学ぶ科

目を置く。発展科目は，医療，福祉，心理の各

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ３ 基礎科目の特色について（１４～１５ページ） 

領域における支援実践と研究に関するより詳

細かつ高度な知識・技術・論理的思考力等を身

につけることを目的とする。さらに発展科目

では，学生の関心や研究テーマに即してコー

スの垣根を超えた履修が可能である。 

研究展開科目では，学位論文研究に関する

指導及び領域横断型研究の実際を学ぶため，

３コース合同での研究指導と各コースでの研

究指導を継続的に組み合わせる。 

以上のように，１専攻として行う教育と各

コースで行う教育とを組み合わせることによ

って，縦割りの教育体制に比べて３コース間

の学生の有機的なつながりが促進され，多角

的・総合的な学びが結実しやすくなるととも

に，自らの領域の独自性が際立ち，他領域との

結節もより深く学ぶことが可能になるものと

考えている。その結果，ディプロマ・ポリシー

および教育目標の実現可能性はいっそう高ま

るものと考えている。 

以上の考えに基づき，カリキュラム・ポリシ

ーを設ける。 

新 旧 

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

ている。この資質・能力は，ディプロマ・ポリ

シー１（実践力）の達成に深く関わるものであ

る。 

まず，３コース合同の必修科目として「福祉

健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。この

２科目では，福祉健康科学の基礎となる概念

と理論の理解に加え，「地域共生社会」の考え

方や，自らの専門性と他の専門性がどのよう

にして「地域共生社会」の実現に貢献できるの

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

ている。 

基礎科目の必修科目として，「福祉健康科学

特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。 

この２科目では，福祉健康科学の基礎とな

る概念と理論の理解に加え，自らの専門以外

の領域における支援と研究に関する動向や最

新の知見に触れることを目的とする。また，医

科学に関する基本的な視点や知識，最新の動

向についてもこの２科目で扱う。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ５ 研究展開科目の特色について（１７～１８ページ） 

かを学ぶ。 

これらの科目では，各領域を積極的に関連

づけた学びやディスカションを取り入れるこ

とよって，各コースの学生が一体的に学びを

展開し，相互の学び合いを促すこととする。具

体的には，３コースの学生が関連するテーマ

や取組に関してそれぞれの立場から問題の理

解や支援のあり方についてディスカッション

を行うことで，「自らの視点やアプローチの独

自性を明確にできる」「新たな要素を組み込む

ことで，自らの考え方を拡充・変容・再編でき

る」「他の領域とどのような結節・連携が可能

かを深くかつ具体的に考えることができる」

といった学びが可能となる。加えて，最終回に

は，学びの成果とさらに深めるべき課題を明

確にすることを目的として，ミニ・プレゼンテ

ーションを行うが，これについても３コース

の学生の混成によるグループ編成を行うこと

で，他領域との結節を意識した考究が可能と

なる 。 

さらに，「地域医療健康増進科学特論」，「地

域福祉特論」，「家族・コミュニティ心理学特

論」も「基礎科目」に位置付け，３科目のうち

１科目以上の選択必修と位置付ける。これに

より，医療，福祉，心理の切り口から地域への

働きかけを行っていくことについて，学びを

深める。 

 

具体的には，まず「福祉健康科学特論Ⅰ」に

おいて医科学の根幹を学び，その後「福祉健康

科学特論Ⅱ」では，支援や研究に関する最新の

テーマや取組の実例に触れながら，医科学を

活かした研究の発展と支援の高度化について

学びを深める。 

新 旧 

研究展開科目として，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ・Ⅱ」，「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」を

必修科目として設ける。これらの科目は，ディ

プロマ・ポリシー２（研究力）の達成と関係が

深い。 

これらの科目でも，３コース合同での学び

研究展開科目として，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ・Ⅱ」，「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」を

必修科目として設ける。 

（加える） 

 

 



29 
 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅱ 研究科の構想について 

 １ 研究科の組織について（９ページ） 

と各コースでの学びを組み合わせる。具体的

には，まず 1年次には，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ」と「福祉健康科学特別研究Ⅰ」を並行し

て行う。「福祉健康科学特別演習Ⅰ」は３コー

ス合同で研究テーマの探索やディスカッショ

ン等を進めるものである。「福祉健康科学特別

研究Ⅰ」は所属するコースを中心に行うもの

であるが，学生の研究テーマに応じて他コー

スの教員を副指導教員として指導に参画させ

ることができる体制を敷く。２年次には，「福

祉健康科学特別演習Ⅱ」と「福祉健康科学特別

研究Ⅱ」が並行するが，進め方は 1年次と同様

である。これにより，領域横断的な研究や様々

な視点を活かした調査や実験，データの分析

や考察が可能になるものと考えている。 

研究展開科目の詳細については，「Ⅵ 教育

方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

４．研究指導方法，学位論文の審査体制及び公

表方法等」で後述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究展開科目の詳細については，「Ⅵ 教育

方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

４．研究指導方法，学位論文の審査体制及び公

表方法等」で後述する。 

新 旧 

「地域共生社会」の実現を担うパイオニア

の養成のためには，前述の「より高度な専門性

を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付か

せていく実践力」や「医科学を取り入れて福祉

健康科学を深化させることができる研究力」

が必要であり，これらの能力の修得のために

は，１専攻として行う一体的な教育の体制と

各コースにおいてそれぞれの領域を詳しく学

ぶ教育の体制を組み合わせることが必要であ

ると考えている。 

そのため，本研究科では，まず福祉健康科学

専攻を置き，３コースが合同で「地域共生社

会」の概念を学ぶとともに，「地域共生社会」

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       XVII 教育内容等の改善のための組織的な研修等（３９～４０ページ） 

  

の実現のために各領域が他領域の結節を踏ま

えてどのような貢献ができるかに関する学び

を深めることによって，「地域共生社会」の実

現を担うパイオニアとしての根幹を養うため

の基盤とする。 

加えて各領域に関する詳細な教育研究を行

うため，「健康医科学コース」，「福祉社会科学

コース」，「臨床心理学コース」を設ける。各コ

ースは，１専攻での学びと関連させながら，そ

れぞれの領域を幅広くかつ深く学ぶための基

盤である。 

(略) 

 

 

 

 

 

福祉健康科学の理念に基づき，福祉健康科

学研究科では医療，福祉，心理に関する教育研

究を 1専攻（福祉健康科学専攻）で行い，また

各領域に関する専門的な教育研究を行う組織

として，「健康医科学コース」，「福祉社会科学

コース」，「臨床心理学コース」を設ける。 

(略) 

新 旧 

その結果，2018 年度の全学の実績は 89.95%であり，福祉健康科学部の実

績は 96.97%であった。このように福祉健康科学部では FD に対する意識が

高い。 

さらに，福祉健康科学部では，３領域の教職員が一堂に会して学生指導

に関する学部独自の FD を継続的に実施しており，「対応が困難の学生の対

応」「教員が連携して学生対応を進めることのイメージづくり」といった点

で成果をあげている。それらの機会を活用することで大学院教育に関して

も定期的に FD を実施し，教職員間のつながりを維持・発展させつつ，教育

を進めていくことが可能である。 

加えて，SD としても 2016 年から学生支援研修会を実施している。本研修

会の目的は多様化する学生に適切に対応することであり，主には全学の事

務職員を対象としているが，教員の参加も可能である。本研修会では，保

健管理センター教員や，臨床心理学を専門とする教員が講師を務め，年間

で５回程度開催され，学生対応を共に考えることで教職員がつながりを持

つ場としても機能している。 

また，研究面では，医療，福祉，心理の領域横断的研究の推進のため「福

祉健康科学サロン」を毎年開催している。ここでは，福祉健康科学部教員

により実施されている領域横断的研究の成果発表や，各コース教員の研究

発表（パネル展示）を実施している。その結果，いくつかの研究が科学研究

費補助金（基盤研究（B））に採択されるなど，着実な成果を挙げている。 

（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

３．＜ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーが不適切＞ 

 ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーの記載が，研究科の養成する人材像や教育目標に

照らして適切ではなく，ポリシー間の関係性も不明確である。さらに，３つのコースを一つの専攻と

して設置する意義について不明確なため以下の点を明らかにすることで，明確にすること。 

（１）教育の目標として，「福祉健康科学を深化させることができる研究力」を身に付けた人材を養

成するとしながら，ディプロマ・ポリシーには盛り込まれていないため，教育目標を踏まえた内容に

改めるとともに説明を追加すること。 

（対応方針） 

・研究科の教育目標（養成する人材像）とディプロマ・ポリシーとの対応が明確でなかったため，そ

れぞれの対応が明確になるよう，ディプロマ・ポリシーをより詳細に記述する（波線部分を変更）。 

ディプロマ・ポリシー１ 

「自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯瞰し，個人と地域を関係づけた多角的・総合

的な支援を実践できる知識と技術を修得している」 

ディプロマ・ポリシー２ 

「自らの専門領域を基盤としつつ，医科学の視点やその研究手法を取り入れ，福祉健康科学を

深化させるための研究を進めるうえで必要となる知識と技術を習得している」 

加えて，それぞれの内容についての説明を加える。 

 
（具体的説明） 

【ディプロマ・ポリシー２（研究力）の修正】 

 本研究科の養成する人材像は，「地域共生社会の概念を理解し，多角的な方向からその実現を担う

ことのできるパイオニア」であり，その具体的な能力の一つは「医科学を取り入れて福祉健康科学を

深化させることができる研究力」である。 

 設置の趣旨等を記載した書類（p.6）では，「医科学を取り入れて福祉健康科学を深化させることが

できる研究力」の詳細を以下のように示した。 

--------------- 

 近年，医療，福祉，心理等の対人援助職には「根拠に基づく実践；Evidence Based Practice（EBP）」が

求められている。感覚や思いだけではなく，科学的・論理的な「根拠（エビデンス）」に基づいて「地域包

括ケアシステム」さらには「地域共生社会」を実現することが重要であるとの認識は，全国的に共有され

つつも未だその議論は発展途上にある。よって，明確な科学的方法論や論理的思考力をもって支援の根拠

を見出すことは，対人援助職の専門性を高めるためにも，また我々が目指す「福祉健康科学」の深化のた

めにも不可欠である。〈中略〉エビデンスを重視した教育研究に関して豊富な実績があるのが医科学の領

域である。本研究科では，医科学の視点や知識を積極的に取り入れることによって，支援の効果の実証，

支援のメカニズムの解明，新しい支援モデルの開発等の研究の基盤となる科学的方法論や論理的思考力を

培う。こうした能力を有する人材が，「地域共生社会」の実現を牽引することはもちろん，医学，工学，社

会科学，教育学等を含む様々な分野の博士課程へと進学し，新しい科学を創成することも期待される。 

--------------- 
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 以上に基づき，ディプロマ・ポリシー２（研究力）「今日求められる支援を開発・提言していくた

めの研究を進める上で必要となる知識と技術を修得している。」を，本研究科の設置の趣旨や教育の

目標と適切に対応するようディプロマ・ポリシー２「研究力：自らの専門性を基盤としつつ，医科学

の視点や研究手法を取り入れ，福祉健康科学を深化させるための研究を進める上で必要となる知識

と技術を修得している。」と改める（波線部分を変更）。（補足資料３「教育目標と各ポリシーとの関

連性」） 

 
【ディプロマ・ポリシー１（実践力）の修正】 

 あわせて，ディプロマ・ポリシー１（実践力）についても，教育の目標として掲げる本学が定義す

る「地域共生社会」との対応を考え，より教育目標との対応が明確となるように「自らの専門領域に

加え，医療，福祉，心理を俯瞰し，多角的・総合的な支援を実践できる知識と技術を修得している」

を「自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯瞰し，個人と地域を関係づけた多角的・総合的な

支援を実践できる知識と技術を修得している」に改める（波線部分を変更）。（補足資料３「教育目標

と各ポリシーとの関連性」） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅲ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

 ４ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と修了後の進路（１１～１２ページ） 

新 旧 

４．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

と修了後の進路 

（１）学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

福祉健康科学研究科は，教育目標として

『「より高度な専門性を備え，多角的・総合的

な支援を地域に根付かせていく実践力」と「医

科学を取り入れて福祉健康科学を深化させる

ことができる研究力」を兼ね備え，かつそれら

の相互作用によって，「地域共生社会」の概念

を理解し，多角的な方向からその実現を担う

パイオニアの養成を目的とする』を示し，そこ

に含まれる２つの能力それぞれに対してディ

プロマ・ポリシーを設定する（資料７「福祉健

康科学研究科における３つのポリシーの関連

性」）。 

①ディプロマ・ポリシー１（実践力） 

３コースに共通する方針に各コースの方針

を加えることによって，各コースのディプロ

マ・ポリシー１が完成する。 

 

３コースに共通する方針 

自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯

瞰し，個人と地域を関係づけた多角的・総合的

な支援を実践できる知識と技術を修得してい

る。 

健康医科学コースの方針 

福祉健康科学及び健康医科学を深く理解

し，医療に関する諸問題に対して多角的・総合

的にアプローチできる専門知識と技術を修得

している。 

 

福祉社会科学コースの方針 

福祉健康科学及び福祉社会科学を深く理解

し，福祉に関する諸問題に対して多角的・総合

４．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

（１）研究科の方針 

福祉健康科学研究科は，「より高度な専門性

を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付か

せていく実践力」と「医科学を取り入れて福祉

健康科学を深化させることができる研究力」

を兼ね備え，かつそれらの相互作用によって，

「地域共生社会」の概念を理解し，多角的な方

向からその実現を担うパイオニアの養成を目

的とする。 

そのため，研究科としてこれらの目的を踏

まえ，以下のような資質・能力を有する人材を

養成する。 

 

 

①実践力： 

（加える） 

 

 

 

（加える） 

自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯

瞰し，多角的・総合的な支援を実践できる知識

と技術を修得している。 

 

（加える） 

 

 

 

 

 

（加える） 
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的にアプローチできる専門知識と技術を修得

している。 

 

臨床心理学コースの方針 

福祉健康科学と心理学を深く理解し，心の

健康に関する諸問題に対して多角的・総合的

にアプローチできる専門知識と技術を修得し

ている。 

 

 

 

 

（加える） 

 

②ディプロマ・ポリシー２（研究力） 

３コースに共通する方針に各コースの方針

を加えることによって，各コースのディプロ

マ・ポリシー２が完成する。 

 

３コースに共通する方針 

自らの専門領域を基盤としつつ，医科学の

視点やその研究手法を取り入れ，福祉健康科

学を深化させるための研究を進める上で必要

となる知識と技術を修得している。 

 

健康医科学コースの方針 

健康医科学に関する課題を明らかにし，健

康医科学の発展に向けた研究を進める上で必

要な知識と技術を修得している。 

  

福祉社会科学コースの方針 

現代の福祉課題や地域の福祉ニーズを分析

し，福祉社会科学の発展に向けた研究を進め

る上で必要な知識と技術を修得している。 

 

臨床心理学コースの方針 

心の健康や心理学的支援に関する現代的課

題を発見・分析し，臨床心理学を中心とする心

理学の発展に向けた研究を進める上で必要な

知識と技術を修得している。 

②研究力： 

（加える） 

 

 

 

 

今日求められる支援を開発・提言していくた

めの研究を進める上で必要となる知識と技術

を修得している。 

 

 

（加える） 

 

 

 

 

（加える） 

 

 

 

 

（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（２）研究科として掲げているディプロマ・ポリシーと，各コースの方針や教育課程との一貫性が薄

く，一つの専攻として設置する意義が明確ではないため，一専攻として設置する意義を説明するこ

と。その際に，３コースの共通科目となっている「福祉健康科学特論Ⅰ」，「福祉健康科学特論Ⅱ」

を，単に各３コースの基礎理論や最新の動向について学ぶものではなく，「地域共生社会」や「福

祉健康科学」の概念を学びつつ，コミュニティといった視点から各専門的学びが連携する内容に充

実・改善するか，あるいは，各専門的学びを連携させて「地域共生社会」や「福祉健康科学」の概

念を学ぶ科目を新たに配置すること。 

（対応方針） 

・審査意見を踏まえ，教育目標とディプロマ・ポリシーとのつながりが明確となるようディプロマ・

ポリシーの記述を改め，補足資料３「教育目標と各ポリシーとの関連性」を追加する。加えて，本

ディプロマ・ポリシーは 3 コースの学生が有機的につながる教育課程により達成しうるものであ

り，そのために１専攻としたことが明確になるよう，教育課程編成の考え方やカリキュラム・ポリ

シーについての説明を加えるとともに，補足資料２「授業科目の履修方法と体系図」を加える。 

・「福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」については，審査意見を踏まえ，各１単位から２単位へ拡充させるこ

とにより，「地域共生社会」や「福祉健康科学」の概念を学びつつ，コミュニティといった視点か

ら各専門的な学びが連携する内容に充実・改善したことについて説明する。 

 

（具体的説明） 

【教育目標とディプロマ・ポリシーの連結という点からみた 1 専攻としての意義】 

 本研究科の教育目標には，２つ能力が含まれており，それぞれが以下のようにディプロマ・ポリシ

ーと対応している。各ディプロマ・ポリシーについては，審査意見を踏まえ，教育目標との関連がよ

り明確となるよう，記述を改める（波線部分を変更）。（補足資料３「教育目標と各ポリシーとの関

連性」） 

 

教育目標で示す「より高度な専門性を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付かせていく実践力」

という能力はディプロマ・ポリシー１（実践力）「自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯瞰

し，個人と地域を関係づけた多角的・総合的な支援を実践できる知識と技術を修得している」と対応

している。 

 

教育目標で示す「医科学を取り入れて福祉健康科学を深化させることができる研究力」という能力

はディプロマ・ポリシー２（研究力）「自らの専門領域を基盤としつつ，医科学の視点やその研究手

法を取り入れ，福祉健康科学を深化させるための研究を進める上で必要となる知識と技術を修得し

ている」と対応している。 

 
・ディプロマ・ポリシー１（実践力）の涵養 

 審査意見を踏まえ，各科目の位置付けについて，修正を行った。 

 まず，基礎科目では，各コースの学生が一体的に学びを展開し，相互の学び合いや多領域を関係づ
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けた学びが促されるという効果をねらい，専攻（３コース合同）で実施する。なお，基礎科目の科目

構成の修正と「福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」を各１単位から２単位へと拡充し，科目内容を充実・改善

したことに伴い，基礎科目のカリキュラム・ポリシーを「「福祉健康科学」や「地域共生社会」の概

念，及び医療，福祉，心理の各領域における「地域共生社会」の実現について考えを深めるとともに，

地域・コミュニティを視野に入れた支援の展開を学ぶことを目的として，基礎科目を設ける。」に改

めた。 

 次に，基礎科目の学びの上に発展科目（審査意見を踏まえ，科目区分名称を専門教育科目から発展

科目へ変更）を置いた。 

 発展科目は，各領域のより詳しい内容を取り扱うものであり，そのカリキュラム・ポリシーを「医

療，福祉，心理の各領域における支援実践と研究に関するより詳細かつ高度な学修を行い，「地域共

生社会」を実現するために必要となる知識・技術・論理的思考力等を身につけることを目的として，

発展科目を設ける。」と改めた。 

 このような１専攻としての学びの上に，コースとしての学びを積み重ねる体系的な教育課程によ

って，ディプロマ・ポリシー１（実践力）「自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯瞰し，個

人と地域を関係づけた多角的・総合的な支援を実践できる知識と技術を修得している」が涵養される

とともに，教育目標における「より高度な専門性を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付かせて

いく実践力」が達成されるものと考えている。 

 
・ディプロマ・ポリシー２（研究力）の涵養 

 研究力の涵養は，主として研究展開科目によって行う。研究展開科目のカリキュラム・ポリシーは

「学位論文研究に関する指導及び領域横断型研究の実際を学ぶことを目的として，研究展開科目を

設ける。」である。そのため，各コースの学生が一体的に学びを展開し，相互の学び合いや他領域を

関係づけた学びが進むことをねらい，専攻（３コース合同）で実施する。 

 1 年次には，「福祉健康科学特別演習Ⅰ」と「福祉健康科学特別研究Ⅰ」を並行して行う。「福祉

健康科学特別演習Ⅰ」は３コース合同で研究テーマの探索等を進めるものである。「福祉健康科学特

別研究Ⅰ」は所属するコースを中心に行うものであるが，学生の研究テーマに応じて他コースの教員

を副指導教員として指導に参画させることができる体制を敷いている。２年次には，「福祉健康科学

特別演習Ⅱ」と「福祉健康科学特別研究Ⅱ」が並行するが，進め方は 1年次と同様である。これによ

り，領域横断的な研究や様々な視点を活かした調査や実験，データの分析や考察が可能になるものと

考えている。 

 さらに，発展科目（審査意見を踏まえ，科目区分名称を専門教育科目から発展科目へ変更）には，

研究方法や研究の動向を学ぶ科目が含まれており，これを履修することも研究のための資質・能力の

養成につながる。 

 このような体系的な学びの上に，ディプロマ・ポリシー２（研究力）「自らの専門性を基盤としつ

つ，医科学の視点や研究手法を取り入れ，福祉健康科学を深化させるための研究を進める上で必要と

なる知識と技術を修得している。」が涵養され，教育目標における「医科学を取り入れて福祉健康科

学を深化させることができる研究力」が達成されるものと考えている。 

 



37 
 

 
・教育目標・養成する人材像との関係 

 以上のようにしてディプロマ・ポリシーに示した二つの資質・能力していくことによって，教育目

標である「「地域共生社会」の概念を理解し，多角的な方向からその実現を担うパイオニアの養成」

が可能になると考えている。 

 

・１専攻とする意義 

 以上のように，カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの繋がりによって教育目標（養成

する人材像）を達成するという構想を実現するためには，１専攻としての教育体制を整備する必要が

あると考えている。１専攻としての教育によって，３コース合同で相互の学び合いや多領域を関係づ

けた学びを進め，「地域共生社会」に関する理解と支援の基盤を確実に養うことが可能になるととも

に，その上に各コースの詳細な学びを組み合わせることで，「地域共生社会」に関する学びはさらに

厚みを増すものと考えている。 

 

【福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱの修正】 

（補足資料４ シラバス「福祉健康科学特論Ⅰ」「福祉健康科学特論Ⅱ」） 

 本研究科の教育の目標あるいは求める人材像等に照らして，「福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」を，それ

ぞれ 2 単位に拡充した上で，「福祉健康科学特論Ⅰ」を「福祉健康科学」や「地域共生社会」につい

て学ぶ内容とし，「福祉健康科学特論Ⅱ」を健康医科学，福祉社会科学，臨床心理学の視点や技法が

「地域共生社会」の実現にどのように貢献できるのかを学ぶ内容に修正する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅲ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

 ４ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と修了後の進路（１１ページ） 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 １ 教育課程編成の考え方（１３～１４ページ） 

新 旧 

４．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

と修了後の進路 

（１）学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

福祉健康科学研究科は，教育目標として

『「より高度な専門性を備え，多角的・総合的

な支援を地域に根付かせていく実践力」と「医

科学を取り入れて福祉健康科学を深化させる

ことができる研究力」を兼ね備え，かつそれら

の相互作用によって，「地域共生社会」の概念

を理解し，多角的な方向からその実現を担う

パイオニアの養成を目的とする』を示し，そこ

に含まれる２つの能力それぞれに対してディ

プロマ・ポリシーを設定する（資料７「福祉健

康科学研究科における３つのポリシーの関連

性」）。 

（略） 

４．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

（１）研究科の方針 

福祉健康科学研究科は，「より高度な専門性

を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付か

せていく実践力」と「医科学を取り入れて福祉

健康科学を深化させることができる研究力」

を兼ね備え，かつそれらの相互作用によって，

「地域共生社会」の概念を理解し，多角的な方

向からその実現を担うパイオニアの養成を目

的とする。 

そのため，研究科としてこれらの目的を踏

まえ，以下のような資質・能力を有する人材を

養成する。 

 

（略） 

新 旧 

１．教育課程編成の考え方 

本研究科の教育目標である「「地域共生社

会」の概念を理解し，多角的な方向からその実

現を担うパイオニアの養成」の達成のために

は，ディプロマ・ポリシー１及び２として示し

た資質・能力の修得が核となる。これらの資

質・能力を修得する過程では，領域ごとの縦割

りの学びではなく，１専攻としての教育とコ

ースとしての教育を組み合わせながら，実践

と研究の両面において，基礎から応用までの

多様な科目を体系的に学ぶことが必要である

と考えている。（資料８「教育目標と各ポリシ

ーとの関連性（概要）」） 

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 １ カリキュラム・ポリシー（１４ページ） 

そのための教育課程として，はじめに，基礎

科目を置く。基礎科目は１専攻で実施し，３コ

ースが合同で「福祉健康科学」や「地域共生社

会」の概念，及び医療，福祉，心理の各領域に

おける「地域共生社会」の実現について考えを

深めるとともに，地域・コミュニティを視野に

入れた支援のあり方を学ぶことを目的とす

る。 

その上に，発展科目として，医療，福祉，心

理の各領域に関してより詳しい内容を学ぶ科

目を置く。発展科目は，医療，福祉，心理の各

領域における支援実践と研究に関するより詳

細かつ高度な知識・技術・論理的思考力等を身

につけることを目的とする。さらに発展科目

では，学生の関心や研究テーマに即してコー

スの垣根を超えた履修が可能である。 

研究展開科目では，学位論文研究に関する

指導及び領域横断型研究の実際を学ぶため，

３コース合同での研究指導と各コースでの研

究指導を継続的に組み合わせる。 

以上のように，１専攻として行う教育と各

コースで行う教育とを組み合わせることによ

って，縦割りの教育体制に比べて３コース間

の学生の有機的なつながりが促進され，多角

的・総合的な学びが結実しやすくなるととも

に，自らの領域の独自性が際立ち，他領域との

結節もより深く学ぶことが可能になるものと

考えている。その結果，ディプロマ・ポリシー

および教育目標の実現可能性はいっそう高ま

るものと考えている。 

以上の考えに基づき，カリキュラム・ポリシ

ーを設ける。 

新 旧 

２．カリキュラム・ポリシー １．カリキュラム・ポリシー 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ３ 基礎科目の特色について（１４～１５ページ） 

本研究科では，前掲のディプロマ・ポリシー

を実現するために，基礎科目，発展科目，研究

展開科目に分けて教育課程を編成するととも

に，その方針としてカリキュラム・ポリシーを

以下のとおり定める。（資料７「福祉健康科学

研究科における３つのポリシーの関連性」） 

①「福祉健康科学」や「地域共生社会」の概念，

及び医療，福祉，心理の各領域における「地域

共生社会」の実現について考えを深めるとと

もに，地域・コミュニティを視野に入れた支援

の展開を学ぶことを目的として，基礎科目を

設ける。 

②医療，福祉，心理の各領域における支援実践

と研究に関するより詳細かつ高度な学修を行

い，「地域共生社会」を実現するために必要と

なる知識・技術・論理的思考力等を身につける

ことを目的として，発展科目を設ける。 

(略) 

このカリキュラム・ポリシーに即して，各科

目区分の編成について以下に述べる。 

本研究科では，前掲のディプロマ・ポリシー

を実現するために，基礎科目，専門教育科目，

研究展開科目に分けて教育課程を編成すると

ともに，その方針としてカリキュラム・ポリシ

ーを以下のとおり定める。（資料６「福祉健康

科学研究科における３つのポリシーの関連

性」） 

①福祉健康科学の基礎となる概念と理論を

理解するとともに，自らの専門以外の領域を

含め，支援と研究に関する動向や最新の知見

に幅広く触れることを目的として，基礎科目

を設ける。 

 

②専門分野における高度な領域の学修を通

じ，多角的・総合的な視点から「地域共生社会」

を実現するために必要となる知識・技術・科学

的思考力等を身につけることを目的として，

専門教育科目を設ける。 

(略) 

（加える） 

新 旧 

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

ている。この資質・能力は，ディプロマ・ポリ

シー１（実践力）の達成に深く関わるものであ

る。 

まず，３コース合同の必修科目として「福祉

健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。この

２科目では，福祉健康科学の基礎となる概念

と理論の理解に加え，「地域共生社会」の考え

方や，自らの専門性と他の専門性がどのよう

にして「地域共生社会」の実現に貢献できるの

かを学ぶ。 

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

ている。 

 

 

基礎科目の必修科目として，「福祉健康科学

特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。 

この２科目では，福祉健康科学の基礎とな

る概念と理論の理解に加え，自らの専門以外

の領域における支援と研究に関する動向や最

新の知見に触れることを目的とする。また，医

科学に関する基本的な視点や知識，最新の動
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ４ 発展科目の特色について（１５～１７ページ） 

これらの科目では，各領域を積極的に関連

づけた学びやディスカションを取り入れるこ

とよって，各コースの学生が一体的に学びを

展開し，相互の学び合いを促すこととする。具

体的には，３コースの学生が関連するテーマ

や取組に関してそれぞれの立場から問題の理

解や支援のあり方についてディスカッション

を行うことで，「自らの視点やアプローチの独

自性を明確にできる」「新たな要素を組み込む

ことで，自らの考え方を拡充・変容・再編でき

る」「他の領域とどのような結節・連携が可能

かを深くかつ具体的に考えることができる」

といった学びが可能となる。加えて，最終回に

は，学びの成果とさらに深めるべき課題を明

確にすることを目的として，ミニ・プレゼンテ

ーションを行うが，これについても３コース

の学生の混成によるグループ編成を行うこと

で，他領域との結節を意識した考究が可能と

なる 。 

さらに，「地域医療健康増進科学特論」，「地

域福祉特論」，「家族・コミュニティ心理学特

論」も「基礎科目」に位置付け，３科目のうち

１科目以上の選択必修と位置付ける。これに

より，医療，福祉，心理の切り口から地域への

働きかけを行っていくことについて，学びを

深める。 

向についてもこの２科目で扱う。 

 

具体的には，まず「福祉健康科学特論Ⅰ」に

おいて医科学の根幹を学び，その後「福祉健康

科学特論Ⅱ」では，支援や研究に関する最新の

テーマや取組の実例に触れながら，医科学を

活かした研究の発展と支援の高度化について

学びを深める。 

新 旧 

４．発展科目の特色について 

発展科目では，医療，福祉，心理という３領

域で科目群を構成し，各コース独自の知識や

技能の高度化と，地域支援における自らの領

域のあり方に対する理解を深めることができ

るように構成されている。また，発展科目のう

ち，他領域から指定する科目（各領域の骨格と

３．専門教育科目の特色について 

専門教育科目では，所属するコースの専門

知識や技術に関する学びを深めることができ

るように構成されている。 

各コースの専門教育科目の特色は以下の通り

である。 
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なる理論と技法を学ぶ科目）のうち１科目ず

つ以上を選択必修とし，他領域における知識

や支援のあり方などを学ぶ。また，発展科目の

学びは，ディプロマ・ポリシー１（実践力）の

達成と関係が深く，一部ディプロマ・ポリシー

２（研究力）の達成とも関わるものである。 

各科目群の特色は以下の通りである。 

①医療関連科目群 

医療関連科目群では，医科学と理学療法学

を融合することにより，健康医科学の専門的

知識と技術を持つ人材を育成する。そのため

には，正常な人体の構造や機能の理解，基礎

医学を基にした病態の理解，幅広い疾患に関

しての発生機序・病態生理・治療法を学ぶと

ともに，医科学全般にわたって，何がどこま

で分かっているかという最先端の知見を学

び，最新の科学的検証方法を深く理解する必

要がある。そこで，これらのことを担保する

ために，様々な分野の専門家によるオムニバ

スの科目として「健康医科学特論」，「病態医

科学特論」，「病態治療学特論」を設ける。こ

れらの科目は，医科学との深い融合により成

り立つものである。 

 

 さらに，「運動器系機能病態解析学特論」，

「神経系機能病態解析学特論」もオムニバス

科目として設け，運動器系の機能や病態に関

する分子メカニズム，神経系機能の理解と解

析手法や病態の最先端の知識を多角的に教授

する。このことにより，これまでにない広い

視点から理学療法の検証ができ，福祉健康科

学の構築や発展を担うための幅広い知識を養

うとともに，科学に立脚した理学療法を臨床

で実践できる高度専門職業人を育成する。 

 

 

（略） 

 他領域の学生も履修する科目として，医療

①健康医科学コース 

健康医科学コースでは，医科学と理学療法

学を融合することにより，健康医科学の専門

的知識と技術を持つ人材を育成する。そのた

めには，正常な人体の構造や機能の理解，基礎

医学を基にした病態の理解，幅広い疾患に関

しての発生機序・病態生理・治療法を学ぶとと

もに，医科学全般にわたって，何がどこまで分

かっているかという最先端の知見を学び，最

新の科学的検証方法を深く理解する必要があ

る。そこで本コースでは，これらのことを担保

するために，様々な分野の専門家によるオム

ニバスの科目として「健康医科学特論」，「病態

医科学特論」，「病態治療学特論」を設ける。こ

れらの科目は，医科学との深い融合により成

り立つものであり，本コースの大きな特徴の

一つである。 

さらに，「運動器系機能病態解析学特論」，

「神経系機能病態解析学特論」，「地域医療健

康増進科学特論」もオムニバス科目として設

け，運動器系の機能や病態に関する分子メカ

ニズム，神経系機能の理解と解析手法や病態，

地域医療や健康増進の課題や研究方法等の最

先端の知識を多角的に教授する。このことに

より，これまでにない広い視点から理学療法

の検証ができ，福祉健康科学の構築や発展を

担うための幅広い知識を養うとともに，科学

に立脚した理学療法を臨床で実践できる高度

専門職業人を育成する。 

（略） 

（加える） 
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領域の骨格を学ぶことのできる「精神医学特

論」「高齢者疾患特論」を設定する（選択必修

科目）。「精神医学特論」に関しては，心の健

康の維持や心理的な疾患の予防や，現在問題

となっているうつ病と自殺，発達障害などの

内容も含むことから，福祉・心理領域とかかわ

りが深い。また，「高齢者疾患特論」について

も，高齢者特有の疾患を学ぶため，現場での支

援には有用なものであると考えている。 

 

②福祉関連科目群 

福祉関連科目群では，個別の対人援助場面

（ミクロレベル），地域援助場面（メゾレベ

ル），地方自治体から国レベルにおける制度・

政策立案の場面（マクロレベル）の三つの介入

対象を措定し，それに高齢者，障害者，児童，

生活困窮者といった各分野をクロスオーバー

させることにより，社会福祉事象を多面的か

つ構造的に解明することが出来る実践者，教

育研究に携わる者の養成を行う。 

すなわち，マクロレベル，メゾレベルとして

「福祉政策特論」「社会保障政策特論」を修学

し，さらにミクロレベルとして実践領域とし

ての「高齢者福祉特論」「生活困窮者支援特論」

「障害者福祉特論」「児童・家庭福祉特論」「医

療福祉特論」を学ぶことによって，どのような

支援を，いかなる事象と対象に対して，どのよ

うに実践してゆけばよいのかを学ぶ。 

 

（削除） 

 

 

 

（略） 

他領域の学生も履修する科目として，福祉

領域の骨格を学ぶことのできる「福祉心理学

特論」「社会福祉原理論」を設定する（選択必

修科目）。「福祉心理学特論」に関しては，虐

②福祉社会科学コース 

福祉社会科学コースでは，個別の対人援助

場面（ミクロレベル），地域援助場面（メゾレ

ベル），地方自治体から国レベルにおける制

度・政策立案の場面（マクロレベル）の三つの

介入対象を措定し，それに高齢者，障害者，児

童，生活困窮者といった各分野をクロスオー

バーさせることにより，社会福祉事象を多面

的かつ構造的に解明することが出来る実践

者，教育研究に携わる者の養成を行う。 

すなわち，マクロレベル，メゾレベルとして

「福祉政策特論」「地域福祉特論」「社会保障政

策特論」を修学し，さらにミクロレベルとして

実践領域としての「高齢者福祉特論」「生活困

窮者支援特論」「障害者福祉特論」「児童・家庭

福祉特論」「医療福祉特論」を学ぶことによっ

て，どのような支援を，いかなる事象と対象に

対して，どのように実践してゆけばよいのか

を学ぶ。 

また，本コースでは主に社会人の入学を想

定しており，社会福祉に関する専門的な学び

の導入科目として「社会福祉の基礎」を履修す

るよう指導する。 

（略） 

（加える） 
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待，DV，障害者福祉，児童家庭福祉など，福祉

領域における多岐にわたる支援に関して学ぶ

ものであり，他領域とのかかわりも深い。ま

た，「社会福祉原理論」については，地域の福

祉問題を構造的に理解し，複合的なニーズを

抱える人々の支援に関して学ぶものであり，

本研究科の定義する地域共生社会とも関連が

深いものである。 

③心理関連科目群 

心理関係科目群では，心の健康支援に関わ

る「知」（中核的かつ先進的な心理学理論の理

解），「技」（心理アセスメントや心理療法等の

支援技法の体得），「心」（心理専門職として必

要な心構えや倫理の考究）を一体的・系統的に

修得させることを目的として，また，医療や福

祉との連携を強め，「地域共生社会」の実現を

意図した心理支援のための資質・能力を涵養

することを目的として，心理関係科目群を設

ける。 

 

この科目群では医療，福祉，司法・矯正，産業・

労働，学校教育等の分野における諸問題の理

解と心理支援の実践に必要となる理論や支援

技法を学ぶ。 

（略） 

なお，臨床心理士資格認定協会が定めるカ

リキュラム編成に関する要件に基づき，臨床

心理学コースの学生に限定して開講する科目

では，講義，演習，実習の全科目を通じて，基

礎から応用への移行が進むよう科目編成を行

う。特に，「臨床心理基礎実習」「臨床心理展開

実習」「臨床心理実習Ａ・Ｂ」はいずれも通年

の学内実習であり，個別の指導（スーパービジ

ョン等）や集団での指導（カンファレンス）を

伴わせることによって，支援の経験とその省

察をきめ細かく継続させる。また，「臨床心理

応用実習Ａ・Ｂ」は通年の学外実習であり，医

療等の最前線に出向き，現場での支援実施や

③臨床心理学コース 

臨床心理学コースでは，心の健康支援に関

わる「知」（中核的かつ先進的な心理学理論の

理解），「技」（心理アセスメントや心理療法等

の支援技法の体得），「心」（心理専門職として

必要な心構えや倫理の考究）を一体的・系統的

に修得させることを目的として，また，医療や

福祉との連携を強め，「地域共生社会」の実現

を意図した心理支援のための資質・能力を涵

養することを目的として，専門教育科目に「実

践心理学」と「臨床心理学」の２つの科目群を

設ける。 

「実践心理学」の科目群では医療，福祉，司法・

矯正，産業・労働，学校教育等の分野における

諸問題の理解と心理支援の実践に必要となる

理論や支援技法を学ぶ。 

（略） 

「臨床心理学」の科目群では，講義，演習，実

習の全科目を通じて，基礎から応用への移行

が進むよう科目編成を行う。特に，「臨床心理

基礎実習」「臨床心理展開実習」「臨床心理実習

Ａ・Ｂ」はいずれも通年の学内実習であり，個

別の指導（スーパービジョン等）や集団での指

導（カンファレンス）を伴わせることによっ

て，支援の経験とその省察をきめ細かく継続

させる。また，「臨床心理応用実習Ａ・Ｂ」は

通年の学外実習であり，医療等の最前線に出

向き，現場での支援実施や指導を行うことに

よって学内実習の学びを高度化させる。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ５ 研究展開科目の特色について（１７～１８ページ） 

指導を行うことによって学内実習の学びを高

度化させる。 

（削る） 

 

 

 

他領域の学生も履修する科目として，心理

領域の骨格を学ぶことのできる「生涯発達心

理学特論」「健康心理学特論」を設ける（選択

必修科目）。「生涯発達心理学特論」では一生

涯をとおして，それぞれの発達段階における

課題と支援を学ぶ。「健康心理学特論」は心の

健康やストレスマネジメントなどについて学

び，さらには医療，福祉，心理の専門家がどの

ように協力して支援を展開していくことがで

きるかについても学ぶものであり，他領域と

の関連も深い。 

 

なお，「臨床心理学」の科目群の履修は，臨

床心理士資格認定協会が定めるカリキュラム

編成に関する要件に基づき，臨床心理学コー

スの学生に限定する。 

（加える） 

 

 

 

新 旧 

研究展開科目として，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ・Ⅱ」，「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」を

必修科目として設ける。これらの科目は，ディ

プロマ・ポリシー２（研究力）の達成と関係が

深い。 

これらの科目でも，３コース合同での学び

と各コースでの学びを組み合わせる。具体的

には，まず 1年次には，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ」と「福祉健康科学特別研究Ⅰ」を並行し

て行う。「福祉健康科学特別演習Ⅰ」は３コー

ス合同で研究テーマの探索やディスカッショ

ン等を進めるものである。「福祉健康科学特別

研究Ⅰ」は所属するコースを中心に行うもの

であるが，学生の研究テーマに応じて他コー

スの教員を副指導教員として指導に参画させ

ることができる体制を敷く。２年次には，「福

研究展開科目として，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ・Ⅱ」，「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」を

必修科目として設ける。 

（加える） 
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（新旧対照表）授業科目の概要 福祉健康科学特論Ⅰ，福祉健康科学特論Ⅱ 

祉健康科学特別演習Ⅱ」と「福祉健康科学特別

研究Ⅱ」が並行するが，進め方は 1年次と同様

である。これにより，領域横断的な研究や様々

な視点を活かした調査や実験，データの分析

や考察が可能になるものと考えている。 

研究展開科目の詳細については，「Ⅵ 教育

方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

４．研究指導方法，学位論文の審査体制及び公

表方法等」で後述する。 

 

 

 

 

 

 

研究展開科目の詳細については，「Ⅵ 教育

方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

４．研究指導方法，学位論文の審査体制及び公

表方法等」で後述する。 

新 旧 

福祉健康科学特論Ⅰ 

本研究科の目的は「地域共生社会の概念を

理解し、多角的な方向からその実現を担うこ

とができるパイオニア」を養成することであ

る。そのためには、まず、「福祉健康科学」や

「地域共生社会」の概念を確実に理解すると

ともに、関連する取組の実際を具体的に理解

しておく必要がある。この科目では、二年間の

学修を始めるにあたり、まず「福祉健康科学」

や「地域共生社会」について深く学び、それを

もって今後の学修の基礎とすることをねらい

とする。 

 

 

（オムニバス方式／全 15 回） 

（① 相澤 仁／6回） 

 地域共生社会について詳述する。 

（③ 片岡 晶志／3回） 

 福祉健康科学について詳述する。 

 

（④ 上白木 悦子／3回） 

 地域共生社会の実現に向けた複合的問題

の対応について詳述する。 

（⑨ 川村 岳人／3回） 

 地域共生社会について詳述する。 

福祉健康科学特論Ⅰ 

本研究科が重視する「地域共生社会の概念

を理解し、多角的な方向からその実現を担う

ことができるパイオニア」となるための資質

能力、すなわち「より高度な専門性を備え、多

角的・総合的な支援を地域に根付かせていく

実践力」及び「医科学を取り入れて福祉健康科

学を深化させる研究力」の基盤を培うために、

地域共生社会の理念を学ぶとともに、健康医

科学・福祉社会科学・心理学に関する基礎理論

を学ぶ。また、いかにこれらの領域を結節さ

せ、「地域共生社会」の実現に貢献することが

できるかについても考える。 

 

（オムニバス方式／全 8回） 

（1 相澤 仁／2回） 

 地域共生社会について詳述する。 

（11 片岡 晶志／1回） 

 健康医科学（医科学概論）の基礎理論につ

いて詳述する。 

（12 上白木 悦子／1回） 

 福祉社会科学（医療ソーシャルワーク概

論）の基礎理論について詳述する。 

（13 河上 敬介／1回） 

 健康医科学（理学療法学概論）の基礎理論
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について詳述する。 

（53 中里 直樹／1回） 

 心理学（社会心理学概論）の基礎理論につ

いて詳述する。 

（60 溝口 剛／1回） 

 心理学（臨床心理学概論）の基礎理論につ

いて詳述する。 

（61 三好 禎之／1回） 

 福祉社会科学（福祉行政概論）の基礎理論

について詳述する。 

福祉健康科学特論Ⅱ 

福祉健康科学特論Ⅰで得た「福祉健康科学」

と「地域共生社会」に関する理解に基づき、健

康医科学、社会福祉科学、臨床心理学の専門的

な視点や技法がいかに「地域共生社会」の実現

に役立つのか、具体的な取組事例（個の支援お

よび地域・コミュニティ支援）にも触れながら

深く学ぶ。また、それらの視点を結節させ、連

携と恊働のもとに、「地域共生社会」を牽引す

る方策あるいは資質・能力について考究する。

これにより、医療、福祉、心理を俯瞰し、多角

的・総合的な支援を実践できる知識と技術の

伸長を進める。 

 

（オムニバス方式／全 15 回） 

（⑤ 河上 敬介／4回） 

 地域共生社会における健康医科学につい

て詳述する。 

（⑦ 渡邉 亘／3回） 

 地域共生社会の実現に向けた必要な資質

能力について詳述する。 

（⑧ 飯田 法子／4回） 

 地域共生社会における臨床心理学につい

て詳述する。 

（⑨ 川村 岳人／4回） 

 地域共生社会における福祉社会科学につ

いて詳述する。 

福祉健康科学特論Ⅱ 

福祉健康科学特論Ⅰで学んだ基礎知識を踏

まえつつ、さらに健康医科学・福祉社会科学・

心理学の各領域における支援と研究の動向や

最新の知見に触れることによって、本研究科

が重視する「地域共生社会の概念を理解し、多

角的な方向からその実現を担うことができる

パイオニア」となるための資質能力、すなわち

「より高度な専門性を備え、多角的・総合的な

支援を地域に根付かせていく実践力」及び「医

科学を取り入れて福祉健康科学を深化させる

研究力」を伸長させる。 

 

 

（オムニバス方式／全 8回） 

（11 片岡 晶志／1回） 

 健康医科学の最新の支援実践に関するテ

ーマについて詳述する。 

（12 上白木 悦子／1回） 

 福祉社会科学の最新の支援実践に関する

テーマについて詳述する。 

（17 兒玉 雅明／1回） 

 健康医科学の最新の研究深化に関するテ

ーマについて詳述する。 

（43 渡邉 亘／2回） 

 地域共生社会の実現に向けた必要な資質

能力について詳述する。 

（61 三好 禎之／1回） 
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 福祉社会科学の最新の研究深化に関する

テーマについて詳述する。 

（62 村上 裕樹／1回） 

 心理学の最新の研究深化に関するテーマ

について詳述する。 

（64 岩野 卓／1回） 

 心理学の最新の支援実践に関するテーマ

について詳述する。 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（３）各コースの教育課程が，従来の各専攻におけるそれぞれの学修課題を学ぶに止まっているよう

に見受けられるため，新たな教育目標を踏まえて体系的に履修するコースワークとなっていること

を説明するか，それぞれ学習課題を総括するような科目を配置することで，体系的に履修するコース

ワークとすること。 

（対応方針） 

・審査意見を踏まえ，教育目標，ディプロマ・ポリシーと教育課程との関連がより明確となるよう科

目配置を改めるとともに，科目区分についても専門教育科目を発展科目と改める。加えて，専門教

育科目として健康医科学分野，福祉社会科学分野，実践心理学分野，臨床心理学分野とあったもの

を，学びの領域にあわせ，医療関連科目群，福祉関連科目群，心理関連科目群と改める。 

・基礎科目で福祉健康科学・地域共生社会・地域とコミュニティといった根幹部分を学び，発展科目

は各領域に関する詳細な内容を学ぶ。発展科目の履修方法に関し，他領域の内容をより体系的に学

びを進めていくことができるよう，各領域の骨格となる理論や技法を扱う科目を指定し，そのなか

から 1科目以上選択する形に改めた。 

 

（具体的説明） 

【教育課程・コースワーク】 

 本研究科の教育目標である「「地域共生社会」の概念を理解し，多角的な方向からその実現を担う

パイオニアの養成」の達成のためには，ディプロマ・ポリシー１及び２として示した資質・能力の修

得が核となる。これらの資質・能力を修得する過程では，領域ごとの縦割りの学びではなく，１専攻

としての教育と，コースとしての教育を組み合わせながら，実践と研究の両面において，基礎から応

用までの多様な科目を体系的に学ぶことが必要であると考えている。 

そのための教育課程として，はじめに，基礎科目を置く。基礎科目は１専攻で実施し，３コースが

合同で「福祉健康科学」や「地域共生社会」の概念，及び医療，福祉，心理の各領域における「地域

共生社会」の実現について考えを深めるとともに，地域・コミュニティを視野に入れた支援のあり方

を学ぶことを目的とする。修了要件として，必修 4単位に加え選択必修２単位以上を課す。 

 その上に，発展科目（審査意見を踏まえ，科目区分名称を専門教育科目から発展科目へ変更）とし

て，医療，福祉，心理の各領域に関してより詳しい内容を学ぶ科目を置くこととする。発展科目を通

じて，カリキュラム・ポリシーに定める「医療，福祉，心理の各領域における支援実践と研究に関す

るより詳細かつ高度な学修を行い，「地域共生社会」を実現するために必要となる知識・技術・論理

的思考力等を身につけること」を目的とする。発展科目は修了要件として１２単位以上を課すが，そ

のうち，他領域の骨格となる理論と技法を学ぶことのできる科目を指定し，各領域から２単位ずつ以

上（合計４単位以上）を選択必修とする。 

 ここまでに述べた１専攻としての一体的な教育の上に，各コースでは，コース独自の高度な内容を

学ぶこととする。具体的には，発展科目を中心として，健康医科学コースでは理学療法学，基礎医学，

臨床医学，社会医学等に関する理論と技法，福祉社会科学コースでは「ミクロ・メゾ・マクロ」の各

位相における福祉的な問題の解明及び解決に関する専門的な理論と技法，臨床心理学コースでは，心

理療法や心理アセスメントの理論と技法やスクールカウンセリング等の具体的な支援活動の実際等，
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詳細に学ぶ。なお，主指導教員は，個々の学生が関心に即してより高度な専門性を修得できるよう，

発展科目の選択について個別の履修指導の中で助言を行う。 

 研究展開科目では，学術論文研究に関する指導及び領域横断型研究の実際を学ぶため，３コース合

同での研究指導と各コースでの研究指導を継続的に組み合わせる。３コース合同で行う科目として

「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」があり，医療，福祉，心理に関する知識や視点をいかして幅広い研

究指導を行う。一方，「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」は各コースで行い，各領域独自の研究につい

ての理解を深めつつ，各領域においてオリジナリティのある研究とすることができるよう掘り下げ

た指導を行う。 

以上のように，１専攻として行う教育と各コースで行う教育とを組み合わせることによって，縦割

りの教育体制に比べて３コース間の学生の有機的なつながりが促進され，多角的・総合的な学びが結

実しやすくなるとともに，自らの領域の独自性が際立ち，他領域との結節もより深く学ぶことが可能

になるものと考えている。その結果，ディプロマ・ポリシーおよび教育目標の実現可能性は一層高ま

るものと考えている。（補足資料２「授業科目の履修方法と体系図」） 

 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 １ 教育課程編成の考え方（１３～１４ページ） 

新 旧 

１．教育課程編成の考え方 

本研究科の教育目標である「「地域共生社

会」の概念を理解し，多角的な方向からその実

現を担うパイオニアの養成」の達成のために

は，ディプロマ・ポリシー１及び２として示し

た資質・能力の修得が核となる。これらの資

質・能力を修得する過程では，領域ごとの縦割

りの学びではなく，１専攻としての教育とコ

ースとしての教育を組み合わせながら，実践

と研究の両面において，基礎から応用までの

多様な科目を体系的に学ぶことが必要である

と考えている。（資料８「教育目標と各ポリシ

ーとの関連性（概要）」） 

そのための教育課程として，はじめに，基礎

科目を置く。基礎科目は１専攻で実施し，３コ

ースが合同で「福祉健康科学」や「地域共生社

会」の概念，及び医療，福祉，心理の各領域に

おける「地域共生社会」の実現について考えを

深めるとともに，地域・コミュニティを視野に

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ２ カリキュラム・ポリシー（１４ページ） 

入れた支援のあり方を学ぶことを目的とす

る。 

その上に，発展科目として，医療，福祉，心

理の各領域に関してより詳しい内容を学ぶ科

目を置く。発展科目は，医療，福祉，心理の各

領域における支援実践と研究に関するより詳

細かつ高度な知識・技術・論理的思考力等を身

につけることを目的とする。さらに発展科目

では，学生の関心や研究テーマに即してコー

スの垣根を超えた履修が可能である。 

研究展開科目では，学位論文研究に関する

指導及び領域横断型研究の実際を学ぶため，

３コース合同での研究指導と各コースでの研

究指導を継続的に組み合わせる。 

以上のように，１専攻として行う教育と各

コースで行う教育とを組み合わせることによ

って，縦割りの教育体制に比べて３コース間

の学生の有機的なつながりが促進され，多角

的・総合的な学びが結実しやすくなるととも

に，自らの領域の独自性が際立ち，他領域との

結節もより深く学ぶことが可能になるものと

考えている。その結果，ディプロマ・ポリシー

および教育目標の実現可能性はいっそう高ま

るものと考えている。 

以上の考えに基づき，カリキュラム・ポリシ

ーを設ける。 

新 旧 

２．カリキュラム・ポリシー 

本研究科では，前掲のディプロマ・ポリシー

を実現するために，基礎科目，発展科目，研究

展開科目に分けて教育課程を編成するととも

に，その方針としてカリキュラム・ポリシーを

以下のとおり定める。（資料７「福祉健康科学

研究科における３つのポリシーの関連性」） 

１．カリキュラム・ポリシー 

本研究科では，前掲のディプロマ・ポリシー

を実現するために，基礎科目，専門教育科目，

研究展開科目に分けて教育課程を編成すると

ともに，その方針としてカリキュラム・ポリシ

ーを以下のとおり定める。（資料６「福祉健康

科学研究科における３つのポリシーの関連
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ２ 基礎科目の特色について（１４～１５ページ） 

①「福祉健康科学」や「地域共生社会」の概念，

及び医療，福祉，心理の各領域における「地域

共生社会」の実現について考えを深めるとと

もに，地域・コミュニティを視野に入れた支援

の展開を学ぶことを目的として，基礎科目を

設ける。 

②医療，福祉，心理の各領域における支援実践

と研究に関するより詳細かつ高度な学修を行

い，「地域共生社会」を実現するために必要と

なる知識・技術・論理的思考力等を身につける

ことを目的として，発展科目を設ける。 

(略) 

このカリキュラム・ポリシーに即して，各科

目区分の編成について以下に述べる。 

性」） 

①福祉健康科学の基礎となる概念と理論を

理解するとともに，自らの専門以外の領域を

含め，支援と研究に関する動向や最新の知見

に幅広く触れることを目的として，基礎科目

を設ける。 

 

②専門分野における高度な領域の学修を通

じ，多角的・総合的な視点から「地域共生社会」

を実現するために必要となる知識・技術・科学

的思考力等を身につけることを目的として，

専門教育科目を設ける。 

(略) 

（加える） 

新 旧 

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

ている。この資質・能力は，ディプロマ・ポリ

シー１（実践力）の達成に深く関わるものであ

る。 

まず，３コース合同の必修科目として「福祉

健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。この

２科目では，福祉健康科学の基礎となる概念

と理論の理解に加え，「地域共生社会」の考え

方や，自らの専門性と他の専門性がどのよう

にして「地域共生社会」の実現に貢献できるの

かを学ぶ。 

これらの科目では，各領域を積極的に関連

づけた学びやディスカションを取り入れるこ

とよって，各コースの学生が一体的に学びを

展開し，相互の学び合いを促すこととする。具

体的には，３コースの学生が関連するテーマ

や取組に関してそれぞれの立場から問題の理

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

ている。 

 

 

基礎科目の必修科目として，「福祉健康科学

特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。 

この２科目では，福祉健康科学の基礎とな

る概念と理論の理解に加え，自らの専門以外

の領域における支援と研究に関する動向や最

新の知見に触れることを目的とする。また，医

科学に関する基本的な視点や知識，最新の動

向についてもこの２科目で扱う。 

 

具体的には，まず「福祉健康科学特論Ⅰ」に

おいて医科学の根幹を学び，その後「福祉健康

科学特論Ⅱ」では，支援や研究に関する最新の

テーマや取組の実例に触れながら，医科学を
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ３ 発展科目の特色について（１５～１７ページ） 

解や支援のあり方についてディスカッション

を行うことで，「自らの視点やアプローチの独

自性を明確にできる」「新たな要素を組み込む

ことで，自らの考え方を拡充・変容・再編でき

る」「他の領域とどのような結節・連携が可能

かを深くかつ具体的に考えることができる」

といった学びが可能となる。加えて，最終回に

は，学びの成果とさらに深めるべき課題を明

確にすることを目的として，ミニ・プレゼンテ

ーションを行うが，これについても３コース

の学生の混成によるグループ編成を行うこと

で，他領域との結節を意識した考究が可能と

なる 。 

さらに，「地域医療健康増進科学特論」，「地

域福祉特論」，「家族・コミュニティ心理学特

論」も「基礎科目」に位置付け，３科目のうち

１科目以上の選択必修と位置付ける。これに

より，医療，福祉，心理の切り口から地域への

働きかけを行っていくことについて，学びを

深める。 

活かした研究の発展と支援の高度化について

学びを深める。 

新 旧 

４．発展科目の特色について 

発展科目では，医療，福祉，心理という３領

域で科目群を構成し，各コース独自の知識や

技能の高度化と，地域支援における自らの領

域のあり方に対する理解を深めることができ

るように構成されている。また，発展科目のう

ち，他領域から指定する科目（各領域の骨格と

なる理論と技法を学ぶ科目）のうち１科目ず

つ以上を選択必修とし，他領域における知識

や支援のあり方などを学ぶ。また，発展科目の

学びは，ディプロマ・ポリシー１（実践力）の

達成と関係が深く，一部ディプロマ・ポリシー

２（研究力）の達成とも関わるものである。 

３．専門教育科目の特色について 

専門教育科目では，所属するコースの専門

知識や技術に関する学びを深めることができ

るように構成されている。 

各コースの専門教育科目の特色は以下の通り

である。 
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各科目群の特色は以下の通りである。 

①医療関連科目群 

医療関連科目群では，医科学と理学療法学

を融合することにより，健康医科学の専門的

知識と技術を持つ人材を育成する。そのため

には，正常な人体の構造や機能の理解，基礎

医学を基にした病態の理解，幅広い疾患に関

しての発生機序・病態生理・治療法を学ぶと

ともに，医科学全般にわたって，何がどこま

で分かっているかという最先端の知見を学

び，最新の科学的検証方法を深く理解する必

要がある。そこで，これらのことを担保する

ために，様々な分野の専門家によるオムニバ

スの科目として「健康医科学特論」，「病態医

科学特論」，「病態治療学特論」を設ける。こ

れらの科目は，医科学との深い融合により成

り立つものである。 

 

 さらに，「運動器系機能病態解析学特論」，

「神経系機能病態解析学特論」もオムニバス

科目として設け，運動器系の機能や病態に関

する分子メカニズム，神経系機能の理解と解

析手法や病態の最先端の知識を多角的に教授

する。このことにより，これまでにない広い

視点から理学療法の検証ができ，福祉健康科

学の構築や発展を担うための幅広い知識を養

うとともに，科学に立脚した理学療法を臨床

で実践できる高度専門職業人を育成する。 

 

 

（略） 

 他領域の学生も履修する科目として，医療

領域の骨格を学ぶことのできる「精神医学特

論」「高齢者疾患特論」を設定する（選択必修

科目）。「精神医学特論」に関しては，心の健

康の維持や心理的な疾患の予防や，現在問題

となっているうつ病と自殺，発達障害などの

内容も含むことから，福祉・心理領域とかかわ

①健康医科学コース 

健康医科学コースでは，医科学と理学療法

学を融合することにより，健康医科学の専門

的知識と技術を持つ人材を育成する。そのた

めには，正常な人体の構造や機能の理解，基礎

医学を基にした病態の理解，幅広い疾患に関

しての発生機序・病態生理・治療法を学ぶとと

もに，医科学全般にわたって，何がどこまで分

かっているかという最先端の知見を学び，最

新の科学的検証方法を深く理解する必要があ

る。そこで本コースでは，これらのことを担保

するために，様々な分野の専門家によるオム

ニバスの科目として「健康医科学特論」，「病態

医科学特論」，「病態治療学特論」を設ける。こ

れらの科目は，医科学との深い融合により成

り立つものであり，本コースの大きな特徴の

一つである。 

さらに，「運動器系機能病態解析学特論」，

「神経系機能病態解析学特論」，「地域医療健

康増進科学特論」もオムニバス科目として設

け，運動器系の機能や病態に関する分子メカ

ニズム，神経系機能の理解と解析手法や病態，

地域医療や健康増進の課題や研究方法等の最

先端の知識を多角的に教授する。このことに

より，これまでにない広い視点から理学療法

の検証ができ，福祉健康科学の構築や発展を

担うための幅広い知識を養うとともに，科学

に立脚した理学療法を臨床で実践できる高度

専門職業人を育成する。 

（略） 

（加える） 
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りが深い。また，「高齢者疾患特論」について

も，高齢者特有の疾患を学ぶため，現場での支

援には有用なものであると考えている。 

 

②福祉関連科目群 

福祉関連科目群では，個別の対人援助場面

（ミクロレベル），地域援助場面（メゾレベ

ル），地方自治体から国レベルにおける制度・

政策立案の場面（マクロレベル）の三つの介入

対象を措定し，それに高齢者，障害者，児童，

生活困窮者といった各分野をクロスオーバー

させることにより，社会福祉事象を多面的か

つ構造的に解明することが出来る実践者，教

育研究に携わる者の養成を行う。 

すなわち，マクロレベル，メゾレベルとして

「福祉政策特論」「社会保障政策特論」を修学

し，さらにミクロレベルとして実践領域とし

ての「高齢者福祉特論」「生活困窮者支援特論」

「障害者福祉特論」「児童・家庭福祉特論」「医

療福祉特論」を学ぶことによって，どのような

支援を，いかなる事象と対象に対して，どのよ

うに実践してゆけばよいのかを学ぶ。 

 

（削除） 

 

 

 

（略） 

他領域の学生も履修する科目として，福祉

領域の骨格を学ぶことのできる「福祉心理学

特論」「社会福祉原理論」を設定する（選択必

修科目）。「福祉心理学特論」に関しては，虐

待，DV，障害者福祉，児童家庭福祉など，福祉

領域における多岐にわたる支援に関して学ぶ

ものであり，他領域とのかかわりも深い。ま

た，「社会福祉原理論」については，地域の福

祉問題を構造的に理解し，複合的なニーズを

抱える人々の支援に関して学ぶものであり，

②福祉社会科学コース 

福祉社会科学コースでは，個別の対人援助

場面（ミクロレベル），地域援助場面（メゾレ

ベル），地方自治体から国レベルにおける制

度・政策立案の場面（マクロレベル）の三つの

介入対象を措定し，それに高齢者，障害者，児

童，生活困窮者といった各分野をクロスオー

バーさせることにより，社会福祉事象を多面

的かつ構造的に解明することが出来る実践

者，教育研究に携わる者の養成を行う。 

すなわち，マクロレベル，メゾレベルとして

「福祉政策特論」「地域福祉特論」「社会保障政

策特論」を修学し，さらにミクロレベルとして

実践領域としての「高齢者福祉特論」「生活困

窮者支援特論」「障害者福祉特論」「児童・家庭

福祉特論」「医療福祉特論」を学ぶことによっ

て，どのような支援を，いかなる事象と対象に

対して，どのように実践してゆけばよいのか

を学ぶ。 

また，本コースでは主に社会人の入学を想

定しており，社会福祉に関する専門的な学び

の導入科目として「社会福祉の基礎」を履修す

るよう指導する。 

（略） 

（加える） 
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本研究科の定義する地域共生社会とも関連が

深いものである。 

③心理関連科目群 

心理関係科目群では，心の健康支援に関わ

る「知」（中核的かつ先進的な心理学理論の理

解），「技」（心理アセスメントや心理療法等の

支援技法の体得），「心」（心理専門職として必

要な心構えや倫理の考究）を一体的・系統的に

修得させることを目的として，また，医療や福

祉との連携を強め，「地域共生社会」の実現を

意図した心理支援のための資質・能力を涵養

することを目的として，心理関係科目群を設

ける。 

 

この科目群では医療，福祉，司法・矯正，産業・

労働，学校教育等の分野における諸問題の理

解と心理支援の実践に必要となる理論や支援

技法を学ぶ。 

（略） 

なお，臨床心理士資格認定協会が定めるカ

リキュラム編成に関する要件に基づき，臨床

心理学コースの学生に限定して開講する科目

では，講義，演習，実習の全科目を通じて，基

礎から応用への移行が進むよう科目編成を行

う。特に，「臨床心理基礎実習」「臨床心理展開

実習」「臨床心理実習Ａ・Ｂ」はいずれも通年

の学内実習であり，個別の指導（スーパービジ

ョン等）や集団での指導（カンファレンス）を

伴わせることによって，支援の経験とその省

察をきめ細かく継続させる。また，「臨床心理

応用実習Ａ・Ｂ」は通年の学外実習であり，医

療等の最前線に出向き，現場での支援実施や

指導を行うことによって学内実習の学びを高

度化させる。 

（削る） 

 

 

 

③臨床心理学コース 

臨床心理学コースでは，心の健康支援に関

わる「知」（中核的かつ先進的な心理学理論の

理解），「技」（心理アセスメントや心理療法等

の支援技法の体得），「心」（心理専門職として

必要な心構えや倫理の考究）を一体的・系統的

に修得させることを目的として，また，医療や

福祉との連携を強め，「地域共生社会」の実現

を意図した心理支援のための資質・能力を涵

養することを目的として，専門教育科目に「実

践心理学」と「臨床心理学」の２つの科目群を

設ける。 

「実践心理学」の科目群では医療，福祉，司法・

矯正，産業・労働，学校教育等の分野における

諸問題の理解と心理支援の実践に必要となる

理論や支援技法を学ぶ。 

（略） 

「臨床心理学」の科目群では，講義，演習，実

習の全科目を通じて，基礎から応用への移行

が進むよう科目編成を行う。特に，「臨床心理

基礎実習」「臨床心理展開実習」「臨床心理実習

Ａ・Ｂ」はいずれも通年の学内実習であり，個

別の指導（スーパービジョン等）や集団での指

導（カンファレンス）を伴わせることによっ

て，支援の経験とその省察をきめ細かく継続

させる。また，「臨床心理応用実習Ａ・Ｂ」は

通年の学外実習であり，医療等の最前線に出

向き，現場での支援実施や指導を行うことに

よって学内実習の学びを高度化させる。 

 

 

なお，「臨床心理学」の科目群の履修は，臨

床心理士資格認定協会が定めるカリキュラム

編成に関する要件に基づき，臨床心理学コー

スの学生に限定する。 

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ５ 研究展開科目の特色について（１７～１８ページ） 

他領域の学生も履修する科目として，心理

領域の骨格を学ぶことのできる「生涯発達心

理学特論」「健康心理学特論」を設ける（選択

必修科目）。「生涯発達心理学特論」では一生

涯をとおして，それぞれの発達段階における

課題と支援を学ぶ。「健康心理学特論」は心の

健康やストレスマネジメントなどについて学

び，さらには医療，福祉，心理の専門家がどの

ように協力して支援を展開していくことがで

きるかについても学ぶものであり，他領域と

の関連も深い。 

 

 

 

新 旧 

研究展開科目として，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ・Ⅱ」，「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」を

必修科目として設ける。これらの科目は，ディ

プロマ・ポリシー２（研究力）の達成と関係が

深い。 

これらの科目でも，３コース合同での学び

と各コースでの学びを組み合わせる。具体的

には，まず 1年次には，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ」と「福祉健康科学特別研究Ⅰ」を並行し

て行う。「福祉健康科学特別演習Ⅰ」は３コー

ス合同で研究テーマの探索やディスカッショ

ン等を進めるものである。「福祉健康科学特別

研究Ⅰ」は所属するコースを中心に行うもの

であるが，学生の研究テーマに応じて他コー

スの教員を副指導教員として指導に参画させ

ることができる体制を敷く。２年次には，「福

祉健康科学特別演習Ⅱ」と「福祉健康科学特別

研究Ⅱ」が並行するが，進め方は 1年次と同様

である。これにより，領域横断的な研究や様々

な視点を活かした調査や実験，データの分析

や考察が可能になるものと考えている。 

研究展開科目として，「福祉健康科学特別演

習Ⅰ・Ⅱ」，「福祉健康科学特別研究Ⅰ・Ⅱ」を

必修科目として設ける。 

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

 ３ 修了要件（２２ページ） 

 

研究展開科目の詳細については，「Ⅵ 教育

方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

４．研究指導方法，学位論文の審査体制及び公

表方法等」で後述する。 

 

研究展開科目の詳細については，「Ⅵ 教育

方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

４．研究指導方法，学位論文の審査体制及び公

表方法等」で後述する。 

新 旧 

２年以上在学し，基礎科目６単位以上，発展

科目１２単位以上及び研究展開科目１２単

位，合計３０単位以上を修得し，かつ，必要な

研究指導を受けた上，学位論文の審査及び最

終試験に合格することを修了要件とする。 

なお，発展科目１２単位以上については，健

康医科学コースは，医療関連科目群から８単

位以上，福祉関連科目群から２単位以上，心理

関連科目群から２単位以上を，福祉社会科学

コースは，福祉関連科目群から８単位以上，医

療関連科目群から２単位以上，心理関連科目

群から２単位以上を，臨床心理学コースは，心

理関連科目群から８単位以上，医療関連科目

群から２単位以上，福祉関連科目群から２単

位以上を修得することとする。 

２年以上在学し，基礎科目４単位以上，専門

教育科目１４単位以上及び研究展開科目１２

単位，合計３０単位以上を修得し，かつ，必要

な研究指導を受けた上，学位論文の審査及び

最終試験に合格することを修了要件とする。 

なお，専門教育科目１４単位以上について

は，健康医科学コースは，健康医科学分野から

１０単位以上，福祉社会科学コースは，福祉社

会科学分野から１０単位以上，臨床心理学コ

ースは，実践心理学分野又は臨床心理学分野

から１０単位以上を修得することとする。 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

４．＜設置目的と養成する人材像の関係性が不明確＞ 

研究科の方針として，「『地域共生社会』の概念を理解し，多角的な方向性からその実現を担うパイ

オニアの養成を目的とする。」としているが，各コースのディプロマ・ポリシーでは，各専門分野

に特化した内容となっており，「地域共生社会」におけるパイオニアを養成することができるのか

不明確である。各コースでどの様に「地域共生社会」におけるパイオニアを養成できるのか明確に

すること。その際に，「福祉健康科学特論Ⅰ，Ⅱ」において「地域共生社会」の概念を修得させる

としているが，各分野の概論を説明し，最終回で「地域共生社会を担うパイオニアとしての資質能

力」について説明するに止まっているため，「地域共生社会を担うパイオニア」としてどの様な能

力が必要で，どの様な教育課程及び科目内容で教授するのかも併せて明確にすること。 

（対応方針） 

・審査意見を踏まえ，「地域共生社会」の実現を担うことのできるパイオニアとしての資質・能力に

ついて詳述する。 

・各コースのディプロマ・ポリシーに関する位置づけが不明確であったため，審査意見を踏まえ，「各

専門分野に特化した内容」としての位置づけではなく，専攻として３コースに共通するディプロ

マ・ポリシーと，各コースの特色を踏まえたディプロマ・ポリシーとが１つになることで，各コー

スのディプロマ・ポリシーが完成することが明確になるよう説明を改める。 

・審査意見を踏まえ，「福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」を「地域共生社会」の実現を担うパイオニアとし

ての資質・能力を涵養するための科目として内容を充実・改善するとともに，１単位から２単位に

拡充し，ディプロマ・ポリシーとの対応について説明する。 

 

（具体的説明） 

【「地域共生社会」の実現を担うパイオニアに求められる資質・能力】 

 本学では「地域共生社会」を「多様な問題・困りを抱えるすべての人が，問題・困りの性質や年齢・

世代にかかわらず，医療，福祉，心理の結節に基づく専門的な支援をうけるとともに，そうした問題・

困りを抱える人を含めたすべての人が地域社会の中で互いにつながり，存在価値を認めあうコミュ

ニティをつくり出していく社会」と定義した。本研究科は，この「地域共生社会」の実現を担うこと

のできるパイオニアの養成を教育目標としている。 

 「パイオニア」には，２つの資質・能力が求められるものと考え，本研究科ではその涵養を目指す

ものである。具体的には，第一に，「より高度な専門性を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付

かせていく実践力」が必要である。これは，問題・困りの性質や年齢・世代に関する支援対象の広が

りや，医療，福祉，心理に関する支援手法の広がり，さらには個人から地域・コミュニティへと広が

る支援領域の幅を見渡すことのできる多角的なまなざしと，それらの垣根を乗り越え，関係づけるこ

とのできる総合的な構えである。これがディプロマ・ポリシー１（実践力）と対応する。第二に，「医

科学を取り入れて福祉健康科学を深化させることができる研究力」が必要である。これは，科学的・

論理的な「根拠（エビデンス）」に基づき，支援の理論や技法に関する開発と検証を行うことのでき

る力である。これがディプロマ・ポリシー２（研究力）と対応する。 

 



60 
 

【ディプロマ・ポリシーの修正】 

 上述のように，「パイオニア」としての資質・能力は２つのディプロマ・ポリシーの達成によって

涵養されるものと考えている。そこで，教育目標に掲げる「パイオニア」に求められる資質・能力が

ディプロマ・ポリシーに正確に対応するよう整理・修正を行う。（補足資料５「３つのポリシーの関

連性」） 

 ディプロマ・ポリシー１（実践力）は「自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯瞰し，個人

と地域を関係づけた多角的・総合的な支援を実践できる知識と技術を修得している。」（審査意見を踏

まえ，波線部分を改善）というものであるが，これは３コースに共通する方針であり，例えば健康医

科学においては，これに「福祉健康科学及び健康医科学を深く理解し，医療に関する諸問題に対して

多角的・総合的にアプローチできる専門知識と技術を修得している。」という方針が加わることによ

って，ディプロマ・ポリシー１（実践力）に関する健康医科学コースのディプロマ・ポリシーが完成

する。福祉社会科学コースおよび臨床心理学コースも同様である。 

 ディプロマ・ポリシー２（研究力）については，本研究科設置の趣旨を正確に示すものとなるよう，

「自らの専門性を基盤としつつ，医科学の視点や研究手法を取り入れ，福祉健康科学を深化させるた

めの研究を進める上で必要となる知識と技術を修得している。」（審査意見を踏まえ，波線部分を改善）

というものであるが，これは３コースに共通する方針であり，例えば健康医科学においては，これに

加え「健康医科学に関する課題を明らかにし，健康医科学の発展に向けた研究を進める上で必要な知

識と技術を修得している。」という方針が加わることによって，研究力に関する健康医科学コースの

ディプロマ・ポリシー２が完成する。福祉社会科学コースおよび臨床心理学コースも同様である。 

 このように，１専攻として養成する基盤と，各コースにおいて養成する領域に特化した能力を組み

合わせることによって，「地域共生社会」の実現を担うことのできるパイオニアたる人材を輩出でき

るものと考えている。 

 これに関連して，補足資料５ 「３つのポリシーの関連性」に変更を加えた。 

 
【福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱの修正】 

（補足資料４ シラバス「福祉健康科学特論Ⅰ」「福祉健康科学特論Ⅱ」） 

 基礎科目は，「地域共生社会」の実現を担うことができるパイオニアたる資質・能力の中でも，特

にディプロマ・ポリシー１（実践力）を涵養する上できわめて重要な科目である。とりわけ核となる

のは「福祉健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」である。 

 審査意見を踏まえ，「福祉健康科学特論Ⅰ」は「地域共生社会」の概念を確実かつ具体的に学べる

ものに改善し，「福祉健康科学特論Ⅱ」を「地域共生社会」の実現に向けて，自らの専門性がどのよ

うに役立ち，また他の専門性とどのように結節できるのかについて学びを深める科目に改善した。こ

れに伴い，両科目とも各１単位から２単位へと拡充を行った。 

さらに，両科目とも，３コース合同で行う科目であり，３コースの学生が関連するテーマや取組に

関してそれぞれの立場から問題の理解や支援のあり方についてディスカッションを行うことで，教

育効果として「自らの視点やアプローチの独自性を明確にできる」「新たな要素を組み込むことで，

自らの考え方を拡充・変容・再編できる」「他の領域とどのような結節・連携が可能かを深くかつ具

体的に考えることができる」といった学びが促され，より主体的かつ深く「地域共生社会」の実現を
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にらんだ支援について学ぶことが可能になると考えている。加えて，最終回には，学びの成果とさら

に深めるべき課題を明確にすることを目的として，ミニ・プレゼンテーションを行うが，これについ

ても３コースの学生の混成によるグループ編成を行うことで，他領域との結節を意識した考究が可

能となると考えている。 

なお，ディプロマ・ポリシー２（研究力）の涵養を進める上で特に重要なのは，研究展開科目であ

る。研究展開科目では，医療，福祉，心理に関する領域横断的な研究指導を行いながら，論理的思考

力や研究スキルを身につけることができると考えている。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

 ７ 福祉健康科学研究科の設置に向けて：その目的と意義（６～７ページ） 

 
 

新 旧 

７．福祉健康科学研究科の設置に向けて：そ

の目的と意義 

これまでに述べてきたように，福祉健康科

学部の取組の上に立ち，「地域共生社会の概念

を理解し，多角的な方向からその実現を担う

ことのできるパイオニア」を養成することを

教育目標として，福祉健康科学研究科の設置

を計画するものである。（資料５「「福祉健康科

学研究科」の構想」）「地域共生社会の概念を理

解し，多角的な方向からその実現を担うこと

のできるパイオニア」とは，医療，福祉，心理

を結節させながら，個人と地域を関係づけた

支援と研究を推進していくことのできる人材

のことである。そのためには，以下の２つの資

質・能力を涵養する必要がある。 

６．福祉健康科学研究科の設置に向けて：そ

の目的と意義    

これまでに述べてきたように，福祉健康科

学部の取組の上に立ち，「地域共生社会の概念

を理解し，多角的な方向からその実現を担う

ことのできるパイオニア」を養成することを

大きな目的として，福祉健康科学研究科の設

置を計画するものである。（資料４「「福祉健康

科学研究科」の構想」）「地域共生社会の概念を

理解し，多角的な方向からその実現を担うこ

とのできるパイオニア」とは，以下に示す資

質・能力を兼ね備え，かつそれらの相互作用に

よって，これからの社会に求められる福祉や

健康を創造していく人材のことである。 

（１）より高度な専門性を備え，多角的・総

合的な支援を地域に根付かせていく実践力 

（略） 

「パイオニア」たる人材に求められるの

は，「地域包括ケア」に関する自らの専門性

を高度化し，問題・困りの性質や年齢・世代

に関する支援対象の広がりや，医療，福祉，

心理に関する支援手法の広がり，さらには個

人から地域・コミュニティへと広がる支援領

域の幅を見渡すことのできる多角的なまなざ

しと，それらの垣根を乗り越え，関係づける

ことのできる総合的な構えである。これは

「地域共生社会」を実現するために必要な基

本姿勢である。この点についても，大学院を

中心に取り組むべき課題と考えている。 

（１）より高度な専門性を備え，多角的・総

合的な支援を地域に根付かせていく実践力 

（略） 

「パイオニア」たる人材に求められるの

は，第一に，「地域包括ケア」に関する自ら

の専門性を高度化し，現代社会が直面する福

祉・健康に関する課題に最新の知見を踏まえ

て確実にアプローチできることであり，その

ためには学部教育の成果を大学院において伸

長させる必要がある。第二に，様々な専門家

との連携・協働をさらに強化しつつ，多角

的・総合的な支援を地域社会に根付かせてい

くことである。第二に，様々な専門家との連

携・協働をさらに強化しつつ，多角的・総合

的な支援を地域社会に根付かせていくことで

ある。この点についても，大学院を中心に取

り組むべき課題と考えている。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅲ 研究科，専攻等の名称及び学位の名称 

 ４ 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と修了後の進路（１１～１３ページ） 

新 旧 

４．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

と修了後の進路 

（１）学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

福祉健康科学研究科は，教育目標として

『「より高度な専門性を備え，多角的・総合的

な支援を地域に根付かせていく実践力」と「医

科学を取り入れて福祉健康科学を深化させる

ことができる研究力」を兼ね備え，かつそれら

の相互作用によって，「地域共生社会」の概念

を理解し，多角的な方向からその実現を担う

パイオニアの養成を目的とする』を示し，そこ

に含まれる２つの能力それぞれに対してディ

プロマ・ポリシーを設定する（資料７「福祉健

康科学研究科における３つのポリシーの関連

性」）。 

①ディプロマ・ポリシー１（実践力） 

３コースに共通する方針に各コースの方針

を加えることによって，各コースのディプロ

マ・ポリシー１が完成する。 

 

３コースに共通する方針 

自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯

瞰し，個人と地域を関係づけた多角的・総合的

な支援を実践できる知識と技術を修得してい

る。 

健康医科学コースの方針 

福祉健康科学及び健康医科学を深く理解

し，医療に関する諸問題に対して多角的・総合

的にアプローチできる専門知識と技術を修得

している。 

 

福祉社会科学コースの方針 

福祉健康科学及び福祉社会科学を深く理解

し，福祉に関する諸問題に対して多角的・総合

４．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

（１）研究科の方針 

福祉健康科学研究科は，「より高度な専門性

を備え，多角的・総合的な支援を地域に根付か

せていく実践力」と「医科学を取り入れて福祉

健康科学を深化させることができる研究力」

を兼ね備え，かつそれらの相互作用によって，

「地域共生社会」の概念を理解し，多角的な方

向からその実現を担うパイオニアの養成を目

的とする。 

そのため，研究科としてこれらの目的を踏

まえ，以下のような資質・能力を有する人材を

養成する。 

 

①実践力： 

（加える） 

 

 

 

（加える） 

自らの専門領域に加え，医療，福祉，心理を俯

瞰し，多角的・総合的な支援を実践できる知識

と技術を修得している。 

 

（加える） 

 

 

 

 

 

（加える） 
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的にアプローチできる専門知識と技術を修得

している。 

 

臨床心理学コースの方針 

福祉健康科学と心理学を深く理解し，心の

健康に関する諸問題に対して多角的・総合的

にアプローチできる専門知識と技術を修得し

ている。 

 

 

 

（加える） 

 

②ディプロマ・ポリシー２（研究力） 

３コースに共通する方針に各コースの方針

を加えることによって，各コースのディプロ

マ・ポリシー２が完成する。 

 

３コースに共通する方針 

自らの専門領域を基盤としつつ，医科学の

視点やその研究手法を取り入れ，福祉健康科

学を深化させるための研究を進める上で必要

となる知識と技術を修得している。 

 

健康医科学コースの方針 

健康医科学に関する課題を明らかにし，健

康医科学の発展に向けた研究を進める上で必

要な知識と技術を修得している。 

  

福祉社会科学コースの方針 

現代の福祉課題や地域の福祉ニーズを分析

し，福祉社会科学の発展に向けた研究を進め

る上で必要な知識と技術を修得している。 

 

臨床心理学コースの方針 

心の健康や心理学的支援に関する現代的課

題を発見・分析し，臨床心理学を中心とする心

理学の発展に向けた研究を進める上で必要な

知識と技術を修得している。 

②研究力： 

（加える） 

 

 

 

 

今日求められる支援を開発・提言していくた

めの研究を進める上で必要となる知識と技術

を修得している。 

 

 

（加える） 

 

 

 

 

（加える） 

 

 

 

 

（加える） 

上記の考えに基づき，１専攻としての学び

の上に各コースとしての学びを積み重ねるこ

とによって，ディプロマ・ポリシー１及び２に

示す知識・技術を修得し，学位論文の審査及び

（加える） 
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最終試験に合格した者に学位を授与する。そ

のため，コースごとに授与する学位は次の通

りとする。 

・健康医科学コース（授与する学位：修士（健

康医科学）） 

・福祉社会科学コース（授与する学位：修士

（福祉社会科学）） 

・臨床心理学コース（授与する学位：修士（心

理学）） 

（２）修了後の進路 

（削除）（（１）学位授与の方針に統合した） 

（２）各コースの方針及び修了後の進路 

上記の考えに基づき，各コースでは次のよう

な資質・能力の涵養を進めることによって，そ

れに応じた学位を授与する。 

 その上で，修士課程を通じて必要な単位数

を修得し，学位論文等の審査及び最終試験に

合格した者に学位を授与する。（資料６「福祉

健康科学研究科における３つのポリシーの関

連性」） 

①健康医科学コース 

 

（削除）（（１）学位授与の方針に統合した） 

 

 

 

 

 

 

健康医科学コースでは，上記の資質・能力を修

得することにより，医療，福祉，心理を総合的

に俯瞰するための科学的な基礎を備え，医科

学や理学療法学等の自らの専門性を論理的に

立証し，健康医科学の視点から「地域共生社

会」の構築を牽引することができる臨床・行政

のリーダーや教育者，研究者を養成する。 

また，修了後の進路としては，医療・保健機関

（病院，保健所，保健センター等），医療福祉

中間機関（介護老人福祉施設等），福祉機関（身

体障害者療護施設，肢体不自由児施設等），行

①健康医科学コース（授与する学位：修士（健

康医科学）） 

・福祉健康科学及び健康医科学を深く理解し，

医療に関する諸問題に対して多角的・総合的

にアプローチできる専門知識と技術を修得し

ている。 

・健康医科学に関する課題を明らかにし，健康

医科学の発展に向けた研究を進める上で必要

な知識と技術を修得している。 

健康医科学コースでは，上記の資質・能力を修

得することにより，医療，福祉，心理を総合的

に俯瞰するための科学的な基礎を備え，医科

学や理学療法学等の自らの専門性を論理的に

立証し，健康医科学の視点から「地域共生社

会」の構築を牽引することができる臨床・行政

のリーダーや教育者，研究者を養成する。 

また，修了後の進路としては，医療・保健機関

（病院，保健所，保健センター等），医療福祉

中間機関（介護老人福祉施設等），福祉機関（身

体障害者療護施設，肢体不自由児施設等），行
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政機関（国，地方自治体等）等の現場において

今日求められる医療の実践を牽引するととも

に，専修学校等教員として医療従事者の養成

に携わったり，博士課程に進学し研究者とな

ることが想定される。 

政機関（国，地方自治体等）等の現場において

今日求められる医療の実践を牽引するととも

に，専修学校等教員として医療従事者の養成

に携わったり，博士課程に進学し研究者とな

ることが想定される。 

②福祉社会科学コース 

 

（削除）（（１）学位授与の方針に統合した） 

 

 

 

 

 

 

福祉社会科学コースでは，上記の資質・能力

を修得することにより，医療，福祉，心理を総

合的に俯瞰するための科学的な基礎を備え，

福祉社会の構築に向けた制度・政策の立案，ま

た相談支援や臨床福祉における実践活動の専

門性を論理的に立証し，福祉社会科学の視点

から「地域共生社会」の構築を牽引することが

できるリーダーや，専門的な教育研究に従事

する人材を養成する。 

また，修了後の進路としては，福祉機関（地

域包括支援センター，児童養護施設等），医療

機関（病院等），行政機関（国，地方自治体等）

等の現場において今日求められる福祉支援の

実践を牽引するとともに，福祉専門職の養成

に携わったり，博士課程に進学し研究者とな

ることが想定される。 

②福祉社会科学コース（授与する学位：修士

（福祉社会科学）） 

・福祉健康科学及び福祉社会科学を深く理解

し，福祉に関する諸問題に対して多角的・総合

的にアプローチできる専門知識と技術を修得

している。 

・現代の福祉課題や地域の福祉ニーズを分析

し，福祉社会科学の発展に向けた研究を進め

る上で必要な知識と技術を修得している。 

福祉社会科学コースでは，上記の資質・能力

を修得することにより，医療，福祉，心理を総

合的に俯瞰するための科学的な基礎を備え，

福祉社会の構築に向けた制度・政策の立案，ま

た相談支援や臨床福祉における実践活動の専

門性を論理的に立証し，福祉社会科学の視点

から「地域共生社会」の構築を牽引することが

できるリーダーや，専門的な教育研究に従事

する人材を養成する。 

また，修了後の進路としては，福祉機関（地

域包括支援センター，児童養護施設等），医療

機関（病院等），行政機関（国，地方自治体等）

等の現場において今日求められる福祉支援の

実践を牽引するとともに，福祉専門職の養成

に携わったり，博士課程に進学し研究者とな

ることが想定される。 

③臨床心理学コース 

 

（削除）（（１）学位授与の方針に統合した） 

 

 

 

 

 

③臨床心理学コース（授与する学位：修士（心

理学）） 

・福祉健康科学と心理学を深く理解し，心の健

康に関する諸問題に対して多角的・総合的に

アプローチできる専門知識と技術を修得して

いる。 

・心の健康や心理学的支援に関する現代的課

題を発見・分析し，臨床心理学を中心とする心
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 １ 教育課程編成の考え方（１３～１４ページ） 

 

 

臨床心理学コースでは，上記の資質・能力を

修得することにより，医療，福祉，心理を総合

的に俯瞰するための科学的な基礎を備え，心

の健康や心理学的支援に関する高度な専門性

を有し，心理学の視点から「地域共生社会」の

構築を牽引することができる心理専門職を養

成する。 

また，修了後の進路としては，心理専門職と

して，福祉機関（児童相談所等），医療機関（病

院等），教育機関（小・中・高等学校，教育支

援センター等），産業労働関係機関（ハローワ

ーク等），司法矯正関係機関（鑑別所，家庭裁

判所等）等の現場において今日求められる心

理支援の実践を牽引したり，博士課程に進学

し研究者となることが想定される。 

理学の発展に向けた研究を進める上で必要な

知識と技術を修得している。 

臨床心理学コースでは，上記の資質・能力を

修得することにより，医療，福祉，心理を総合

的に俯瞰するための科学的な基礎を備え，心

の健康や心理学的支援に関する高度な専門性

を有し，心理学の視点から「地域共生社会」の

構築を牽引することができる心理専門職を養

成する。 

また，修了後の進路としては，心理専門職と

して，福祉機関（児童相談所等），医療機関（病

院等），教育機関（小・中・高等学校，教育支

援センター等），産業労働関係機関（ハローワ

ーク等），司法矯正関係機関（鑑別所，家庭裁

判所等）等の現場において今日求められる心

理支援の実践を牽引したり，博士課程に進学

し研究者となることが想定される。 

新 旧 

１．教育課程編成の考え方 

本研究科の教育目標である「「地域共生社

会」の概念を理解し，多角的な方向からその実

現を担うパイオニアの養成」の達成のために

は，ディプロマ・ポリシー１及び２として示し

た資質・能力の修得が核となる。これらの資

質・能力を修得する過程では，領域ごとの縦割

りの学びではなく，１専攻としての教育とコ

ースとしての教育を組み合わせながら，実践

と研究の両面において，基礎から応用までの

多様な科目を体系的に学ぶことが必要である

と考えている。（資料８「教育目標と各ポリシ

ーとの関連性（概要）」） 

そのための教育課程として，はじめに，基礎

科目を置く。基礎科目は１専攻で実施し，３コ

ースが合同で「福祉健康科学」や「地域共生社

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ３ 基礎科目の特色について（１４～１５ページ） 

会」の概念，及び医療，福祉，心理の各領域に

おける「地域共生社会」の実現について考えを

深めるとともに，地域・コミュニティを視野に

入れた支援のあり方を学ぶことを目的とす

る。 

その上に，発展科目として，医療，福祉，心

理の各領域に関してより詳しい内容を学ぶ科

目を置く。発展科目は，医療，福祉，心理の各

領域における支援実践と研究に関するより詳

細かつ高度な知識・技術・論理的思考力等を身

につけることを目的とする。さらに発展科目

では，学生の関心や研究テーマに即してコー

スの垣根を超えた履修が可能である。 

研究展開科目では，学位論文研究に関する

指導及び領域横断型研究の実際を学ぶため，

３コース合同での研究指導と各コースでの研

究指導を継続的に組み合わせる。 

以上のように，１専攻として行う教育と各

コースで行う教育とを組み合わせることによ

って，縦割りの教育体制に比べて３コース間

の学生の有機的なつながりが促進され，多角

的・総合的な学びが結実しやすくなるととも

に，自らの領域の独自性が際立ち，他領域との

結節もより深く学ぶことが可能になるものと

考えている。その結果，ディプロマ・ポリシー

および教育目標の実現可能性はいっそう高ま

るものと考えている。 

以上の考えに基づき，カリキュラム・ポリシ

ーを設ける。 

新 旧 

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され

基礎科目は，福祉健康科学の基礎を理解し，

「地域共生社会」の実現に必要となる資質・能

力の基盤を培うことができるように構成され
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ている。この資質・能力は，ディプロマ・ポリ

シー１（実践力）の達成に深く関わるものであ

る。 

まず，３コース合同の必修科目として「福祉

健康科学特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。この

２科目では，福祉健康科学の基礎となる概念

と理論の理解に加え，「地域共生社会」の考え

方や，自らの専門性と他の専門性がどのよう

にして「地域共生社会」の実現に貢献できるの

かを学ぶ。 

これらの科目では，各領域を積極的に関連

づけた学びやディスカションを取り入れるこ

とよって，各コースの学生が一体的に学びを

展開し，相互の学び合いを促すこととする。具

体的には，３コースの学生が関連するテーマ

や取組に関してそれぞれの立場から問題の理

解や支援のあり方についてディスカッション

を行うことで，「自らの視点やアプローチの独

自性を明確にできる」「新たな要素を組み込む

ことで，自らの考え方を拡充・変容・再編でき

る」「他の領域とどのような結節・連携が可能

かを深くかつ具体的に考えることができる」

といった学びが可能となる。加えて，最終回に

は，学びの成果とさらに深めるべき課題を明

確にすることを目的として，ミニ・プレゼンテ

ーションを行うが，これについても３コース

の学生の混成によるグループ編成を行うこと

で，他領域との結節を意識した考究が可能と

なる 。 

さらに，「地域医療健康増進科学特論」，「地

域福祉特論」，「家族・コミュニティ心理学特

論」も「基礎科目」に位置付け，３科目のうち

１科目以上の選択必修と位置付ける。これに

より，医療，福祉，心理の切り口から地域への

働きかけを行っていくことについて，学びを

深める。 

ている。 

基礎科目の必修科目として，「福祉健康科学

特論Ⅰ・Ⅱ」の２科目を設ける。 

この２科目では，福祉健康科学の基礎とな

る概念と理論の理解に加え，自らの専門以外

の領域における支援と研究に関する動向や最

新の知見に触れることを目的とする。また，医

科学に関する基本的な視点や知識，最新の動

向についてもこの２科目で扱う。 

 

具体的には，まず「福祉健康科学特論Ⅰ」に

おいて医科学の根幹を学び，その後「福祉健康

科学特論Ⅱ」では，支援や研究に関する最新の

テーマや取組の実例に触れながら，医科学を

活かした研究の発展と支援の高度化について

学びを深める。 
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（新旧対照表）授業科目の概要 福祉健康科学特論Ⅰ，福祉健康科学特論Ⅱ 

新 旧 

福祉健康科学特論Ⅰ 

本研究科の目的は「地域共生社会の概念を

理解し、多角的な方向からその実現を担うこ

とができるパイオニア」を養成することであ

る。そのためには、まず、「福祉健康科学」や

「地域共生社会」の概念を確実に理解すると

ともに、関連する取組の実際を具体的に理解

しておく必要がある。この科目では、二年間の

学修を始めるにあたり、まず「福祉健康科学」

や「地域共生社会」について深く学び、それを

もって今後の学修の基礎とすることをねらい

とする。 

 

 

（オムニバス方式／全 15 回） 

（① 相澤 仁／6回） 

 地域共生社会について詳述する。 

（③ 片岡 晶志／3回） 

 福祉健康科学について詳述する。 

 

（④ 上白木 悦子／3回） 

 地域共生社会の実現に向けた複合的問題

の対応について詳述する。 

（⑨ 川村 岳人／3回） 

 地域共生社会について詳述する。 

福祉健康科学特論Ⅰ 

本研究科が重視する「地域共生社会の概念

を理解し、多角的な方向からその実現を担う

ことができるパイオニア」となるための資質

能力、すなわち「より高度な専門性を備え、多

角的・総合的な支援を地域に根付かせていく

実践力」及び「医科学を取り入れて福祉健康科

学を深化させる研究力」の基盤を培うために、

地域共生社会の理念を学ぶとともに、健康医

科学・福祉社会科学・心理学に関する基礎理論

を学ぶ。また、いかにこれらの領域を結節さ

せ、「地域共生社会」の実現に貢献することが

できるかについても考える。 

 

（オムニバス方式／全 8回） 

（1 相澤 仁／2回） 

 地域共生社会について詳述する。 

（11 片岡 晶志／1回） 

 健康医科学（医科学概論）の基礎理論につ

いて詳述する。 

（12 上白木 悦子／1回） 

 福祉社会科学（医療ソーシャルワーク概

論）の基礎理論について詳述する。 

（13 河上 敬介／1回） 

 健康医科学（理学療法学概論）の基礎理論

について詳述する。 

（53 中里 直樹／1回） 

 心理学（社会心理学概論）の基礎理論につ

いて詳述する。 

（60 溝口 剛／1回） 

 心理学（臨床心理学概論）の基礎理論につ

いて詳述する。 

（61 三好 禎之／1回） 

 福祉社会科学（福祉行政概論）の基礎理論

について詳述する。 

福祉健康科学特論Ⅱ 福祉健康科学特論Ⅱ 
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福祉健康科学特論Ⅰで得た「福祉健康科学」

と「地域共生社会」に関する理解に基づき、健

康医科学、社会福祉科学、臨床心理学の専門的

な視点や技法がいかに「地域共生社会」の実現

に役立つのか、具体的な取組事例（個の支援お

よび地域・コミュニティ支援）にも触れながら

深く学ぶ。また、それらの視点を結節させ、連

携と恊働のもとに、「地域共生社会」を牽引す

る方策あるいは資質・能力について考究する。

これにより、医療、福祉、心理を俯瞰し、多角

的・総合的な支援を実践できる知識と技術の

伸長を進める。 

 

（オムニバス方式／全 15 回） 

（⑤ 河上 敬介／4回） 

 地域共生社会における健康医科学につい

て詳述する。 

（⑦ 渡邉 亘／3回） 

 地域共生社会の実現に向けた必要な資質

能力について詳述する。 

（⑧ 飯田 法子／4回） 

 地域共生社会における臨床心理学につい

て詳述する。 

（⑨ 川村 岳人／4回） 

  地域共生社会における福祉社会科学につ

いて詳述する。 

福祉健康科学特論Ⅰで学んだ基礎知識を踏

まえつつ、さらに健康医科学・福祉社会科学・

心理学の各領域における支援と研究の動向や

最新の知見に触れることによって、本研究科

が重視する「地域共生社会の概念を理解し、多

角的な方向からその実現を担うことができる

パイオニア」となるための資質能力、すなわち

「より高度な専門性を備え、多角的・総合的な

支援を地域に根付かせていく実践力」及び「医

科学を取り入れて福祉健康科学を深化させる

研究力」を伸長させる。 

 

 

（オムニバス方式／全 8回） 

（11 片岡 晶志／1回） 

 健康医科学の最新の支援実践に関するテ

ーマについて詳述する。 

（12 上白木 悦子／1回） 

 福祉社会科学の最新の支援実践に関する

テーマについて詳述する。 

（17 兒玉 雅明／1回） 

 健康医科学の最新の研究深化に関するテ

ーマについて詳述する。 

（43 渡邉 亘／2回） 

 地域共生社会の実現に向けた必要な資質

能力について詳述する。 

（61 三好 禎之／1回） 

 福祉社会科学の最新の研究深化に関する

テーマについて詳述する。 

（62 村上 裕樹／1回） 

 心理学の最新の研究深化に関するテーマ

について詳述する。 

（64 岩野 卓／1回） 

  心理学の最新の支援実践に関するテーマ

について詳述する。 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

５．＜科目の内容が不適切＞  

福祉社会科学分野の科目について，科目の内容が学部教育の内容である科目が見受けられるため，

大学院として適切な科目内容，例えば「研究の論点を解説する」内容や，「社会科学的認識」を身

に付けるような科目内容に改めること。特に「社会福祉の基礎」については，「社会福祉の支援の

実際についてイメージを持つこと」が到達目標では，大学院の教育内容とは言えないため，科目の

到達目標や内容を改めるとともに，科目名称についても「社会福祉原理論」にするなど適切な科目

名に改めること。 

（対応方針） 

 ・「社会福祉の基礎」に関し，社会福祉関連の講義を受講したことが無い学生向けに開設すること

としていたが，審査意見を踏まえ，科目内容，到達目標，科目名称を大学院の教育内容となるよ

う改める。 

なお，この変更に伴い，補助学習に関する説明を加える。 

 
（具体的説明） 

 「社会福祉の基礎」については，当初社会福祉の講義を受講したことの無い学生を対象とした科目

として作成していたため，内容が大学院レベルではなく，学部生向けのレベルになっていた。今回指

摘を受け，大学院レベルの内容及び到達目標に改めるとともに，科目名称についても「社会福祉原理

論」に改めることとした。 

 なお，社会福祉を学んだことの無い学生への対応としては，オフィスアワーを利用した補助学習や

学習資料の提供等で行うこととする。 
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（新旧対照表）授業科目の概要 社会福祉原理論 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅳ 教育課程編成の考え方及び特色 

 ４ 発展科目の特色について（１６～１７ページ） 

新 旧 

社会福祉原理論 

この講義は、社会福祉が実現すべき地域共

生社会のありようについて明確なイメージを

得ること及び、地域共生社会を実現するため

に、社会福祉の理論研究や歴史研究がいかな

る課題を見出してきたのかを追究する。社会

福祉は個人のウェルビーイングや地域課題の

解消を目指す社会システムの 1 つであるが、

それ自体が制度の狭間といった課題を生み出

すという限界も合わせもって展開してきた。

この講義ではその現実を直視し、その到達点

と課題を理解したうえで今後のありようを具

体的に議論するための基礎を提供することを

目指す。 

社会福祉の基礎 

 学部で社会福祉の研究をする機会がなかっ

た学生を主な対象として、社会福祉の現状と

その研究の到達点を概説する。ミクロレベル、

メゾレベル、マクロレベルにおける社会福祉

のあり方とその課題を理解し説明できること

を目的としている。 

新 旧 

②福祉関連科目群 

（略） 

 

（削除） 

 

 

 

（略） 

他領域の学生も履修する科目として，福祉

領域の骨格を学ぶことのできる「福祉心理学

特論」「社会福祉原理論」を設定する（選択必

修科目）。「福祉心理学特論」に関しては，虐待，

DV，障害者福祉，児童家庭福祉など，福祉領域

における多岐にわたる支援に関して学ぶもの

であり，他領域とのかかわりも深い。また，「社

会福祉原理論」については，地域の福祉問題を

構造的に理解し，複合的なニーズを抱える

②福祉社会科学コース 

（略） 

 

また，本コースでは主に社会人の入学を想

定しており，社会福祉に関する専門的な学び

の導入科目として「社会福祉の基礎」を履修

するよう指導する。 

（略） 

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

 ２ 教育方法及び履修指導方法 （４）補助教育について（２２ページ） 

 
  

人々の支援に関して学ぶものであり，本研究

科の定義する地域共生社会とも関連が深いも

のである。 

新 旧 

（４）補助教育について 

入学者選抜において各領域の基礎知識を問うため，前提となる

知識が大幅に不足した学生が入学してくることは考え難い。しか

しながら，特定の領域について知識がやや少ない場合や，学生自

身が特定の領域について改めて学び直すことを希望する場合が考

えられる。また，他領域の科目に関して前提となる知識が十分に

ない場合も想定される。その場合は，オフィスアワーを利用した

補充学習や，学習資料や文献の提供，講義で取り上げた内容に関

する解説資料の提供等について配慮する。さらに，授業の修得度

に大きな差が生じている場合は，学務委員会の掌理の下，主指導

教員や当該科目の担当教員等が密に連絡をとり，学生との面談を

行う中で，具体的なの様子を把握し，それに応じて事前事後の学

習のサポート，基礎的知識に関する資料や専門用語に関する解説

資料の配布，グループでの学び合いを導入するといった授業進行

に関する工夫等の配慮を行う。 

さらに，研究科の教員は，授業の進め方や学生指導に関する FD

を活用し，日頃から学生の学びを適切なものとするための配慮や

工夫について研鑽を積むこととする。 

（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

６．＜２校地での教育方法が不明確＞  

２校地での教育方法が不明確であるため，以下の点について明確にすること。 

（１）学生が使用する研究室等の施設・設備について，本専攻の専用として研究室等が準備されてい

るのか，別校地で教育を行っている学生の待機場所の確保がされているのか等，施設・設備の状況

について明確にすること。その際に，校地校舎の図面の色分けも適切に改めること。 

（対応方針） 

・２つのキャンパスに研究室，学生の待機場所などが確保されていることの説明が不足していたた

め，審査意見を踏まえて説明を追加する。 

・校地校舎の図面に関しても，審査意見を踏まえ，基礎となる学部との共用部分，他学部・他研究科

との共用部分が明確となるよう，色分けを適切に改める。 

 
（具体的説明） 

学生が使用する研究室については，今回統合する教育学研究科及び福祉社会科学研究科（旦野原キ

ャンパス：現行の入学定員合計 18 人），医学系研究科（挾間キャンパス：現行の入学定員合計 15 人）

において使用している研究室等を本研究科において使用する。２校地で教育研究を行う学生に必要

な研究室，自習室を十分に確保する。 

 また，各キャンパスに学生が自由に使用できる共用演習室や自習室，学生ラウンジ等を配備してお

り，別キャンパスから移動してきた学生の待機場所も十分に確保する。 

 以上の事項が明確となるよう，基礎となる学部との共用部分（黄色）及び他学部・研究科等との共

用部分（青色）について，別添の校地校舎の図面において，色分けして示す。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       XIII ２以上の校地において教育研究を行う場合（３６ページ） 

 
  

新 旧 

３．学生が使用する研究室等の施設・設備につ

いて 

学生が使用する研究室については，今回統

合する教育学研究科及び福祉社会科学研究科

（旦野原キャンパス：現行の入学定員合計 18

人），医学系研究科（挾間キャンパス：現行の

入学定員合計 15 人）において使用している研

究室等を本研究科において使用する。２校地

で教育研究を行う学生に必要な研究室，自習

室を十分に確保する。 

また，各キャンパスに学生が自由に使用で

きる共用演習室や自習室，学生ラウンジ等を

配備しており，別キャンパスから移動してき

た学生の待機場所も十分に確保する。 

（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（２）健康医科学コースを担当する教員が，医学部又は福祉健康科学部を担当する教員で構成されて

おり，２キャンパスにまたがると思われる。１つのコースの学生が２校地に分かれて教育を受ける

としても適切に教育が行えることを説明すること。 

（ポイント・対応方針） 

・２校地に分かれての教育に関する説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，以下の事項につい

て説明を加える。 

（１）受講科目は，原則としてテレビ会議を利用し，学生の便宜を図るが，ディスカッションやプ

レゼンテーション等で教員が１校地で行う必要があると認める場合は，事前に周知した上で，

１校地で講義を実施すること。 

（２）時間外学習や課題の指示，課題の提出，資料の提示については，学習支援システムを使用し，

学生との迅速・円滑なコミュニケーションを図ること。 

（３）学務委員会，学務係及び関係教員が協力して学修実態と困りの状況を把握するとともに，コ

ース教員会議を定期的に開くことにより，学生の取組状況等について共有し，必要に応じて連

携による対応について検討する機会を設けること。 

 

（具体的説明） 

【テレビ会議システムの活用】 

健康医科学コースの学生は，指導教員が所属するキャンパスにおいて研究等に取り組むため，1つ

のコースで２キャンパスにまたがることが想定される。 

その際，講義については，原則としてテレビ会議システムを利用して受講するが，担当教員がディ

スカッションやプレゼンテーション等１つの教室に集まって講義を行うことが適切と判断した場合

は，前もって学生に通知し，１つの教室で行うこととする。 

なお，必修科目，選択必修科目，及び医療関連科目群と福祉関連科目群の多くは原則として６限に

行うため，他のキャンパスで受講する際も直接開講地となるキャンパスに登校する形となり，科目履

修に伴う移動の負担は発生しないものと考えている。また，５限及び７限に開講する科目はない。こ

のため，学生がキャンパス間を移動する必要はほとんどない。 

 
【学習支援システムの活用】 

 時間外学習や課題の指示，課題の提出，資料の提供については，ウェブ上の学習支援システム

（moodle）を使用し，迅速・円滑なコミュニケーションを図る。 

 
【コース教員会議の開催】 

 学務委員会，学務係及び関係教員が協力して学修実態と困りの状況を把握するとともに，コース教

員会議を定期的にもつことにより，学生の取組状況等について関係教員間で共有し，必要に応じて連

携による対応を行う。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       XIII ２以上の校地において教育研究を行う場合（３６～３７ページ） 

新 旧 

１．２校地での講義について 

学生は，原則として，指導教員が所属するキ

ャンパスで受講する。そのことにより，特に，

健康医科学コースの学生が，1つのコースで２

キャンパスにまたがること想定される。 

２キャンパスで受講する学生がいる科目に

ついては，講義と共に質疑をリアルタイムで

進行するテレビ会議システムを利用する。テ

レビ会議システムでは，2画面を使用し，受信

側の教室では，教員の映像や音声を視聴する

画面と，授業に使用する教材等を投影する画

面を配信する。配信側の画面には，教材等の画

面と，受信側の学生の画面を配信することに

より，教員が別キャンパスの学生の受講状況

を確認しながら講義を進めることができる。

質問等については，マイクを通じて双方向に

会話をすることが可能となっており，他方の

キャンパスの学生の質問等にも対応すること

ができる。そのため，同一教室で行うのと同等

な授業内容を提供することができる。 

ただし，担当教員がディスカッション等一

つの教室に集まって講義を行うことが適切と

判断した場合は，事前に学生に通知し，一つの

教室で行うこととする。 

 

（加える） 

両キャンパスの距離は約 10km であるが，基礎

科目をはじめとして全ての授業でテレビ会議

システムが利用できるよう，４部屋の整備と

ポータブルのテレビ会議システムも３台を整

備し，授業での使用を可能としている。 

２．キャンパス間移動に係る学生の負担につ

いて 

テレビ会議システムを使用するため，また，

必修科目，選択必修科目，及び医療関連科目群

と福祉関連科目群の多くは６限に行われ，５

限及び７限に開講する科目はないため，学生

は直接開講地となるキャンパスに登校するの

みであり，学生がキャンパス間を移動する必

要はほとんどない。（資料２２「時間割」） 

また，１から４限に科目履修をしており，６限

（加える） 

 

 

 

 

 

このため，キャンパス間移動の必要はほとん

どない。 

このようにして，学生・教員共に各拠点におい

てほとんどの活動ができるようなカリキュラ
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科目でディスカッション等を行うために他キ

ャンパスに移動する必要が生じた場合も，キ

ャンパス間は，自家用車で約 30 分程度，路線

バス及び鉄道で約 40分程度で移動可能な距離

であり問題ない。学生用の駐車場も完備して

おり，不便は生じない。 

ム編成としているが，仮に，キャンパス間移動

が必要な場合，自家用車で約 30 分程度，路線

バス及び鉄道で約 40分程度で移動可能な距離

であり問題ない。 

４．学生の状況の把握について 

学生の履修状況や講義への取組状況に関し

て，学務委員会，学務係及び関係教員が協力し

て学修実態と困りの状況を把握するととも

に，コース教員会議を定期的にもつことによ

り，学生の状況を関係教員間で共有し，必要に

応じて連携による対応について検討する機会

を設ける。 

（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（３）他のキャンパスで開講されている科目は，テレビ会議システムを使用して，学生や教員が移動

しないように配慮するとしているが，テレビ会議システムで本専攻の教育目標を達成できるだけ

の教育内容や教育方法になっていることを明確にすること。その際，学生がどの科目をどこでどの

様に受講するのかについても，時間割を用いるなどして説明すること。 

（対応方針） 

・テレビ会議システムを活用することで，同一会場で実施する場合と同等の教育の質を担保できると

考えるが，説明が不十分であったため，審査意見を踏まえ，テレビ会議システムに関する説明を加

えるとともに，ディスカッション等の場合は，事前に周知した上で１校地で実施する旨の説明を加

える。 

・審査意見を踏まえ，テレビ会議システムを使用し，両キャンパスから受講できる科目を時間割に記

載する。 

 

（具体的説明） 

学生は，原則として，指導教員がいるキャンパスで講義を受講する。そのことにより２キャンパス

で受講する学生がいる講義については，講義と共に質疑をリアルタイムで進行するテレビ会議シス

テムを利用する。本システムでは，２画面を使用し，受信側の教室では，教員の映像や音声を視聴す

る画面と，授業に使用する教材等を投影する画面を配信する。配信側の画面には，教材等の画面と，

受信側の学生の画面を配信することにより，教員が別キャンパスの学生の受講状況を確認しながら

講義を進めることができる。質問等については，マイクを通じて双方向に会話をすることが可能とな

っており，他方のキャンパスの学生の質問等にも対応することができる。そのため，同一教室で行う

のと同等な授業内容を提供することができる。（補足資料６「時間割」） 

ただし，担当教員がディスカッション等１つの教室に集まって講義を行うことが適切と判断した

場合は，事前に学生に通知し，１つの教室で行うこととする。 

 なお，テレビ会議システムを使用できる科目については，履修の手引き等における科目一覧におい

て明示し，個別の履修指導において活用できるようにする。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       XIII ２以上の校地において教育研究を行う場合（３６ページ） 

 
  

新 旧 

１．２校地での講義について 

学生は，原則として，指導教員が所属するキ

ャンパスで受講する。そのことにより，特に，

健康医科学コースの学生が，1つのコースで２

キャンパスにまたがること想定される。 

２キャンパスで受講する学生がいる科目に

ついては，講義と共に質疑をリアルタイムで

進行するテレビ会議システムを利用する。テ

レビ会議システムでは，2画面を使用し，受信

側の教室では，教員の映像や音声を視聴する

画面と，授業に使用する教材等を投影する画

面を配信する。配信側の画面には，教材等の画

面と，受信側の学生の画面を配信することに

より，教員が別キャンパスの学生の受講状況

を確認しながら講義を進めることができる。

質問等については，マイクを通じて双方向に

会話をすることが可能となっており，他方の

キャンパスの学生の質問等にも対応すること

ができる。そのため，同一教室で行うのと同等

な授業内容を提供することができる。 

ただし，担当教員がディスカッション等一

つの教室に集まって講義を行うことが適切と

判断した場合は，事前に学生に通知し，一つの

教室で行うこととする。 

 

両キャンパスの距離は約 10km であるが，基礎

科目をはじめとして全ての授業でテレビ会議

システムが利用できるよう，４部屋の整備と

ポータブルのテレビ会議システムも３台を整

備し，授業での使用を可能としている。 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（４）本専攻の専任教員が学部での教育も行う中で，実際にキャンパスを移動することなく教育を行

えるのか不明確なため明らかにすること。その際に，教員の負担が過度ではないことも説明するこ

と。 

（対応方針） 

・教員の負担に関する説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，テレビ会議システムを活用する

ことで，基本的には教員に授業に伴う移動の負担は生じないことの説明を加える。あわせて，テレ

ビ会議システムの操作については，事務職員が補佐し，マニュアルも準備するため過度な負担は生

じないことを説明する。 

 

（具体的説明） 

本専攻の専任教員のほぼ全ての教員が，学部での教育や指導を担当しているが，学部で教育を行っ

ているキャンパスと同じキャンパスからテレビ会議システムを使用し，本研究科の授業を行うこと

ができるため，科目担当に伴う移動の負担は原則として生じない。 

また，テレビ会議システムの操作については，事務職員が補佐するとともに，マニュアルを完備し

ており，操作も簡単なため，教員の負担も少なく使用することができる。 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       XIII ２以上の校地において教育研究を行う場合（３７ページ） 

 
  

新 旧 

５．教員の負担について 

本専攻の専任教員のほぼすべての教員が，

学部での教育や指導を担当しているが，学部

で教育を行っているキャンパスと同じキャン

パスからテレビ会議システムを使用し，本研

究科の授業を行うことができるため，科目担

当に伴う移動の負担は生じない。 

また，テレビ会議システムの操作について

は，事務職員が補佐するとともに，マニュアル

を完備しており，操作も簡単なため，教員の負

担も少なく使用することができる。 

（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（５）３コース合同で行う科目があり，学生や教員がキャンパス間を移動する必要が出てくることも

想定されるが，学生及び教員がキャンパス間を移動する場合に交通手段等の問題が無いことを説

明すること。 

（対応方針） 

・学生のキャンパス移動に関する説明が不十分であったため，テレビ会議システムを活用し，かつ開

講時間の設定に配慮を加えることによって，基本的に履修に伴うキャンバス間移動の負担は生じ

ないことを説明する。また，日中に科目を履修している場合でも，十分移動の時間を確保できるこ

とを説明する。 

・教員の負担に関する説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，科目担当に伴う教員の移動が原

則として無いことを説明する。 

 

（具体的説明） 

【学生の移動に関する負担】 

 テレビ会議システムを活用して授業を行うため，また必修科目，選択必修科目，及び医療関連科目

群と福祉関連科目群の多くは６限に行われ，５限及び７限に開講する科目はないため，学生は直接開

講地となるキャンパスに登校するのみであり，学生がキャンパス間を移動する必要はほとんどない。

（補足資料６「時間割」） 

 また，１から４限に科目履修をしており，６限科目でディスカッション等を行うために他キャンパ

スに移動する場合も，キャンパス間は自家用車で約 30 分程度，路線バス及び鉄道で約 40 分程度で移

動可能な距離であり問題ない。学生用の駐車場も完備しており，不便は生じない。 

 
【教員の移動に関する負担】 

 本専攻の専任教員のほぼ全ての教員が，学部での教育や指導を担当しているが，学部で教育を行

っているキャンパスと同じキャンパスからテレビ会議システムを使用し，本研究科の授業を行うこ

とができるため，科目担当に伴う移動の負担は，ディスカッション等のために教員が１校地で行う

必要があると判断した場合を除き，原則として生じない。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       XIII ２以上の校地において教育研究を行う場合（３６～３７ページ） 

 
  

新 旧 

２．キャンパス間移動に係る学生の負担につ

いて 

テレビ会議システムを使用するため，また，

必修科目，選択必修科目，及び医療関連科目群

と福祉関連科目群の多くは６限に行われ，５

限及び７限に開講する科目はないため，学生

は直接開講地となるキャンパスに登校するの

みであり，学生がキャンパス間を移動する必

要はほとんどない。（資料２２「時間割」） 

また，１から４限に科目履修をしており，６限

科目でディスカッション等を行うために他キ

ャンパスに移動する必要が生じた場合も，キ

ャンパス間は，自家用車で約 30 分程度，路線

バス及び鉄道で約 40分程度で移動可能な距離

であり問題ない。学生用の駐車場も完備して

おり，不便は生じない。 

（加える） 

 

 

 

 

 

このため，キャンパス間移動の必要はほとん

どない。 

このようにして，学生・教員共に各拠点におい

てほとんどの活動ができるようなカリキュラ

ム編成としているが，仮に，キャンパス間移動

が必要な場合，自家用車で約 30 分程度，路線

バス及び鉄道で約 40分程度で移動可能な距離

であり問題ない。 

５．教員の負担について 

本専攻の専任教員のほぼすべての教員が，

学部での教育や指導を担当しているが，学部

で教育を行っているキャンパスと同じキャン

パスからテレビ会議システムを使用し，本研

究科の授業を行うことができるため，科目担

当に伴う移動の負担は生じない。 

また，テレビ会議システムの操作については，

事務職員が補佐するとともに，マニュアルを

完備しており，操作も簡単なため，教員の負担

も少なく使用することができる。 

（加える） 



85 
 

（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

７．＜入学者選抜の方針が不明確＞ 

社会人入試を行うとしているが，社会人の定義，社会人選抜の入試方法について明らかにするこ

と。その際に，アドミッション・ポリシーに沿った入学者選抜となっていることも明確にすること。 

（対応方針） 

・社会人の定義及び選抜方法について，説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，説明を加える。 

・社会人入試が，アドミッション・ポリシーとの対応で，入学者選抜においてどのように評価するか

の説明を加える。 

・一般入試と社会人入試の違いが明確となるよう，一般入試に関する記述も加える。 

 

（具体的説明） 

【社会人入試にかかる社会人の定義及び社会入試の選抜方法】 

 社会人入試については，社会人の定義を「志望するコースの職務に関連する２年以上の経験を有す

る者」とする。 

 また，社会人入試の選抜方法については，筆記試験および口述試験を行うことを考えている。 

 
【社会人入試におけるアドミッション・ポリシーとの対応】 

 設置の趣旨等を記載した書類の「求める人材像」について，以下のように記述している。 

--------------- 

健康医科学コースでは「健康医科学（理学療法学や生命科学等）に関する基礎知識を有し，健康医科学

に関する臨床実践・行政・研究を牽引するとともに，「地域共生社会」の実現に携わりたい人」，福祉社会

科学コースでは「福祉社会科学に関する基礎知識を有し，福祉社会科学に関する実践・行政・研究を牽引

するとともに，「地域共生社会」の実現に携わりたい人」 

--------------- 

 

また，「入学者選抜の基本方針」について，以下のように記述している。 

--------------- 

「医療，福祉，心理いずれかの基本的知識を持つとともに，「地域共生社会」の理念に立って福祉健康科

学における自らの専門分野の意義を多角的な視点で学ぼうとする意欲を持つ人を求める」こととし，社会

人入試においては「社会経験にもとづく明確な問題意識を持つと同時に，自らの専門性をさらに高めよう

とする意欲を持つ人を求める」 

--------------- 

 

 以上のことに基づき，社会人選抜では，筆記試験において，志望するコースに関する基礎知識に加

え，これまでの職務経験を通じてどのような取組をし，どのように「地域共生社会」や福祉健康科学

への関心や認識を醸成してきたかといったことを評価する。また，口述試験では，志願動機や学修計

画・研究計画を問うとともに，「地域共生社会」や福祉健康科学に関する課題を多角的な視点で学ぼ

うとする意欲等について評価する。 
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【一般入試の概要】 

 一般入試では，前掲の入学資格を満たす者に対して筆記試験と口述試験を行う。筆記試験では志望

するコースに関する基礎知識や研究の実施に関する基礎的な資質・能力について評価する。口述試験

では，志願動機や学修計画・研究計画を問うとともに，「地域共生社会」や福祉健康科学に関する課

題を多角的な視点で学ぼうとする意欲等について評価する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅸ 入学者選抜の概要 

２ 選抜方法 （３）入学者選抜方法（３０ページ） 

 
 
  

新 旧 

（３）入学者選抜方法 

入試では，アドミッション・ポリシーに定め

る資質・能力を十分評価できるよう，筆記試験

及び口述試験を各コースにおいて実施する。

なお，一般入試とは別に，志望するコースの職

務に関連する経験を有する社会人を積極的に

受入れるため社会人入試を実施する（臨床心

理学コースは除く）。 

 一般入試では，前掲の入学資格を満たす者

に対して筆記試験と口述試験を行う。筆記試

験では志望するコースに関する基礎知識や研

究の実施に関する基礎的な資質・能力につい

て評価する。口述試験では，志望動機や学修計

画・研究計画を問うとともに，「地域共生社会」

や福祉健康科学に関する課題を多角的な視点

で学ぼうとする意欲等について評価する。 

 社会人入試については，社会人の定義を「志

望するコースの職務に関連する２年以上の経

験を有する者」とする 。社会人選抜では，筆

記試験において，志望するコースに関する基

礎知識に加え，これまでの職務経験を通じて

どのような取組をし，どのように「地域共生社

会」や福祉健康科学への関心や認識を醸成し

てきたかといったことを評価する。また，口述

試験では，志望動機や学修計画・研究計画を問

うとともに，「地域共生社会」や福祉健康科学

に関する課題を多角的な視点で学ぼうとする

意欲等について評価する。 

（３）入学者選抜方法 

入試では，アドミッション・ポリシーに定め

る資質・能力を十分評価できるよう，筆記試験

及び口述試験を各コースにおいて実施する。

なお，一般入試とは別に，実践経験を有する社

会人を積極的に受入れるため社会人入試を実

施する（臨床心理学コースは除く）。 

 

（加える） 



88 
 

（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

８．＜学生負担の説明が不十分＞ 

心理コースの学生について，実習を伴う教育課程となっており，他のコースより負担が大きいと考

えられる。一つの専攻に３コースを設置する計画であるが，他コースと同様の研究指導等が行える

教育課程であり，心理コースの学生に過度な負担が無いことを明確にすること。その際に，学生が

無理なく受講できることを，時間割及び履修スケジュールを示すことで説明すること。さらに，資

格取得に必要な科目数も具体的に記す等して，適切な科目配置になっていることを説明すること。 

（対応方針） 

 ・履修指導及び学生への負担についての記載が不明確であったため，審査意見を踏まえ，関係科目

の開講曜日・時限について，バランスのとれた履修ができるよう配慮し，履修モデルを用いて説

明することに加え，資格取得に必要な科目についても資料により学生へ具体的に提示すること

を説明する。 

 ・実習の負担について，記述が不十分であったため，審査意見を踏まえ，学習支援システム，コー

ス教員会議，学外実習施設との密な連携により，学生の状況を把握し，過重な負担があれば調整

を行うことを追加する。 

 
（具体的説明） 

【個別の履修指導と関係科目の開講曜日・時限の整理】 

学生に過重な負担がかからないようにするために，まず，入学当初に臨床心理学コースの担当教員

が履修の手引き等を用いて，全体の科目構成や各科目で取り上げる内容の系統性，具体的な受験資格

関係科目を示すとともに，履修モデルを参考に，各年次，各セメスターを通じてバランスのとれた履

修計画を作成するよう個別に履修指導を行う。（補足資料７「臨床心理学コース 履修モデル」） 

（補足資料８「公認心理師及び臨床心理士の資格取得に係る科目一覧」） 

 
【学内・学外実習における過剰負担の回避と負担の調整】 

実習科目は，学内実習・学外機関の都合に合わせて柔軟に対応する必要がある上，その都度準備や

省察も求められるため，余裕のある時間設定が必要となる。実習の時間設定にゆとりがあれば，他の

授業の準備や自主学習に取り組む時間も確保される。こうしたことを踏まえて，およそ水曜日に学外

実習を多く行い，その他の平日については午前中に講義・演習科目を多く履修し，午後に実習に関す

る学習時間をあてることができるよう，各科目の開講曜日・時限をあらかじめ設定する。 

さらに，学内実習では，学内実習施設における支援担当が過重にならないよう，本学の学習支援シ

ステム（moodle）によって実習時間と内容を継続的に確認するとともに，コース教員会議を定期的に

開き，個々の学生の実習の取組状況や量的・質的負担の実態を確認する。その上で，適宜実習の量や

中身を学生の状況にあったものに調整する。 

学外実習では，学外施設ごとの担当教員を定め，施設との連携体制を明確にするとともに，実習中

に施設の巡回を行うことによって，学生の取組状況を確認し，必要に応じて実習内容の調整を行う。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

２．教育方法及び履修指導方法 

（１）オリエンテーション及び個別の履修指導（２０～２１ページ） 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

新 旧 

（１）オリエンテーション及び個別の履修指

導 

入学時に，学生に対しシラバスや履修の手

引きを作成・配付するとともに，担当教員によ

るオリエンテーションを行い，科目編成に関

する基本的な考え方，科目群の構成，履修の系

統性及び順序性，授業の計画（目的，方法，内

容，評価等），実習科目に関する注意事項（倫

理的な配慮等），修了要件等について周知す

る。（資料１３「授業科目の履修方法と体系

図」）学生の履修計画については，主指導教員

が個別に面談をしながら進め，学生の関心や

研究テーマと履修科目のマッチングをサポー

トしたり，履修に関する困りに対応すること

とする。 

また，他領域の発展科目については，各領域

の骨格となる理論と技法を学ぶ科目を選択必

修科目として指定するが，他領域の発展科目

をさらに履修する場合には，主指導教員が個

別の履修指導によって，学生の意向に沿って

いるか，学生の関心や研究テーマと適合して

いるか，負担は過重になっていないかといっ

たことを確認しながら進めることとする。 

また，臨床心理学コースでは，公認心理師資格

取得や臨床心理士資格取得を目指す学生に対

し，履修の手引きにおいて必要となる科目を

明示するとともに，履修モデルを参考に，各年

次，各セメスターを通じてバランスのとれた

履修計画を作成するよう主指導教員が個別に

履修指導を行う。（資料１４「臨床心理学コー

ス履修モデル」） 

 

（加える） 

入学時に，学生に対しシラバスや履修の手

引きを作成・配付するとともに，担当教員によ

るオリエンテーションを行い，科目編成に関

する基本的な考え方，科目群の構成，履修の系

統性及び順序性，授業の計画（目的，方法，内

容，評価等），実習科目に関する注意事項（倫

理的な配慮等），修了要件等について周知す

る。（加える） 
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      Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

２．教育方法及び履修指導方法 

（３）学生負担への対応（２１～２２ページ） 

新 旧 

（３）学生負担への対応 

主指導教員や研究科の学務係を履修に関す

る相談窓口として位置付けるとともに，学務

委員会を中心として，主指導教員，科目担当教

員等が密に連絡する体制を作ることによっ

て，学生の負担や学びに関する困りを可能な

限り迅速に把握できるようにする。主指導教

員や研究科の学務係を相談窓口とすることは

履修の手引きに明記し，教員のオフィスアワ

ーについては資料として配付する。また，時間

外学習や課題の指示，課題の提出，資料の提供

については，ウェブ上の学習支援システム

（moodle）を使用することで，負担の軽減を図

る。 

臨床心理学コースの学生は他コースに比べ

て負担が大きく，特に心理学関連の実習科目

は，学内実習・学外機関の都合に合わせて柔軟

に対応する必要がある上，その都度準備や省

察も求められるため，余裕のある時間設定が

必要となる。実習の時間設定にゆとりがあれ

ば，他の授業の準備や自主学習に取り組む時

間も確保される。こうしたことを踏まえて，お

よそ水曜日に学外実習を多く行い，その他の

平日については午前中に講義・演習科目を多

く履修し，午後に実習に関する学習時間をあ

てることができるよう，各科目の開講曜日・時

限をあらかじめ設定する。 

さらに，学内実習では，学内実習施設におけ

る支援担当が過重にならないよう，本学の学

習支援システム（moodle）によって実習時間と

内容を継続的に確認するとともに，コース教

員会議を定期的に開き，個々の学生の実習の

取組状況や量的・質的負担の実態を確認する。

その上で，適宜実習の量や中身を学生の状況

（加える） 

本研究科は異なる分野を結節した研究科で

あるため，前提となる知識が十分でない学生

が履修する場合には，基礎的な知識を学ぶこ

とのできる科目を履修するよう指導を行うと

ともに，自主的な学修の取組を支援するため

に基本的な文献の指示及びオフィスアワーで

の対応を行い，学修が円滑に進むよう配慮す

る。 
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にあったものに調整する。 

学外実習では，学外施設ごとの担当教員を定

め，施設との連携体制を明確にするとともに，

実習中に施設の巡回を行うことによって学生

の取組状況を確認し，必要に応じて実習内容

の調整を行う。 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

９．＜公認心理師受験資格取得に関する教育課程が不明確＞ 

取得可能な資格として，公認心理師をあげているが，アドミッション・ポリシーにおいて学部で公

認心理師取得に必要な科目を取得していることを条件としておらず，本専攻が公認心理師資格の

取得を目的としたコースであるのか不明確であるため，以下の点を含め明らかにすること。 

（１）公認心理師取得を目的とする学生が，公認心理師を取得するために必要な科目をどの様に履修

するのか明確にすること。 

 

（対応方針） 

・資格取得に必要な科目と開講科目との対応について，記載が不十分であったため，審査意見を踏ま

え，履修の手引き等に必要な科目を明記し，資格取得を目指す学生の便宜を図ることを説明する。 

・また，学生負担に関しても，負担が大きくなりすぎないよう履修指導を行うことを説明する。 

 
（具体的説明） 

公認心理師の資格取得を目指す学生が，そのために必要な科目をどのように履修するかについて

は，履修の手引き等を作成し，該当する科目を明示するとともに，主指導教員が履修の手引きと履修

モデルを用いながら，各年次，各セメスターを通じてバランスのとれた履修計画を作成するよう個別

に履修指導を行う。（補足資料７「臨床心理学コース 履修モデル」）（補足資料８「公認心理師及び

臨床心理士の資格取得に係る科目一覧」） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

２．教育方法及び履修指導方法 

（１）オリエンテーション及び個別の履修指導（２０～２１ページ） 

 
  

新 旧 

（１）オリエンテーション及び個別の履修指

導 

入学時に，学生に対しシラバスや履修の手

引きを作成・配付するとともに，担当教員によ

るオリエンテーションを行い，科目編成に関

する基本的な考え方，科目群の構成，履修の系

統性及び順序性，授業の計画（目的，方法，内

容，評価等），実習科目に関する注意事項（倫

理的な配慮等），修了要件等について周知す

る。（資料１３「授業科目の履修方法と体系

図」）学生の履修計画については，主指導教員

が個別に面談をしながら進め，学生の関心や

研究テーマと履修科目のマッチングをサポー

トしたり，履修に関する困りに対応すること

とする。 

また，他領域の発展科目については，各領域

の骨格となる理論と技法を学ぶ科目を選択必

修科目として指定するが，他領域の発展科目

をさらに履修する場合には，主指導教員が個

別の履修指導によって，学生の意向に沿って

いるか，学生の関心や研究テーマと適合して

いるか，負担は過重になっていないかといっ

たことを確認しながら進めることとする。 

また，臨床心理学コースでは，公認心理師資

格取得や臨床心理士資格取得を目指す学生に

対し，履修の手引きにおいて必要となる科目

を明示するとともに，履修モデルを参考に，各

年次，各セメスターを通じてバランスのとれ

た履修計画を作成するよう主指導教員が個別

に履修指導を行う。（資料１４「臨床心理学コ

ース履修モデル」） 

（加える） 

 

入学時に，学生に対しシラバスや履修の手

引きを作成・配付するとともに，担当教員によ

るオリエンテーションを行い，科目編成に関

する基本的な考え方，科目群の構成，履修の系

統性及び順序性，授業の計画（目的，方法，内

容，評価等），実習科目に関する注意事項（倫

理的な配慮等），修了要件等について周知す

る。（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（２）公認心理師資格の取得を目的とした構想であるなら，アドミッション・ポリシーを適切に改め

ること。また，資格取得するためには，例えば本専攻に入学する前に学部等で取得が必要な科目が

あること等の資格取得要件についても，学生募集の際に周知が適切に行われる旨を説明すること。 

（対応方針） 

・公認心理師資格取得の位置づけに関する説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，公認心理師

の受験資格取得は可能であるが，第一義的な目的は「地域共生社会」の実現を担うことのできるパ

イオニアとしての資質・能力の涵養と考えていることを説明する。 

・公認心理師資格取得を希望する学生の学部段階での科目履修に関する説明が不足していたため，審

査意見を踏まえ，当該学生に不利益が生じないよう，入学する前に学部等で取得が必要な科目があ

ること等については，学生募集の段階で可能な限り早く周知することを説明する。 

 
（具体的説明） 

 臨床心理学コースでは，公認心理師や臨床心理士の受験資格の取得が可能な科目を整備している

が，第一義的には「地域共生社会」の実現を担うパイオニアとなることのできる資質・能力を涵養す

ることを目的としている。また，法務技官や家庭裁判所調査官等のように，公認心理師資格を必要と

しない職種もあり，修了後にそのような形で心理支援に携わる者も想定される。以上のことから，臨

床心理学コースは公認心理師等の受験資格取得のみを目的とはせず，修了要件にも受験資格の取得

は含めていない。したがって，アドミッション・ポリシーにも，将来公認心理師となることを盛り込

むということは考えていない。 

 ただし，公認心理師の受験資格の取得を希望する志願者を想定し，公認心理師の資格取得が可能で

あることに加えて，入学前に学部等で取得が必要な科目があることを募集要項で明記し，不利益が生

じないようにする。また，募集要項公表後に本研究科の受験を計画している者を対象とした説明会を

開催し，同様のことを十分周知することとする。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅸ 入学者選抜の概要 

２ 選抜方法 （４）資格取得に関する周知事項（３０ページ） 

 
  

新 旧 

（４）資格取得に関する周知事項 

臨床心理学コースでは，公認心理師や臨床

心理士の受験資格の取得が可能な科目を整備

しているが，第一義的には「地域共生社会」の

実現を担うパイオニアとなることのできる資

質・能力を涵養することを目的としている。ま

た，法務技官や家庭裁判所調査官等のように，

公認心理師資格を必要としない職種もあり，

修了後にそのような形で心理支援に携わる者

も想定される。  

以上のことから，臨床心理学コースは公認心

理師等の受験資格取得のみを目的とはせず，

修了要件にも受験資格の取得は含めていな

い。しかしながら，公認心理師の受験資格の取

得を希望する志願者を想定し，公認心理師の

資格取得が可能であることに加えて，入学前

に学部等で取得が必要な科目があることを募

集要項で明記し，不利益が生じないようにす

る。また，募集要項公表後に本研究科の受験を

計画している者を対象とした説明会を開催

し，同様のことを十分周知することとする。 

（加える） 
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（是正事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（３）公認心理師資格の取得を目的としない学生を受け入れる構想であるなら，「前提となる知識が

十分でない学生が履修する場合には，基礎的な知識を学ぶことのできる科目を履修するよう指導

を行う」とあるが，どの様に指導するのかについても明確にすること。 

（対応方針） 

・補助教育についての記載が不十分であったため，審査意見を踏まえ，オフィスアワーを利用した補

充学習や，学習資料や文献の提供，講義で取り上げた内容に関する解説資料の提供等について配慮

することを説明する。 

 
（具体的説明） 

 公認心理師国家試験の受験を希望しない学生は学部等で心理学の科目を履修していない可能性が

あるが，臨床心理学コースの入学者選抜では，アドミッション・ポリシーとして「心理学に関する基

礎知識」を有することを求めており，筆記試験として臨床心理学や基礎心理学の基礎知識を問う科目

を課すため，前提となる知識が大幅に不足した学生が入学してくることは考え難い。 

 しかしながら，特定の領域について知識がやや少ない場合や，学生自身が特定の領域について改め

て学び直すことを希望することが想定される。その場合は，主指導教員の履修指導の下，オフィスア

ワーを利用した補充学習や，学習資料や文献の提供，講義で取り上げた内容に関する解説資料の提供

等について配慮する。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

 ２ 教育方法及び履修指導方法 （４）補助教育について（２２ページ） 

 
 
  

新 旧 

（４）補助教育について 

入学者選抜において各領域の基礎知識を問うため，前提となる

知識が大幅に不足した学生が入学してくることは考え難い。しか

しながら，特定の領域について知識がやや少ない場合や，学生自

身が特定の領域について改めて学び直すことを希望する場合が考

えられる。また，他領域の科目に関して前提となる知識が十分に

ない場合も想定される。その場合は，オフィスアワーを利用した

補充学習や，学習資料や文献の提供，講義で取り上げた内容に関

する解説資料の提供等について配慮する。さらに，授業の修得度

に大きな差が生じている場合は，学務委員会の掌理の下，主指導

教員や当該科目の担当教員等が密に連絡をとり，学生との面談を

行う中で，具体的なの様子を把握し，それに応じて事前事後の学

習のサポート，基礎的知識に関する資料や専門用語に関する解説

資料の配布，グループでの学び合いを導入するといった授業進行

に関する工夫等の配慮を行う。 

さらに，研究科の教員は，授業の進め方や学生指導に関する FD

を活用し，日頃から学生の学びを適切なものとするための配慮や

工夫について研鑽を積むこととする。 

（加える） 
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（改善事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

１０．＜学生への補助教育の説明が不十分＞ 

自コースの専門以外の科目を履修する場合に，学生間で知識の習得度が違うことが想定される。教

育効果に差が出ないような，本学としての学生への配慮について，例えば教育課程外での補助教育

を充実させる等の大学としての学生への配慮に関する説明を充実させること。 

（対応方針） 

・履修指導に関する説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，主指導教員や研究科の学務係を履

修に関する相談窓口として位置付け，学びに関する困りをできる限り迅速に把握する体制を整備

することについて説明する。 

・履修指導に関する説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，学務委員会，主指導教員，科目担

当教員が密な連携のもと，学生とコミュニケーションをとりながら，必要なサポートを行うことを

説明する。 

 
（具体的説明） 

 主指導教員や研究科の学務係を履修に関する相談窓口として位置付けるとともに，学務委員会を

中心として，主指導教員，科目担当教員等が密に連絡する体制を作ることによって，学びに関する困

りをできるだけ迅速に把握できるようにする。主指導教員や研究科の学務係を履修に関する相談窓

口とすることは履修の手引き等に明記し，教員のオフィスアワーについては資料として配付する。 

 予備知識が不足している場合，授業の習得度に差が生じている場合，またそうした事態が生じる可

能性がある場合は，学務委員会の掌理の下，主指導教員や当該科目の担当教員等が密に連絡をとり，

学生との面談を行う中で，具体的な遅れの様子を把握し，それに応じて事前事後の学習のサポート，

基礎的知識に関する資料や専門用語に関する解説資料の配布，グループでの学び合いを導入すると

いった授業進行に関する工夫等の配慮を行う。 

 さらに，研究科の教員は，授業の進め方や学生指導に関する FD を活用し，日頃から学生の学びを

適切なものとするための配慮や工夫について研鑽を積むこととする。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

２．教育方法及び履修指導方法 

（１）オリエンテーション及び個別の履修指導（２０～２１ページ） 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

       Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

 ２ 教育方法及び履修指導方法 （４）補助教育について（２２ページ） 

新 旧 

学生の履修計画については，主指導教員が

個別に面談をしながら進め，学生の関心や研

究テーマと履修科目のマッチングをサポート

したり，履修に関する困りに対応することと

する。 

また，他領域の発展科目については，各領域の

骨格となる理論と技法を学ぶ科目を選択必修

科目として指定するが，他領域の発展科目を

さらに履修する場合には，主指導教員が個別

の履修指導によって，学生の意向に沿ってい

るか，学生の関心や研究テーマと適合してい

るか，負担は過重になっていないかといった

ことを確認しながら進めることとする。 

（加える） 

新 旧 

（４）補助教育について 

入学者選抜において各領域の基礎知識を問うため，前提となる

知識が大幅に不足した学生が入学してくることは考え難い。しか

しながら，特定の領域について知識がやや少ない場合や，学生自

身が特定の領域について改めて学び直すことを希望する場合が考

えられる。また，他領域の科目に関して前提となる知識が十分に

ない場合も想定される。その場合は，オフィスアワーを利用した

補充学習や，学習資料や文献の提供，講義で取り上げた内容に関

する解説資料の提供等について配慮する。さらに，授業の修得度

に大きな差が生じている場合は，学務委員会の掌理の下，主指導

教員や当該科目の担当教員等が密に連絡をとり，学生との面談を

行う中で，具体的なの様子を把握し，それに応じて事前事後の学

習のサポート，基礎的知識に関する資料や専門用語に関する解説

資料の配布，グループでの学び合いを導入するといった授業進行

に関する工夫等の配慮を行う。 

（加える） 
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さらに，研究科の教員は，授業の進め方や学生指導に関する FD

を活用し，日頃から学生の学びを適切なものとするための配慮や

工夫について研鑽を積むこととする。 
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（改善事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

１１．＜科目選択に関する配慮が不明確＞ 

「担当教員によるオリエンテーションを行い，科目編成に関する基本的な考え方，科目群の構成，

履修の系統性及び順序性，授業の計画」等について周知することとしているが，科目数が多く，学

生が履修する科目の選択に迷うことが想定される。学生の意向に沿った科目の選択が行えるよう

に，科目選択の方法に関する配慮についての説明を充実すること。 

（対応方針） 

・履修指導に関する説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，履修指導は，学生と個別に面談を

しながら行うことを説明する。 

・履修指導に関する説明及び公認心理師国家資格に必要な科目と開講科目との関連についての説明

が不足していたため，審査意見を踏まえ，特に臨床心理学コースについて，履修の手引き等を用い

て，公認心理師の対応科目について明示するとともに，個別の履修指導のなかで，資格対応科目を

履修できているか，バランスのとれた履修計画になっているかを確認し，適宜指導を行うことを説

明する。 

 
（具体的説明） 

 学生の履修計画については，主指導教員が個別に面談をしながら進め，学生の関心や研究テーマと

履修科目のマッチングをサポートしたり，履修に関する困りに対応する。 

 さらに，臨床心理学コースは科目数が多く，公認心理師受験資格取得のための科目が含まれるため，

履修の手引きでは，科目一覧においてそれぞれが明確になるよう記載を工夫する。また，履修モデル

により履修計画立案の具体例を示すことで，受験資格取得を希望する学生の便宜を図るとともに，個

別の履修指導のなかで，資格対応科目を履修できているか，バランスのとれた履修計画になっている

かを確認し，適宜指導を行う。 

 また，他領域の発展科目の履修については，各領域の骨格部分を学ぶことができる科目を選択必修

科目として指定するが，他領域の発展科目をさらに履修する場合には，主指導教員が個別の履修指導

によって，学生の意向に沿っているか，学生の関心や研究テーマと適合しているか，負担は過重にな

っていないかといったことを確認しながら進めることとする。（補足資料７「臨床心理学コース 履

修モデル」）（補足資料８「公認心理師及び臨床心理士の資格取得に係る科目一覧」） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅵ 教育方法，履修指導，研究指導の方法及び修了要件 

２．教育方法及び履修指導方法 

（１）オリエンテーション及び個別の履修指導（２０～２１ページ） 

 
  

新 旧 

（１）オリエンテーション及び個別の履修指

導 

入学時に，学生に対しシラバスや履修の手

引きを作成・配付するとともに，担当教員によ

るオリエンテーションを行い，科目編成に関

する基本的な考え方，科目群の構成，履修の系

統性及び順序性，授業の計画（目的，方法，内

容，評価等），実習科目に関する注意事項（倫

理的な配慮等），修了要件等について周知す

る。（資料１３「授業科目の履修方法と体系

図」）学生の履修計画については，主指導教員

が個別に面談をしながら進め，学生の関心や

研究テーマと履修科目のマッチングをサポー

トしたり，履修に関する困りに対応すること

とする。 

また，他領域の発展科目については，各領域

の骨格となる理論と技法を学ぶ科目を選択必

修科目として指定するが，他領域の発展科目

をさらに履修する場合には，主指導教員が個

別の履修指導によって，学生の意向に沿って

いるか，学生の関心や研究テーマと適合して

いるか，負担は過重になっていないかといっ

たことを確認しながら進めることとする。 

また，臨床心理学コースでは，公認心理師資格

取得や臨床心理士資格取得を目指す学生に対

し，履修の手引きにおいて必要となる科目を

明示するとともに，履修モデルを参考に，各年

次，各セメスターを通じてバランスのとれた

履修計画を作成するよう主指導教員が個別に

履修指導を行う。（資料１４「臨床心理学コー

ス履修モデル」） 

（加える） 

入学時に，学生に対しシラバスや履修の手引

きを作成・配付するとともに，担当教員による

オリエンテーションを行い，科目編成に関す

る基本的な考え方，科目群の構成，履修の系統

性及び順序性，授業の計画（目的，方法，内容，

評価等），実習科目に関する注意事項（倫理的

な配慮等），修了要件等について周知する。（加

える） 



103 
 

（改善事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

１２．＜シラバスの記載が不明確＞ 

シラバスについて説明が不十分な個所が見受けられるため，以下の点について該当する科目につ

いて適切に説明を充実させること。 

（１）１単位８回及び２単位１５回の教育内容にイントロダクションやオリエンテーション，まとめ

といった記載に留まっている科目が見受けられるため，教育の内容が単位相当の教育内容である

ことが分かるように記載を充実させること。   

（対応方針） 

・単にイントロダクション，オリエンテーション，ガイダンス，まとめといった記載にとどまってい

た科目及び「〇〇１」「〇〇２」のように内容の違いが分からない科目について，審査意見を踏ま

え，概略を記載することにより，教育内容が分かるよう記載を改める。 

 

（具体的説明） 

 シラバスについて，次のとおり記載内容が不十分であった個所について記載を修正し，充実させた。 

 

（新旧対照表）シラバス 

新 旧 

健康医科学特論 

（略） 

第 3 回：解剖・組織学特論③ 分子生物学研究へ

の期待（濱田） 

（略） 

第 6 回：解剖・組織学特論⑥ リンパ学研究への

期待（紀） 

（略） 

第 9 回：生化学特論③ がん遺伝子への挑戦（花

田俊） 

（略） 

第 12 回：生化学特論⑥ マトリックス医学への期

待（松尾） 

（略） 

第 15 回：生理学特論③ 宇宙医学への期待（徳丸） 

健康医科学特論 

（略） 

第 3 回：解剖・組織学特論③ 実験室探訪①（濱

田） 

（略） 

第 6回：解剖・組織学特論⑥ 実験室探訪②（紀） 

（略） 

 

第 9 回：生化学特論③ 実験室探訪③（花田俊） 

（略） 

 

第 12 回：生化学特論⑥ 実験室探訪④（松尾） 

（略） 

 

第 15 回：生理学特論③ 実験室探訪⑤（徳丸） 
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運動器系機能病態解析学特論 

（略） 

第 4 回：生物物理化学の医療分野への応用（谷

川） 

第 5 回：骨・関節における病態のメカニズム―

骨折と骨粗鬆症を探る（片岡） 

第 6 回：骨・関節における病態のメカニズム－

続発性骨粗鬆症の病態を探る（片岡） 

第 7 回：骨・関節における病態のメカニズム－

骨粗鬆症の薬物療法と運動療法の効果を探る

（片岡） 

第 8 回：骨・関節における病態のメカニズム－

骨粗鬆症の最新研究（片岡） 

（略） 

第 12 回：サルコペニアの病態解明（河上） 

（略） 

第 15 回：変形性膝関節症の最新研究（阿南） 

運動器系機能病態解析学特論 

（略） 

第 4回：実験室探訪 1（谷川） 

 

第 5 回：骨・関節における病態のメカニズム―骨折

と骨粗鬆症を探る―（片岡） 

第 6 回：骨・関節における病態からの回復促進に対

する治療効果（片岡） 

第 7 回：骨・関節治療の最前線「骨粗鬆症の薬物療

法に対する運動療法」（片岡） 

 

第 8 回：実験室探訪 2（片岡） 

 

（略） 

第 12 回：実験室探訪 3（河上） 

（略） 

第 15 回：実験室探訪 4（阿南） 

公衆衛生学特論 

（略） 

第 7回：症例検討（斉藤） 

（略） 

第 14 回：症例検討（山岡） 

第 15 回：症例検討（斉藤、山岡） 

公衆衛生学特論 

（略） 

第 7回：研究室探訪①（斉藤） 

（略） 

第 14 回：研究室探訪②（山岡） 

第 15 回：まとめ（斉藤、山岡） 

精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支

援の展開） 

（略） 

第 1回：統合失調症(1)：総論 

第 2回：統合失調症(2)：各論 

（略） 

第 7回：認知症高齢者に対する対策(1)：総論 

第 8回：認知症高齢者に対する対策(2)：各論 

（略） 

第 15 回：精神医学に関するまとめ 

精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の

展開） 

（略） 

第 1回：統合失調症(1) 

第 2 回：統合失調症(2) 

（略） 

第 7回：認知症高齢者に対する対策(1)  

第 8 回：認知症高齢者に対する対策(2) 

（略） 

第 15 回：まとめ 

福祉社会科学課題演習 

（略） 

第 2 回：オリエンテーション（科学的な分析と

課題解決能力についての解説） 

 

福祉社会科学課題演習 

（略） 

第 2 回：オリエンテーション（科学的な分析と課題

解決能力） 
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社会保障政策特論 

（略） 

第 1 回：授業の進め方等についてのガイダンス

及び社会保障政策の概説 

（略） 

第 15 回：まとめ（社会保障政策についての総括） 

社会保障政策特論 

（略） 

第 1回：授業の進め方等についてのガイダンス 

 

（略） 

第 15 回：まとめ 

 

福祉政策特論 

（略） 

第 1回：ガイダンス（福祉政策についての概説） 

（略） 

第 15 回：まとめ（福祉政策についての総括） 

福祉政策特論 

（略） 

第 1回：ガイダンス 

（略） 

第 15 回：まとめ 

 

児童・家庭福祉特論 

（略） 

第 1 回：ガイダンス（児童・家庭福祉論につい

ての概説） 

（略） 

第 5 回：子どもの権利擁護１（制度・施策を中

心にして） 

第 6 回：子どもの権利擁護２（子どもアドボカ

シーを中心にして） 

第 7 回：ケアマネジメント１（アセスメントを

中心にして） 

第 8 回：ケアマネジメント２（プランニング・

実践を中心にして） 

第 9 回：包括的支援１（理念・原理及び制度・

施策を中心にして） 

第 10 回：包括的支援２（ネットワークによる具

体的な支援を中心にして） 

第 11 回：ケースカンファレンス・チームアプロ

ーチ１（非行相談） 

第 12 回：ケースカンファレンス・チームアプロ

ーチ２（虐待相談） 

（略） 

第 15 回：まとめ（児童・家庭福祉論について総

括する） 

児童・家庭福祉特論 

（略） 

第 1回：ガイダンス（１回） 

 

（略） 

第 5回：子どもの権利擁護１ 

 

第 6 回：子どもの権利擁護２ 

 

第 7 回：ケアマネジメント１ 

 

第 8 回：ケアマネジメント２ 

 

第 9 回：包括的支援１ 

 

第 10 回：包括的支援２ 

 

第 11 回：ケースカンファレンス・チームアプローチ

１ 

第 12 回：ケースカンファレンス・チームアプローチ

２ 

（略） 

第 15 回：まとめ 

生活困窮者支援特論 

（略） 

生活困窮者支援特論 

（略） 
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第 1 回：授業の趣旨と計画及び生活困窮者支援

についての概説 

（略） 

第 15 回：まとめ（生活困窮者支援についての総

括） 

第 1回：授業の趣旨と計画 

 

（略） 

第 15 回：まとめ 

 

医療福祉特論 

（略） 

第 1 回：オリエンテーション／医療ソーシャル

ワークに関する概説及び文献紹介 

（略） 

第 15 回：講義のまとめと振り返り（医療ソーシ

ャルワークについての総括） 

医療福祉特論 

（略） 

第 1 回：オリエンテーション／医療ソーシャルワー

クに関する文献紹介 

（略） 

第 15 回：講義のまとめと振り返り 

 

心理学研究法特論 

（略） 

第 1回：心理学研究法概説 

 

心理学研究法特論 

（略） 

第 1回：オリエンテーション 

 

神経生理心理学特論 

（略） 

第 1回：神経生理心理学概説 

（略） 

第 15 回：島皮質の損傷例に関する研究 

神経生理心理学特論 

（略） 

第 1回：オリエンテーション 

（略） 

第 15 回：まとめ 

司法・犯罪心理学特論（司法・犯罪分野に関する

理論と支援の展開） 

（略） 

第 1回：司法・犯罪分野における各種専門職（家

庭裁判所調査官、法務技官等）の概要及び他職

種・多職種連携 

司法・犯罪心理学特論（司法・犯罪分野に関する理論

と支援の展開） 

（略） 

第 1回：オリエンテーション 

 

 

産業・労働心理学特論（産業・労働分野に関する

理論と支援の展開） 

（略） 

第 2回：職場のメンタルヘルスの実情 

第 3回：職場のメンタルヘルス対策 

（略） 

第 15 回：これからの産業・労働分野の心理学 

産業・労働心理学特論（産業・労働分野に関する理論

と支援の展開） 

（略） 

第 2回：職場のメンタルヘルス予防① 

第 3回：職場のメンタルヘルス予防② 

（略） 

第 15 回：まとめ 

臨床心理面接特論Ⅱ 

（略） 

第 15 回：まとめ・心理面接に関する今後の展望 

 

臨床心理面接特論Ⅱ 

（略） 

第 15 回：まとめ 
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臨床心理査定演習Ⅰ（心理アセスメントに関す

る理論と実践） 

（略） 

第 1 回：投影法における検査者―被検査者関係

ならびに日常生活との連続性 

（略） 

第 9 回：投影法を中心とした性格検査の実施と

分析・解釈 

臨床心理査定演習Ⅰ（心理アセスメントに関する理

論と実践） 

（略） 

第 1回：オリエンテーション 

 

（略） 

第 9回：課題準備 

 

 

臨床心理査定演習Ⅱ 

（略） 

第 1 回：発達査定を総合的に解釈する実践的能

力とは 

（略） 

第 8回：知能・認知能力検査ならびに発達検査の

実施と分析・解釈 

 

臨床心理査定演習Ⅱ 

（略） 

第 1回：オリエンテーション 

 

（略） 

第 8回：課題準備 
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（改善事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

（２）「臨床心理基礎実習」等の実習科目において，実習の内容としては不十分な記載となっている

科目が見受けられるため，授業の内容の記載を充実させること。 

（対応方針） 

・審査意見を踏まえ，「臨床心理基礎実習」をはじめとする実習科目において，それぞれの科目が実

習としてどのようなことに取り組むのかが明確になるよう，授業の内容をより詳細にするなど，授

業内容の記載を充実させる。 

  
（具体的説明） 

 シラバスについて，実習の内容として不十分であった記載を修正し，充実させた。 

 
（新旧対照表）シラバス 

新 旧 

臨床心理基礎実習 

【授業のねらい】 

 本授業では、臨床心理学の基本である面接につい

て、基礎的知識や技法、必要なカウンセラーの態度、

相談者の心理の理解、応答の仕方などの基本的事項

について学習するとともに、学生間でのロールプレ

イ実習や模擬心理面接実習といった、実際の面接場

面での対応を想定した実習・演習を通じて、実践的

な能力を身につけることを目標とする。 

 

【前半】 

第 1回：臨床心理面接の原則・倫理 

第 2回：臨床心理面接における話の聴き方 

第 3回：話の中の要素分析の練習（演習） 

第 4回：話の中の要素分析の練習（解説） 

第 5回：フィードバックの練習（演習） 

第 6回：フィードバックの練習（解説） 

第 7回：感情の反射（演習） 

第 8回：感情の反射（解説） 

第 9回：記録のとり方 

第 10 回：ロールプレイ記録による討議Ⅰ 

第 11 回：ロールプレイ記録による討議Ⅱ 

第 12 回：ロールプレイ記録による討議Ⅲ  

第 13 回：ロールプレイ記録による討議Ⅳ 

第 14 回：ロールプレイ記録による討議Ⅴ 

第 15 回：ロールプレイから学んだことについての

全体討議 

【後半】 

第 1回：クライエントの来談への期待と不安を理解

する 

第 2回：クライエントの訴えの背景にある気持ちを

理解する 

第 3回：感情と行動のつながりについて理解する（演

臨床心理基礎実習 

【授業のねらい】 

 前半では、臨床心理学の基本である面接につい

て、実習を通して基礎的理論、基礎的技法を学習す

ることで、実践的能力を育てる。 

 後半では、臨床心理面接において、必要な基本的

な知識と技法・心構え・態度・価値観について学ぶ

ことで実践的能力を育てる。 

 

 

【前半】 

第 1回：感情の理解 

第 2回：行動の理解 

第 3回：感情と行動の理解 

第 4回：聴くこと 

第 5回：クライエントの理解 

第 6回：正確な理解 

第 7回：応答の要素 

第 8回：面接実習・討議の練習 

第 9回：ロールプレイ記録による討議Ⅰ 

第 10 回：  〃  Ⅱ 

第 11 回：  〃  Ⅲ 

第 12 回：  〃  Ⅳ  

第 13 回：  〃  Ⅴ 

第 14 回：  〃  Ⅵ 

第 15 回：ロールプレイから学んだことについての

討議 

【後半】 

第 1回：ガイダンス 

 

第 2 回：話の中の要素分析の練習 １ 

 

第 3 回：  〃   ２ 
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習） 

第 4回：感情と行動のつながりについて理解する（解

説）  

第 5 回：沈黙の意味について考える 

第 6回：クライエントの質問に対する応答の練習 

第 7回：クライエントの自我の強さに応じた面接の

方法 

第 8回：心理臨床家に求められる資質とは 

第 9回：模擬心理面接の実施について 

第 10 回：模擬心理面接の振り返りⅠ 

第 11 回：模擬心理面接の振り返りⅡ 

第 12 回：模擬心理面接の振り返りⅢ 

第 13 回：模擬心理面接の振り返りⅣ  

第 14 回：模擬心理面接の振り返りⅤ 

第 15 回：模擬心理面接から学んだことについての

全体討議 

 

 

第 4 回：フィードバックの練習 １ 

 

第 5 回：  〃   ２ 

第 6回：感情の反射の練習 １ 

第 7回：  〃   ２ 

 

第 8 回：クライエントの気持ち理解の練習 

第 9回：クライエントの価値観理解の練習 

第 10 回：クライエントの質問に対する応答の練習 

第 11 回：インテイク面接の観察 

第 12 回：模擬心理面接の実習 １ 

第 13 回：  〃   ２ 

第 14 回：実習体験についての討議 

第 15 回：模擬心理面接から学んだことについての

討議 

 

臨床心理展開実習（心理実践実習Ａ） 

（略） 

第 14 回：事例検討会 

 

臨床心理展開実習（心理実践実習Ａ） 

（略） 

第 14 回：事例検討会への参加 

 

臨床心理応用実習Ａ（心理実践実習Ｂ） 

（略） 

第 8回：教育機関における実習（まとめ・省察・今

後の課題） 

（略） 

第 15 回：福祉機関における実習（まとめ・省察・今

後の課題） 

臨床心理応用実習Ａ（心理実践実習Ｂ） 

（略） 

第 8回：教育機関における実習（まとめと今後の課

題） 

（略） 

第 15 回：福祉機関における実習（まとめと今後の課

題） 

臨床心理実習Ａ（心理実践実習Ｄ） 

（略） 

第 5回：心理面接の実施１（導入・初期のかかわり） 

第 6回：心理面接の実施２（展開・中期のかかわり） 

第 7回：心理面接の実施３（終結・後期のかかわり） 

第 8回：心理面接の実施４（助言、指導、ガイダン

スによる介入技法） 

第 9回：心理検査の実施１（アセスメントバッテリ

ーの組み方） 

（略） 

第 12 回：心理検査の実施４（フィードバックの進め

方） 

（略） 

第 15 回：まとめ（省察及び成果と課題の明確化） 

臨床心理実習Ａ（心理実践実習Ｄ） 

（略） 

第 5回：心理面接の実施１（導入） 

第 6回：心理面接の実施２（展開） 

第 7回：心理面接の実施３（終結） 

第 8回：心理面接の実施４（助言、指導、ガイダン

ス） 

第 9回：心理検査の実施１（アセスメントバッテリ

ー） 

（略） 

第 12 回：心理検査の実施４（フィードバック） 

 

（略） 

第 15 回：まとめ 
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臨床心理実習Ｂ 

（略） 

第 5回：心理面接に関する指導１（導入・初期） 

第 6回：心理面接に関する指導２（展開・中期） 

第 7回：心理面接に関する指導３（終結・後期） 

（略） 

第 15 回：まとめ（省察及び成果と課題の明確化） 

臨床心理実習Ｂ 

（略） 

第 5回：心理面接に関する指導１（導入） 

第 6回：心理面接に関する指導２（展開） 

第 7回：心理面接に関する指導３（終結） 

（略） 

第 15 回：まとめ 



111 
 

（改善事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

１３．＜教員の負担に関する説明が不十分＞ 

臨床心理学コースの募集人員が１０名に対して，心理学分野の教員は９名の配置であるため，教員

の負担が重くなり適切な研究指導等の体制が保てるか説明が不足しているため，教員の最も業務

負担が多いスケジュールを示し教員の負担が過度ではないことの説明を充実させること。その際

に，心理学分野の教員の具体的な専門分野を示し，一部の教員に過度な負担が無いことの説明も充

実すること。さらに，コース間で教員負担の影響による学生への配慮に差が出ない工夫についての

説明も充実すること。 

（対応方針） 

・教員負担に関する説明が不足していたため，審査意見を踏まえ，最も業務負担の多い教員のスケ

ジュールを示し，負担が過度ではないことを説明し，研究指導に影響がないことを説明する。併

せて教員の専門分野を示し，一部の教員に過度な負担がないことも説明する。さらに，学内及び

学内の実習のコーディネートを行うことのできるスタッフを別に配置し，コース間で教員負担

の影響による学生への配慮に差が出ないよう配慮する。 

 
（具体的説明） 

【教員の業務スケジュールと負担の大きさ】 

業務負担が最も多い教員の担当科目数は学部７科目（卒論指導をのぞく），大学院科目が 14 科目で

ある。（補足資料９「最も負担の多い教員のスケジュール」）特に大学院の実習科目については，実習

のコーディネート，個別の実習指導，実習指導や実習で生じた危機事象への対応，学外実習機関との

連絡調整などが伴い，かつ必ずしも講義科目のように時間割上で固定できないため，実質的な負担は

大きい。また，授業のない時間も，授業の準備，レポート等の課題の確認，学生対応（オフィスアワ

ー），自身の研究活動，学部・大学院の運営に関する業務がある。その他の心理学教員は，これと近

い負担であるものが 5名，それ以下の負担であるものが 3名である。（補足資料１０「臨床心理学コ

ース教員の専門分野及び担当科目」） 

 
【心理学教員の具体的な専門分野と研究指導の負担】 

臨床心理学コースの学生の多くは臨床心理学に関する研究を行うことが想定されるため，臨床心

理学を専門とする教員（７名）が指導を多く受けもつことになるが，臨床心理学の中でも専門領域は

教員ごとに異なり，学生の関心に応じて指導教員を振り分けることができるため，研究指導に関して

特定の教員に過度な負担がかかることはない。ただし，実習の状況によっては，教員負担が増加する

ことにより，研究指導が一時的に遅れる可能性もある。（補足資料１０「臨床心理学コース教員の専

門分野及び担当科目」） 

そのため，実習機関との連絡調整やコーディネートを行い，実習指導の一部を担うことのできるス

タッフを別に配置し，負担軽減を行う。 

 
【コース間で学生の配慮に生じる差】 

 本研究科ではコースを横断して研究指導ができるシステムをとるため，コース間で教員負担の影
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響による学生への配慮にも差が出ることはなく，適切な研究指導を実施できる体制を整えていると

考えている。ただし，学外実習が重なる時期になると，臨床心理学コースの教員の負担が特に大きく

なるため，実習の負担とそれによる教育への影響を考慮し，実習機関との連絡調整やコーディネート

を行い，実習指導の一部を担うことのできるスタッフを別に配置し負担軽減を行う。 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅴ 教員組織の編成の考え方及び特色 

３．教員の負担について（２０ページ） 

新 旧 

３．教員の負担について 

業務負担が最も多い教員は心理学の教員で

あり，その担当科目数は学部７科目（卒論指導

をのぞく），大学院科目が 14 科目である。特に

大学院の実習科目については，実習のコーデ

ィネート，個別の実習指導，実習指導や実習で

生じた危機事象への対応，学外実習機関との

連絡調整などが伴い，かつ必ずしも講義科目

のように時間割上で固定できないため，実質

的な負担は大きい。また，授業のない時間も，

授業の準備，レポート等の課題の確認，学生対

応（オフィスアワー），自身の研究活動，学部・

大学院の運営に関する業務がある。その他の

心理学教員は，これと近い負担である者が 5

名，それ以下の負担である者が 3 名である。

（資料１１「最も負担の多い教員の業務スケ

ジュール」）（資料１２「臨床心理学コース教員

の専門分野及び担当科目」） 

また，臨床心理学コースの学生の多くは臨

床心理学に関する研究を行うことが想定され

るため，臨床心理学を専門とする教員（７名）

が指導を多く受けもつことになるが，臨床心

理学の中でも専門領域は教員ごとに異なり，

学生の関心に応じて指導教員を振り分けるこ

とができるため，研究指導に関して特定の教

員に過度な負担がかかることはない。ただし，

実習の状況によっては，教員負担が増加する

ことにより，研究指導が一時的に遅れる可能

性もある。 

（加える） 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅴ 教員組織の編成の考え方及び特色 

１．教員組織（１９ページ） 

 
  

そのため，実習機関との連絡調整やコーデ

ィネートを行い，実習指導の一部を担うこと

のできるスタッフを別に配置し，負担軽減を

行う。 

新 旧 

臨床心理学コースの教員については，実習

科目の負担とそれによる教育への影響を考慮

し，実習機関との連絡調整やコーディネート

を行い，実習指導の一部を担うことのできる

スタッフを別に配置し負担軽減を行う。 

（加える） 
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（改善事項）福祉健康科学研究科 福祉健康科学専攻（Ｍ） 

１４．＜実習演習科目担当教員及び実習指導者の配置方針が不明確＞ 

実習演習科目担当教員及び実習指導者については，公認心理師資格を有する者が行うことが望ま

しいが，当該申請時点の教員の資格取得状況と，今後の教員配置及び実習指導者配置の方針につい

ての説明を充実すること。 

（対応方針） 

 ・審査意見を踏まえ，本研究科実習演習科目担当教員の公認心理師資格取得状況について説明し，

今後の教員配置及び実習指導者配置の方針については，学内・学外実習のコーディネートおよび

実習指導を担うことができる人員を別に配置する予定であることを説明する。 

 
（具体的説明） 

・実習担当教員の公認心理師免許の取得状況 

 本研究科の臨床心理学を専門とする以下の教員７名は，全員，公認心理師として登録している。 

 
・今後の方針について 

  心理学教員の負担を考慮し，可能な限り早い時期に，実習機関との連絡調整やコーディネートお

よび実習指導の一部を担うことができる人員を別に配置する。 

  また実習指導者については，学生数を勘案し，適宜指導者の拡充を各機関に依頼する。 

 
（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅻ 実習の具体的計画 

８．教員及び助手の配置並びに巡回指導計画（３５ページ） 

 
 

新 旧 

学内実習では，１学年１０名の学生に対し

て，実習担当の専任教員７名（全て公認心理師

資格を取得），非常勤講師６名が指導にあたる

ため，非常に密度の濃い教育が可能となって

いる。また，学外実習では，担当教員が施設側

指導者と連携して指導を行うとともに，前述

の通り，各実習施設には実習期間中に少なく

とも週１回の巡回指導を行う。 

実習科目ごとの巡回指導計画は資料２１の

とおり。なお，心理学教員の負担を考慮し，可

能な限り早い時期に，学内・学外実習のコーデ

ィネートおよび実習指導を担うことができる

人員を別に配置する。 

学内実習では，１学年１０名の学生に対し

て，実習担当の専任教員７名，非常勤講師６名

が指導にあたるため，非常に密度の濃い教育

が可能となっている。また，学外実習では，担

当教員が施設側指導者と連携して指導を行う

とともに，前述の通り，各実習施設には実習期

間中に少なくとも週１回の巡回指導を行う。 

実習科目ごとの巡回指導計画は資料１４の

とおり。 
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（新旧対照表）設置の趣旨を記載した書類 

      Ⅻ 実習の具体的計画 

９．実習施設における指導者の配置計画（３５ページ） 

 
 
 

新 旧 

学内実習では，１学年１０名の学生に対し

て，実習担当の専任教員７名（全て公認心理師

資格を取得），非常勤講師６名が指導にあたる

ため，非常に密度の濃い指導が可能となって

いる。学外実習では，前述の通り，各実習施設

には実習期間中に少なくとも週１回の巡回指

導を行う。施設ごとの担当教員は，講義科目等

の負担，特定の教員に負担が偏らないこと，施

設への訪問のしやすさ等に配慮し，決定する。

佐伯市（大分県南部）での実習に関しては，当

該地域に在住の教員が指導にあたる。 

実習科目ごとの巡回指導計画は資料２１の

とおりである。講義と実習が同時期に行われ

る場合には，移動時間を含めて講義時間と重

複しないよう配慮・調整する。 

また実習指導者については，学生数を勘案

し，適宜指導者の拡充を各機関に依頼する。 

学内実習では，１学年 10名の学生に対して，

実習担当の専任教員７名，非常勤講師６名が

指導にあたるため，非常に密度の濃い指導が

可能となっている。学外実習では，前述の通

り，各実習施設には実習期間中に少なくとも

週１回の巡回指導を行う。施設ごとの担当教

員は，講義科目等の負担，特定の教員に負担が

偏らないこと，施設への訪問のしやすさ等に

配慮し，決定する。佐伯市（大分県南部）での

実習に関しては，当該地域に在住の教員が指

導にあたる。 

 

実習科目ごとの巡回指導計画は資料１４の

とおりである。講義と実習が同時期に行われ

る場合には，移動時間を含めて講義時間と重

複しないよう配慮・調整する。 
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